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投資主の皆様へ
平素は、ケネディクス・オフィス投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

様々な環境変化の波に晒された第36期（2023年4月期）でしたが、KDX川崎駅前本町ビルの譲渡等によ
り、1口当たり分配金は7,647円の増配着地となりました。第37期（2023年10月期）も匿名組合出資持分
の分割譲渡による売却益を活用し、安定的に分配金をお支払いすることが可能な見通しです。

本投資法人では、今後の将来的な成長を見据え、2023年6月13日にケネディクス・レジデンシャル・ネクス
ト投資法人及びケネディクス商業リート投資法人との間で、本投資法人を存続法人とする合併契約を締
結しました。各投資法人の投資主総会での承認を前提に、2023年11月1日か
ら新たな体制で運用を開始する見込みです。

合併により資産規模や物件数がJ-REITの中でも上位となる想定ですので、
投資口の流動性や収益の安定性向上が期待できます。また、投資対象を拡
げ、多種多様な取得機会を創出することで、持続的な成長を目指します。

本合併の詳細につきましては本投資法人Webサイト等をご高覧の上、投資主
の皆様におかれましては本合併へのご賛同と変わらぬご支援、ご鞭撻を賜り
ますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

桃井 洋聡
ケネディクス・オフィス投資法人　執行役員　

ケネディクス不動産投資顧問株式会社 
取締役最高業務執行者（COO）兼オフィス・リート本部長

第36期（2023年4月期）の状況及びトピックス

合併について

●資産規模（取得価格総額） ● JCR格付 ●1口当たり分配金

4,533 億円 7,647 円AA  (安定的)
  (前期比+403円、+5.6%)

第36期（2023年4月期）は帳簿価額を大きく上回る価格での物件譲渡により分配金は前期比大幅増となり、翌期以降の
分配金安定化に活用可能な圧縮積立金として一部を内部留保しました。また、賃貸マーケットやテナントニーズを踏まえ
た積極的なリーシング戦略が奏功し、稼働率は前期末対比で0.6ポイント高い98.4%と高水準の着地となりました。

第37期（2023年10月期）には匿名組合出資持分の分割譲渡を予定しており、引続き安定的な分配金のお支払いを目指
します。

本投資法人は、投資対象セクターの拡大による持続的な成長、市場プレゼンスと安定性の向
上、サステナビリティへの更なるコミットメントを企図して、ケネディクス・レジデンシャル・ネク
スト投資法人及びケネディクス商業リート投資法人との間で、本投資法人を吸収合併存続法人
とする合併契約を締結しました。本合併に関する詳細については、本投資法人のWebサイト内
特設ページをご覧下さい。
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Ⅰ . 資産運用報告 
資産運用の概況 
1 . 投資法人の運用状況等の推 移 

期 
決算年月 単位

第32期
自 2 0 2 0 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 1 年 4 月 3 0 日 

第33期
自 2 0 2 1 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 1 年 1 0 月 3 1 日 

第34期
自 2 0 2 1 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 4 月 3 0 日 

第35期
自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 

第36期
自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 

営業収益 百万円 1 6 , 3 0 1 1 5 , 0 2 8 1 5 , 8 9 1 1 6 , 2 6 6 1 7 , 2 9 0 
（ うち賃貸事業収益 ） 百万円 1 5 , 1 1 9 1 4 , 9 8 1 1 5 , 0 7 8 1 5 , 9 6 0 1 6 , 0 7 2 
営業費用 百万円 8 , 3 1 0 8 , 1 7 0 8 , 4 6 3 8 , 8 8 6 9 , 1 3 2 
（ うち賃貸事業費用 ） 百万円 6 , 8 8 0 7 , 0 5 4 7 , 3 0 9 7 , 7 0 7 7 , 7 9 3 
営業利益 百万円 7 , 9 9 0 6 , 8 5 7 7 , 4 2 7 7 , 3 7 9 8 , 1 5 7 
経常利益 百万円 7 , 0 1 7 5 , 9 1 1 6 , 4 9 7 6 , 4 5 2 7 , 2 0 8 
当期純利益 ( a ) 百万円 7 , 0 1 6 5 , 9 0 9 6 , 4 9 6 6 , 4 5 1 7 , 2 0 5 
総資産額 

( b ) 
百万円 4 5 7 , 5 0 5 4 5 6 , 3 2 7 4 6 4 , 8 0 2 4 7 3 , 0 1 3 4 7 4 , 2 7 4 

（ 対前期比 ） ％ （ △ 0 . 5 ） （ △ 0 . 3 ） （ + 1 . 9 ） （ + 1 . 8 ） （ + 0 . 3 ） 
有利子負債額 

( c ) 
百万円 1 9 8 , 7 5 0 1 9 8 , 7 5 0 2 0 5 , 1 5 0 2 1 4 , 9 5 0 2 1 4 , 9 5 0 

（ 対前期比 ） ％ （ △ 1 . 5 ） （ 0 . 0 ） （ + 3 . 2 ） （ + 4 . 8 ） （ 0 . 0 ） 
純資産額 

( d ) 
百万円 2 3 0 , 9 8 1 2 3 0 , 5 4 4 2 3 1 , 7 6 3 2 2 9 , 5 6 2 2 3 0 , 4 8 2 

（ 対前期比 ） ％ （ + 0 . 1 ） （ △ 0 . 2 ） （ + 0 . 5 ） （ △ 0 . 9 ） （ + 0 . 4 ） 
出資総額 （ 純 額 ） 百万円 2 2 0 , 9 7 0 2 2 0 , 9 7 0 2 2 0 , 9 7 0 2 1 7 , 9 7 0 2 1 7 , 9 7 0 
（ 対前期比 ） ％ （ 0 . 0 ） （ 0 . 0 ） （ 0 . 0 ） （ △ 1 . 4 ） （ 0 . 0 ） 
発行済投資口の総口数 ( e ) 口 4 2 8 , 5 1 0 4 2 8 , 5 1 0 4 2 8 , 5 1 0 4 2 4 , 2 1 5 8 4 8 , 4 3 0 
1 口当たり純資産額 （ 注 1 ） ( d ) / ( e ) 円 5 3 9 , 0 3 4 5 3 8 , 0 1 5 5 4 0 , 8 5 9 2 7 0 , 5 7 3 2 7 1 , 6 5 7 
分配総額 ( f ) 百万円 6 , 5 9 2 5 , 9 9 9 5 , 9 9 9 6 , 1 4 6 6 , 4 8 7 
1 口当たり分配金額 ( f ) / ( e ) 円 1 5 , 3 8 4 1 4 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 1 4 , 4 8 8 7 , 6 4 7 
（ うち1口当たり利益分配金 ） 円 1 5 , 3 8 4 1 4 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 1 4 , 4 8 8 7 , 6 4 7 
（ うち1口当たり利益超過分配金 ） 円 ─ ─ ─ ─ ─ 
総資産経常利益率 （ 年換算 ） ( 注2,注3) ％ 1 . 5 （ 3 . 1 ） 1 . 3 （ 2 . 6 ） 1 . 4 （ 2 . 8 ） 1 . 4 （ 2 . 7 ） 1 . 5 （ 3 . 1 ） 
自己資本利益率 （ 年換算 ） ( 注3,注4) ％ 3 . 0 （ 6 . 1 ） 2 . 6 （ 5 . 1 ） 2 . 8 （ 5 . 7 ） 2 . 8 （ 5 . 5 ） 3 . 1 （ 6 . 3 ） 
期末自己資本比率 

( d ) / ( b ) ％ 
5 0 . 5 5 0 . 5 4 9 . 9 4 8 . 5 4 8 . 6 

（ 対前期比増減 ） （ + 0 . 3 ） （ + 0 . 0 ） （ △ 0 . 7 ） （ △ 1 . 3 ） （ + 0 . 1 ） 
期末有利子負債比率 

( c ) / ( b ) ％ 
4 3 . 4 4 3 . 6 4 4 . 1 4 5 . 4 4 5 . 3 

（ 対前期比増減 ） （ △ 0 . 4 ） （ + 0 . 1 ） （ + 0 . 6 ） （ + 1 . 3 ） （ △ 0 . 1 ） 
配当性向 （ 注 5 ） ( f ) / ( a ) ％ 9 3 . 9 1 0 1 . 5 9 2 . 3 9 5 . 2 9 0 . 0 
【 その他参考情報 】 
投資物件数 件 9 6 9 6 9 7 9 8 9 7 
総賃貸可能面積 ㎡ 4 8 2 , 2 9 9 . 1 0 4 8 2 , 2 4 7 . 3 1 4 9 1 , 1 1 3 . 3 5 5 0 0 , 0 1 5 . 6 1 4 9 4 , 8 2 7 . 8 5 
期末稼働率 ％ 9 6 . 7 9 7 . 6 9 8 . 3 9 7 . 8 9 8 . 4 
当期減価償却費 百万円 2 , 5 4 8 2 , 5 6 7 2 , 5 8 8 2 , 6 3 1 2 , 6 1 7 
当期資本的支出額 百万円 1 , 4 2 0 9 8 8 1 , 2 8 9 8 6 6 9 9 7 
賃貸NOI 
（ N e t O p e r a t i n g I n c o m e ） ( 注6) 百万円 1 0 , 7 8 7 1 0 , 4 9 5 1 0 , 3 5 6 1 0 , 8 8 4 1 0 , 8 9 6 

F F O （ F u n d s f r o m O p e r a t i o n ） ( 注7) 百万円 8 , 6 3 5 8 , 4 7 7 8 , 3 1 4 8 , 8 4 1 8 , 6 5 4 
1 口当たりFFO ( 注1,注8) 円 2 0 , 1 5 3 1 9 , 7 8 2 1 9 , 4 0 3 1 0 , 4 2 1 1 0 , 2 0 1 
（ 注 1 ） 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日を分割の基準日とし 、 2 0 2 2 年 1 1 月1日を効力発生日として 、 投資口1口につき2口の割合による投資口

の分割を行いました 。 1 口当たり純資産額及び1口当たりF F O については 、 第 3 5 期期首に当該投資口の分割が行われたと
仮定して算定しています 。 

（ 注 2 ） 総資産経常利益率 ＝ 経常利益/{ （ 期首総資産額 ＋ 期末総資産額 ） ÷ 2 } × 1 0 0 
（ 注 3 ） 第 3 2 期は1 8 1 日 、 第 3 3 期は1 8 4 日 、 第 3 4 期は1 8 1 日 、 第 3 5 期は1 8 4 日 、 第 3 6 期は1 8 1 日により年換算値を算出してい

ま す 。 
（ 注 4 ） 自己資本利益率 ＝ 当期純利益/{ （ 期首純資産額 ＋ 期末純資産額 ） ÷ 2 } × 1 0 0 
（ 注 5 ） 配当性向については小数第2位以下を切り捨てて記載しています 。 
（ 注 6 ） 賃貸NOI ＝ 不動産賃貸事業収益 － 不動産賃貸事業費用 ＋ 減価償却費 
（ 注 7 ） F F O ＝ 当期純利益 ＋ 減価償却費 － 不動産等売却益 ＋ 不動産等売却損 
（ 注 8 ） 1 口当たりFFO ＝ F F O / 発行済投資口の総口数 （ 円未満を切り捨てて記載しています 。 ） 
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2 . 当期の資産の運用の経過 
（ 1 ） 投資法人の主な推移 

ケネディクス・ オフィス投資法人 （ 以 下 「 本投資法人 」 といいます 。 ） は 、 投資信託及び投資法人に
関する法律 （ 昭和2 6 年法律第1 9 8 号 。 その後の改正を含みます 。 ） （ 以 下 「 投 信 法 」 といいます 。 ） に基
づ き 、 2 0 0 5 年5月6日に設立され 、 2 0 0 5 年 7 月 2 1 日に発行済投資口の総口数 7 5 , 4 0 0 口で株式会社東京
証券取引所 （ 以 下 「 東京証券取引所 」 といいます 。 ） 不動産投資信託証券市場に上場しました （ 銘柄コ
ード8 9 7 2 ） 。 その後 、 本投資法人は 、 公募増資等や前期 （ 2 0 2 2 年 1 0 月 期 ） 中における自己投資口

（ 4 , 2 9 5 口 ） の 取得及び消却 、 2 0 2 2 年 1 1 月1日を効力発生日として実施した投資口の分割を通じて 、 当 
期 末 （ 2 0 2 3 年4月30日 ） 現在の発行済投資口の総口数は848,430口となっています 。 

本投資法人は 、 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 （ 以 下 「 本資産運用会社 」 といいます 。 ） に資
産 運用業務を委託し 、 収益の安定的な獲得と投資資産の持続的な成長を図ることにより 、 投資主利益の
極大化を目指し 、 「 トレンド 」 を捉え 、 「 タイミング 」 を逃さない柔軟かつ機動的な投資を行 い 、 ポート
フォリオを構築することを基本方針としています 。 

（ 2 ） 投資環境と運用実績 
a . 投資環境 

当 期 （ 2 0 2 3 年4月期 ） における我が国の経済は 、 実質G D P 成長率がプラスに転じまし た 。 物価高の
中 でも個人消費は堅調に推移したほか 、 インバウンド需要も回復が見込まれ 、 緩和的な財政・ 金融政策
に下支えされた景気は緩やかな回復基調を維持していることが改めて確認されまし た 。 一方で 、 米地銀
の 経営破綻や欧州金融機関の救済合併などのイベントが発生し 、 不安の残る米欧金融システムや 、 日本
銀行の金融政策の動向など 、 今後の金融・ 金利動向には留意が必要で す 。 

オフィスビル賃貸市場については 、 三鬼商事株式会社公表のデータによると 、 東京都心5区の平均空
室 率 、 平均賃料 （ 新築を含みます 。 ） はともに概ね横ばいです 。 空室率の微減は 、 竣工1年未満のビルで
の成約が進んできたこと 、 4 月に縮小や集約などによる新規空室が発生した一方 で 、 大型の拡張移転や
館内増床などの成約が見られたことなどによるもので 、 日系企業を中心にテナントの動きも継続してい
ま す 。 

2 0 2 2 年10月 2 0 2 3 年4月 増減
平均空室率 6 . 4 4 ％ 6 . 1 1 ％ △ 0 . 3 3 ％ 
平均賃料 2 0 , 1 1 4 円 1 9 , 8 9 6 円 △ 2 1 8 円 
その他全国の主要都市についても 、 一部の都市を除き平均空室率の上昇は落ち着き 、 平均賃料ともに

概ね横ばいです 。 
オフィスビルの売買市場については 、 優良な中規模オフィスビルの売却情報は引き続き少なく 、 限ら

れた売却案件に投資家が集中しているため 、 期待利回りは低水準にとどまっています 。 国内外の投資家
の投資意欲は総じて高く 、 不動産会社等の国内および海外投資家 、 上場不動産投資法人 （ J - R E I T ） や私
募リートによる物件売買は行われており 、 オフィスビルへの投資意欲に大きな変化は見られません 。 
b . 運用実績 

本投資法人は 、 当期においてオフィスビル1物件 （ K D X 川崎駅前本町ビル ： 取得価格 3 , 7 6 0 百万円 、 
譲渡価格4,508百万円 ） を譲渡しました 。 

当期末のポートフォリオの概要 （ 匿名組合出資持分 （ 注 1 ） を除きます 。 ） は以下のとおりです 。 
前期末 当期末 増減

物件数 9 8 件 9 7 件 △ 1 件 
取得価格の総額 （ 百万円 ） 4 5 7 , 0 7 6 4 5 3 , 3 1 6 △ 3 , 7 6 0 
オフィスビルのエンドテナント数 （ 注 2 ） （ 注 3 ） 1 , 1 8 9 件 1 , 2 0 8 件 + 1 9 件 

用途毎の割合 （ 取得価格ベース ） 
前期末 当期末 増減

オフィスビル 9 9 . 4 ％ 9 9 . 4 ％ △ 0 . 0 ％ 
その他 0 . 6 ％ 0 . 6 ％ + 0 . 0 ％ 

オフィスビルの稼働率 
前期末 当期末 増減

オフィスビル全体 9 7 . 8 ％ 9 8 . 4 ％ + 0 . 6 ％ 
都心5区 9 8 . 7 ％ 9 9 . 2 ％ + 0 . 5 ％ 
その他東京経済圏 9 7 . 1 ％ 9 7 . 8 ％ + 0 . 7 ％ 
地方経済圏 9 7 . 4 ％ 9 8 . 0 ％ + 0 . 6 ％ 

（ 注 1 ） 匿名組合出資持分は当初出資金額1,107百万円です 。 
（ 注 2 ） 1 テナントが複数の物件を賃借している場合には 、 1 テナントとして数えてテナント数を記載しています 。 
（ 注 3 ） ポートフォリオ全体のエンドテナントの数は 、 当期末現在 、 1 , 2 0 9 件です 。 
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（ 3 ） 資金調達の概要 
a . 借入れ・ 投資法人債の状況 

本投資法人は 、 当期においては期中に返済期日が到来した借入金 4 , 8 0 0 百万円の返済資金として同額
の借入れを行いました 。 

当期末の有利子負債残高は以下のとおりです 。 
借入金合計 2 0 1 , 9 5 0 百万円

短期借入金 （ 注 1 ） 3 0 0 百万円
長期借入金 （ 注 1 ） 2 0 1 , 6 5 0 百万円

投資法人債 1 3 , 0 0 0 百万円
有利子負債残高 2 1 4 , 9 5 0 百万円

変動金利による長期借入金のうち 、 1 1 2 , 5 5 0 百万円については 、 金利上昇リスクをヘッジするため金
利スワップの活用により実質的に金利を固定化しており 、 固定金利による長期借入金 8 4 , 1 0 0 百万円を
合わせた 、 当期末現在の長期固定金利借入金残高は196,6 5 0 百万円となります 。 
長期負債比率 （ 注 2 ） 9 9 . 9 ％ 
長期固定化負債比率 （ 注 3 ） 9 7 . 5 ％ 
有利子負債の平均残存年数 （ 注 4 ） 3 . 7 年 
有利子負債の平均金利 （ 注 4 ） 0 . 8 2 ％ 
有利子負債比率 （ 注 5 ） 4 5 . 3 ％ 

（ 注 1 ） 短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます 。 ただし 、 借入日から1 年後の応当日が営業日以外 
の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日としたことにより 、 1 年超となった借入れは 、 短期借入金に含みます 。 長 
期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいいます 。 以下同じです 。 

（ 注 2 ） 長期負債比率 ＝ （ 長期借入金残高 ＋ 投資法人債残高 ） ÷ （ 借入金残高 ＋ 投資法人債残高 ） × 1 0 0 
長期負債比率は 、 小数第2位を四捨五入して記載しています 。 

（ 注 3 ） 長期固定化負債比率 ＝ （ 長期固定金利借入金残高 ＋ 投資法人債残高 ） ÷ （ 借入金残高 ＋ 投資法人債残高 ） × 1 0 0 
な お 、 長期固定金利借入金残高に は 、 金利スワップの活用により金利を固定化している長期借入金を含みま す 。 長期固定
化負債比率は 、 小数第2位を四捨五入して記載しています 。 

（ 注 4 ） 平均残存年数及び平均金利は各期末時点の残存年数及びアップフロントフィー （ 年 率 ） を含めた利率を各有利子負債残高
に応じて加重平均して算出しています 。 平均残存年数は小数第2位 を 、 平均金利は小数第3位を 、 それぞれ四捨五入して記
載しています 。 

（ 注 5 ） 有利子負債比率 ＝ 期末有利子負債残高÷ 期末総資産× 1 0 0 
有利子負債比率は 、 小数第2位を四捨五入して記載しています 。 

b . 格付の状況 
当期末 （ 2 0 2 3 年4月30日 ） 現在における本投資法人の格付の状況は 、 以下のとおりです 。 

信用格付業者 格付対象 格付

株式会社日本格付研究所 （ J C R ） 
長期発行体格付 A A 

（ 見通し:安定的 ） 
債券格付 A A 

c . 発行登録の状況 
本投資法人は 、 投資法人債 （ 短期投資法人債を除きます 。 ） に係る発行登録書を2 0 2 2 年 1 1 月 3 0 日に

提出しています 。 その概要は 、 以下のとおりです 。 
発行予定額 1 0 0 , 0 0 0 百万円 
発行予定期間 2 0 2 2 年12月8日から2024 年12月7日まで 

手取金の使途 
特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します 。 ） の取得資金 、 借入金の返済資金 、 投資法人債

（ 短期投資法人債を含みます 。 ） の償還資金 、 敷金・ 保証金の返還資金 、 修繕等の支払資金及び運転資金
等 
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（ 4 ） 業績及び分配の概要 
上記の運用の結果 、 当 期 （ 2 0 2 3 年4月期 ） の業績は 、 営業収益1 7 , 2 9 0 百万円 、 営業利益8 , 1 5 7 百万

円 、 経常利益7,208百万円 、 当期純利益7,205百万円となりました 。 
ま た 、 当期の分配金については 、 本投資法人の規約に定める分配の方針に基づき 、 投資法人の税制の

特 例 （ 租税特別措置法 （ 昭和3 2 年法律第2 6 号 。 その後の改正を含みます 。 ） （ 以 下 「 租税特別措置法 」 
といいます 。 ） 第 6 7 条の1 5 ） が適用されるように分配することとしています 。 これに加 え 、 当期は 「 特 
定の資産の買換えの場合の課税の特例 」 （ 租税特別措置法第6 5 条の7 ） を適用 し 、 当期未処分利益の一
部を圧縮積立金として内部留保することとしました 。 かかる方針により 、 当期未処分利益から租税特別
措置法第6 7 条の1 5 及び第6 5 条の7の両規定が適用される範囲内である7 1 8 百万円を圧縮積立金繰入額 
として控除し 、 その残額である6 , 4 8 7 , 9 4 4 , 2 1 0 円を分配することにより 、 投資口1口当たりの分配金は
7 , 6 4 7 円となりました 。 

3 . 増資等の状況 
当期末まで最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の異動は以下のとおりです 。 

年月日 摘要
発行済投資口の総口数 （ 口) 出資総額 （ 百万円 ） 

備 考 
増減 残高 増減 残高

2 0 1 8 年 5 月28日 公募増資 2 2 , 5 0 0 4 2 7 , 3 8 5 1 4 , 0 6 7 2 2 0 , 2 6 7 （ 注 1 ） 

2 0 1 8 年 6 月15日 第三者割当増資 1 , 1 2 5 4 2 8 , 5 1 0 7 0 3 2 2 0 , 9 7 0 （ 注 2 ） 

2 0 2 2 年 9 月30日 消 却 △ 4 , 2 9 5 4 2 4 , 2 1 5 △ 2 , 9 9 9 2 1 7 , 9 7 0 （ 注 3 ） 

2 0 2 2 年11月 1 日 投資口分割 4 2 4 , 2 1 5 8 4 8 , 4 3 0 － 2 1 7 , 9 7 0 （ 注 4 ） 

（ 注 1 ） 1 口当たり発行価格6 4 6 , 4 2 5 円 （ 発行価額6 2 5 , 2 0 9 円 ） に て 、 新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公
募により投資口を追加発行しました 。 

（ 注 2 ） 1 口当たり発行価額6 2 5 , 2 0 9 円にて 、 新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として第三者割当により投資口を
追加発行しました 。 

（ 注 3 ） 2 0 2 2 年6月1 5 日から2 0 2 2 年9月9日にかけて 、 証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引
所における市場買付により 、 自己投資口の取得を行いました 。 取得した自己投資口( 4 , 2 9 5 口 ） については 、 2 0 2 2 年9月
2 2 日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき 、 その全てを2022年9月30日に消却しました 。 

（ 注 4 ） 2 0 2 2 年10月31日を基準日として 、 同 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資口
を 、 2 0 2 2 年11月1日を効力発生日として1口につき2口の割合をもって分割しまし た 。 

【 投資証券の取引所価格の推 移 】 
本投資法人の投資証券が上場する東京証券取引所不動産投資信託証券市場における期別の最高 ・ 最低

価 格 （ 取引値 ） は以下のとおりです 。 
（ 単 位 ： 円 ） 

期 
決算年月

第32期
2 0 2 1 年4月

第33期
2 0 2 1 年10月

第34期
2 0 2 2 年4月

第35期
2 0 2 2 年10月

第36期
2 0 2 3 年4月

最 高 8 2 4 , 0 0 0 8 3 1 , 0 0 0 7 5 3 , 0 0 0 （ 注 1 ） 7 2 7 , 0 0 0 
（ 注 2 ） 3 4 2 , 0 0 0 3 4 6 , 0 0 0 

最 低 5 9 2 , 0 0 0 7 0 5 , 0 0 0 6 2 8 , 0 0 0 （ 注 1 ） 6 2 3 , 0 0 0 
（ 注 2 ） 3 2 9 , 0 0 0 2 9 3 , 8 0 0 

（ 注 1 ） 2 0 2 2 年 1 1 月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割の権利落前 （ 2 0 2 2 年 1 0 月 2 7 日以前 ） 
の価格を記載しています 。 

（ 注 2 ） 上記権利落後 （ 2 0 2 2 年10月28日以降 ） の価格を記載しています 。 
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4 . 分配金等の実績 
当期の分配金は1口当たり 7 , 6 4 7 円であり 、 投資法人の課税所得から利益分配金相当額を損金として控除する

法人税課税の特例 （ 租税特別措置法第6 7 条の1 5 ） の適用を企図しており 、 当期未処分利益の概ね全額を分配す
ることとしています 。 

期 
計算期間

第32期
自 2 0 2 0 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 1 年 4 月 3 0 日 

第33期
自 2 0 2 1 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 1 年 1 0 月 3 1 日 

第34期
自 2 0 2 1 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 4 月 3 0 日 

第35期
自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 

第36期
自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 

当期未処分利益総額 7 , 0 1 6 , 2 5 1 千円 5 , 9 1 0 , 0 3 2 千円 6 , 4 9 6 , 7 0 9 千円 6 , 4 5 1 , 0 9 6 千円 7 , 2 0 6 , 0 0 5 千円
利益留保額 4 2 4 , 0 5 3 千円 － 千円 4 9 7 , 5 6 9 千円 3 0 5 , 0 6 9 千円 7 1 8 , 0 6 1 千円
金銭の分配金総額 

（ 1 口当たり分配金 ） 
6 , 5 9 2 , 1 9 7 千 円 

（ 1 5 , 3 8 4 円 ） 
5 , 9 9 9 , 1 4 0 千 円 

（ 1 4 , 0 0 0 円 ） 
5 , 9 9 9 , 1 4 0 千 円 

（ 1 4 , 0 0 0 円 ） 
6 , 1 4 6 , 0 2 6 千 円 

（ 1 4 , 4 8 8 円 ） 
6 , 4 8 7 , 9 4 4 千 円 

（ 7 , 6 4 7 円 ） 
うち利益分配金総額 

（ 1 口当たり利益分配金 ） 
6 , 5 9 2 , 1 9 7 千 円 

（ 1 5 , 3 8 4 円 ） 
5 , 9 9 9 , 1 4 0 千 円 

（ 1 4 , 0 0 0 円 ） 
5 , 9 9 9 , 1 4 0 千 円 

（ 1 4 , 0 0 0 円 ） 
6 , 1 4 6 , 0 2 6 千 円 

（ 1 4 , 4 8 8 円 ） 
6 , 4 8 7 , 9 4 4 千 円 

（ 7 , 6 4 7 円 ） 
うち出資払戻総額 

（ 1 口当たり出資払戻額 ） 
－ 千 円 

（ － 円 ） 
－ 千 円 

（ － 円 ） 
－ 千 円 

（ － 円 ） 
－ 千 円 

（ － 円 ） 
－ 千 円 

（ － 円 ） 
出 資 払 戻 総 額 の う ち 一 時 差 異 等 
調 整 引 当 額 か ら の 分 配 金 総 額 

（ 1 口 当 た り 出 資 払 戻 額 の う ち 1 
口 当 た り 一 時 差 異 等 調 整 引 当 額 
分 配 金 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

出 資 払 戻 総 額 の う ち 税 法 上 の 出 
資 等 減 少 分 配 か ら の 分 配 金 総 額 

（ 1 口 当 た り 出 資 払 戻 額 の う ち 税 
法 上 の 出 資 等 減 少 分 配 か ら の 分 
配 金 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

－ 千 円 
（ － 円 ） 

5 . 今後の運用方針及び対処すべき課題 
（ 1 ） 外部成長戦略 
a . 投資基準 

本投資法人は 、 「 トレンド 」 を捉え 「 タイミング 」 を逃さない柔軟かつ機動的な投資を行うという方針のも
と 、 東京経済圏の中規模オフィスビル中心の投資を引き続き進めていきます 。 
用途面での投資比率の目標 

オフィスビル

オフィスビルのうち 、 建築基準法の主たる用途が事務所である建物の全部事項
証明書に記載された一棟全体の床面積の合計 （ 以 下 「 延床面積 」 といいます 。 ） 
が以下に定める基準を満たす賃貸用オフィスビ ル （ 以 下 「 中規模オフィスビ
ル 」 といいます 。 ） 
・ 東京23区 

延床面積13,000㎡以 下 
・ 東京23区外 

延床面積20,000㎡以 下 

8 0 ～ 1 0 0 ％ 

オフィスビルのうち 、 中規模オフィスビルに該当しないもの 
都市型商業施設 繁華性の高い立地に位置し 、 テナント代替性の高い商業施設 

0 ～ 2 0 ％ 
その他 借地権が設定された土地 （ 底 地 ） 又は本投資法人の投資方針において投資対象

外と定められている建築基準法の用途床面積が存在する建物 

地域面での投資比率の目標 
本投資法人は 、 国内最大の経済・ 人口集積エリアである東京経済圏 （ 東京都 、 神奈川県 、 埼玉県及び千葉県

の1都3県の主要都市 ） に所在する不動産等を中心に投資を行います 。 ま た 、 地域経済や不動産マーケットの変
動 、 地震・ 台風等の災害 、 人口変動等の地域偏在リスクの軽減を目的として 、 地方経済圏 （ 政令指定都市等の
地方中核都市 ） に所在する不動産等にも一定の分散投資を行います 。 
b . スポンサーサポートの活用 

資産の取得にあたっては 、 マルチパイプラインを構築 し 、 本資産運用会社独自のネットワークと本資産運用
会社の親会社であるケネディクス株式会社を中心とするケネディクスグルー プ （ 注 ） 、 三井住友ファイナンス ＆ 
リース株式会社及びS M F L みらいパートナーズ株式会社のサポートラインの活用によって 、 継続的な物件取得機
会と柔軟性のある取得手法を確保し 、 ポートフォリオの着実かつ 安定的な成長を目指します 。 ま た 、 将来本投
資法人による取得機会が得られることを前提に 、 ケネディクスグループ等と共同で匿名組合等に対する出資等
を行うことも検討します 。 更 に 、 ケネディクスグループと連携しながら 、 ウェアハウジングを目的とした匿名
組合出資等を行う等 、 資金調達の時期や投資基準との整合性を考慮しつつ機動的な物件確保を図るため 、 取得
手法の多様化 （ 直接取得 、 エクイティ出資及びケネディクスグループとの協働取得 、 物件の入れ替えを前提と
した相互売買等 ） に努めます 。 
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（ 注 ） 「 ケネディクスグループ 」 と は 、 ケネディクス株式会社並びにその子会社及び関連会社等を併せた企業グループをいいます 。 
以下同じです 。 

（ 2 ） 内部成長戦略 
本投資法人は 、 運用資産の運営において 、 景気や不動産市場の動向を踏まえた迅速かつ柔軟なリーシングを

行うと共に 、 「 顧客であるテナントが満足してこそ収入に結びつく 」 との考えのもとで顧客満足度の高いオフィ
ス環境を提供することによ り 、 キャッシュ・ フローの維持・ 増加に努めます 。 

かかる観点から 、 本資産運用会社は 、 本投資法人が保有する物件の運用において 、 「 選ばれる中規模オフィス
ビ ル 」 となることを目指し 、 以下の活動を行います 。 

・ 物件競争力の維持・ 向上策の実施 
・ 市場環境に応じたリーシングマネジメント 
・ ポートフォリオの規模を活かした管理内容及び費用の見直し 
・ 関連法規等への適切な対応 
・ 積極的な環境対応 

（ 3 ） 財務戦略 
本投資法人は 、 引き続き既存借入金の借入条件等の改善に努めると共に 、 以下の施策等を講じることで安定

的な財務運営を目指します 。 
・ 有利子負債の返済期限を分散することによるリファイナンスリスクの軽減 
・ 一定水準以上の長期固定化負債比率の維持 
・ 有利子負債比率 （ 注 ） の保守的なコントロール （ 有利子負債比率は原則として4 5 ％ 程度の水準を目途とし

ま す 。 ただし 、 資金調達環境等を鑑みた上 で 、 優良な物件取得等を目的とする有利子負債の調達により4 0 
％ 台後半水準での運営を行うこともありえます 。 ） 

更 に 、 大手銀行を中心とする既存の金融機関との良好な関係に基づく安定的な資金調達により堅固な財務運
営を目指します 。 ま た 、 取引各行のシェアバランスに留意すると共に 、 既存取引行との条件対比をもとに新規
取引行の導入についても適宜検討していきます 。 
（ 注 ） 有利子負債比率 ＝ 期末有利子負債残高÷ 期末総資産× 1 0 0 

6 . 決算後に生じた重要な事実 
( a ) 本投資法人とケネディクス・ レジデンシャル・ ネクスト投資法人及びケネディクス商業リート投

資法人との合併契約の締結 
本投資法人 、 ケネディクス・ レジデンシャル・ ネクスト投資法 人 （ 以 下 「 K D R 」 といいます 。 ） 及びケネデ

ィクス商業リート投資法人 （ 以 下 「 K R R 」 といい 、 K D R と併せて 「 両消滅投資法人 」 、 本投資法人及びK D R と併
せ て 「 各投資法人 」 といいます 。 ） は 、 それぞれ2 0 2 3 年6月1 3 日開催の投資法人役員会に て 、 2 0 2 3 年 1 1 月1
日を合併の効力発生日として 、 本投資法人を吸収合併存続法人 、 両消滅投資法人を吸収合併消滅法人とする吸
収合併 （ 以 下 「 本合併 」 といいます 。 ） を行うことについて決定し 、 同日付で合併契約 （ 以 下 「 本合併契約 」 と 
いいます 。 ） を締結しました 。 

ⅰ . 本合併の目的 
日本経済は 、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための 行動制限が撤廃され 、 経済社会活動の正

常化が進む中で 、 緩やかな回復基調にありま す 。 一方で 、 ロシアのウクライナ侵攻による世界情勢の変化 、 地 
政学リスクの顕在化とこれに伴う経済制裁等の影響 、 資源価格や燃料費の高騰に伴う世界的なインフレ傾向の
継 続 、 主要各国の政策金利の引き上げ 、 海外における金融機関の経営破綻等 、 国内外の経済において不透明感
もみられる状況です 。 

このような環境下 、 足許の不動産投資信託証券市場 （ 以 下 「 J - R E I T 市 場 」 といいます 。 ） は 、 物価上昇に伴
う運用コストの増加懸念や日本銀行の将来的な金融政策変更による長期金利上昇への警戒感もあり 、 不安定な
状況となっています 。 

各投資法人の資産運用会社である本資産運用会社は 、 2 0 1 1 年3月に設立されたケネディクス・ レジデンシ
ャル・ パートナーズ株式会社が 、 2 0 0 3 年11月に設立されたケネディクス・ オフィス・ パートナーズ株式会社
及びケネディクス・ アドバイザーズ株式会社を 、 2 0 1 3 年 1 0 月に吸収合併し 、 現在の資産運用会社名称に商号
を変更し 、 誕生しました 。 そして 、 各投資法人は 、 ケネディクスグループからのスポンサーサポートを受けつ
つ 、 運用実績を積み重ねてまいりました 。 

各投資法人は 、 今日までそれぞれの特徴を活かしたうえで安定的な収益の獲得と投資資産の 持続的な成長
を図るために様 々  な施策を実施してまいりました 。 

しかしながら 、 本投資法人の主な投資対象である中規模オフィスビルにおいては 、 不動産売買市場におけ
る希少性や流動性の高さに対する評価は変わらず 、 依然として期待利回りは低 く 、 厳しい物件取得環境が続い 
ています 。 ま た 、 大規模オフィスビルの大量供給に伴う二次空室や賃料下落への警戒感に伴うマーケットの先
行き懸念から 、 足許では投資口価格が1口当たりNAVを大きく下回っている状況であり 、 公 募増資を伴う外部
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成長機会も限定的なことか ら 、 今後の持続的な成長性の確保に課題を抱えています 。 K D R は 、 これまで5年連
続で公募増資を実施してきたものの 、 居住用施設は収益の相対的な安定性から 、 取得競争が激化し取得機会が
減少していく可能性があり 、 足許では投資口価格が1口当たりN A V を 下回っている状況です 。 ま た 、 L T V が 
J - R E I T 市場においては相対的に高水準であり 、 金利上昇局面におけるコスト増加懸念という課題を抱えていま
す 。 K R R は豊富なパイプラインを有するものの 、 コロナ禍以降 、 生活密着型商業施設の取得環境が激化してい
る状況にあります 。 さらに 、 インフレによるコスト増加が懸念されるなか 、 長期固定賃料により今後の全体的
な内部成長余地が限られるといった課題を抱えています 。 

ま た 、 今 後 、 ポートフォリオの収益性に影響を及ぼす可能性のあ る 、 金利水準や 、 水道光熱費等の物価水
準の動向について注視しており 、 各投資法人に共通する将来的な課題として認識しています 。 

このような状況下 、 各投資法人は上記の課題へ対処するとともに 、 環境変化に柔軟に対応し 、 持続的成長
を目指すために 、 合併に関する協議を開始することで合意し 、 これまで慎重に検討を重ねてきました 。 その結
果 、 各投資法人は 、 本合併を通じて 、 投資対象セクターの拡大による持続的成長に繋がること 、 資産規模の拡
大によって市場プレゼンスと安定性が向上すること 、 及びサステナビリティへの更なるコミットメントが可能
となることにより 、 投資主価値の最大化に資するとの共通認識を得るに至り 、 本合併契約を締結しました 。 

各投資法人は 、 本合併について 、 以下の意義を有すると考えています 。 
( ⅰ ) 投資対象セクターの拡大による持続的成長 

各投資法人が主に投資対象としてきた中規模オフィスビル 、 居住用施設 、 ヘルスケア施設及び生活密 
着型商業施設については引き続きフォーカスしつつ 、 これまでは限定的な投資にとどまっていた物流施
設及び宿泊施設にも積極的に投資を行うことで取得機会の増加を目指します 。 ま た 、 競争力や収益性が
低下した資産を対象として投資対象セクターを跨いだ資産入替も可能となり 、 不動産市場を取り巻く外
部環境の変化に柔軟に対応 し 、 成 長が見込まれる投資対象セクターへの投資を活発化させることにより 、 
ポートフォリオ収益力が向上すると考えています 。 このように 、 投資対象セクターの拡大に伴う 、 多様
な取得機会と柔軟性を確保した運用戦略により 、 従来の特化型リートの運用戦略の枠を超えた持続的な
成長を目指します 。 

( ⅱ ) 市場プレゼンスと安定性の向上 
本合併により 、 本合併後の投資法人 （ 以 下 「 新投資法人 」 といいます 。 ） の資産規模はJ - R E I T 市場第3

位 （ 注 1 ） となり 、 市場におけるプレゼンスと投資口の流動性が大きく向上するほか 、 合併後のポートフ
ォ リオは合計3 5 0 物 件 （ 注 2 ） となる予定であり 、 J - R E I T 市場最多の物件数となることで分散効果が高ま
り 、 ポートフォリオの安定性向上に資するものと考えています 。 ま た 、 スケールメリットを活かした物
件運用により 、 費用上昇圧力に対する抵抗力の向上にも寄与するものと考えています 。 

( ⅲ ) サステナビリティへの更なるコミットメント 
各投資法人では 、 これまでもサステナビリティを重要な課題と認識し 、 本投資法人ではJ - R E I T 市場に

おいて初となるG R E S B リアルエステイト評価への参加 、 K D R ではソーシャルボンドの発 行 、 K R R では投
資口パフォーマンス報酬の導入等 、 様 々  な取組みを率先して実施してきました 。 新投資法人は 、 本合併
において各投資法人にて蓄積されたノウハウを統合し昇華させ 、 サステナビリティへの取組みにおける
リーディングカンパニーを目指す方針です 。 ま た 、 投資主利益及びサステナビリティ指標と連動する新
たな運用報酬体系の導入 、 監督役員の体制強化によるガバナンスの向上並びにダイバーシティの推進に
よ り 、 高い専門性と多様性を兼ね備えたマネジメント体制の下でサステナビリティ対応の更なる強化を
図ります 。 

（ 注 1 ） 本合併後の資産規模は 、 本投資法人の資産規模について 、 2 0 2 3 年4月末日時点の保有物件の取得価格総額に 、 2 0 2 3 年 
5 月 1 日から本合併の効力発生日までの取得及び譲渡 （ 予定を含みます 。 ） を反映させた取得 （ 予 定 ） 価格ベースの数値
と し 、 か つ 、 両消滅投資法人の資産規模について 、 直近決算期末日時点 （ K D R は 2 0 2 3 年1月末日時点 （ ただし 、 サニー
ライフ立川及びリハビリホームボンセジュール南千束の取得を含みます 。 ） 、 K R R は 2 0 2 3 年3月末日時点 ） の保有物件の
鑑定評価額とみなして算出 し 、 各投資法人の資産規模を合計しています 。 ま た 、 J - R E I T 市場における他の投資法人 の資
産規模については 、 2 0 2 3 年 4 月末日時点でJ - R E I T 市場における他の投資法人が取得又は譲渡の完了を公表している物件
を含む資産規模 （ 取 得 （ 予 定 ） 価格ベース ） を基に計算しています 。 このため 、 本合併の効力発生日時点において本合
併後の新投資法人がJ-R E I T 市場第3位の資産規模となることを保証するものではありません 。 ま た 、 本合併後の資産規模
についてはパーチェス法により本投資法人を取得法人とし 、 両消滅投資法人の資産を時価で承継する見込みのため 、 実 
際には本投資法人の取得 （ 予 定 ） 価格総額と両消滅投資法人の直近決算期末日時点の鑑定評価額の総額の単純合計とな
るわけではありません 。 

（ 注 2 ） 本 合併後のポートフォリオの物件数は 、 本投資法人及び両消滅投資法人の物件数について 、 本書の日付時点における保 
有物件数を前提に 、 本合併の効力発生日までの取得及び譲渡による物件数の異動 （ 予定を含みます 。 ） を反映させて算出
しています 。 な お 、 K D X 調布ビルについては 、 本書の日付現在 、 本投資法人がオフィス棟 、 K R R が商業棟をそれぞれ保
有していますが 、 本合併後のポートフォリオの物件数の算出においては1物件として扱っています 。 ま た 、 J - R E I T 市場
における他の投資法人の物件数については 、 2 0 2 3 年4月末日時点でJ - R E I T 市 場における他の投資法人が取得又は譲渡の
完了を公表している物件を含む物件数を基に計算しています 。 このため 、 本合併の効力発生日時点において 、 本合併後
の新投資法人のポートフォリオがJ-REIT市場最多の物件数となることを保証するものではありません 。 
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ⅱ ． 本合併の方式 
本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併方式とし 、 両消滅投資法人は本合併により解散します 。 

ⅲ ． 合併比率等 

本投資法人 
（ 吸収合併存続法人 ） 

K D R 
（ 吸収合併消滅法人 ） 

K R R 
（ 吸収合併消滅法人 ） 

本合併に係る
割当ての内容 1 

1 . 3 4 1 . 6 8 

（ ご参考 ） 
本投資口分割考慮前

0 . 6 7 

（ ご参考 ） 
本投資口分割考慮前

0 . 8 4 
（ 注 1 ） 本合併により発行する本投資法人の新投資口数 （ 本投資法人の本投資口分割考慮後の投資口数 ） ： 2 , 4 4 6 , 0 3 7 口 
（ 注 2 ） 本投資口分割については 、 後 記 「 ⅳ ． 投資口の分割 」 をご参照ください 。 以下同じです 。 

ⅳ ． 投資口の分割 
本合併は 、 本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行われ 、 本投資口分割を考慮する

前の合併比率は 、 本投資法人1に対しK D R が 0 . 6 7 、 K R R が 0 . 8 4 となります 。 しかしながら 、 か かる合併比率
で は 、 K D R 投資口1口に対して本投資法人の投資口0 . 6 7 口 、 K R R 投資口1口に対して本投資法人の投資口0 . 8 4 
口が割当交付されることとなり 、 交付される本投資法人の投資口の口数が1口未満となる両消滅投資法人の投
資主が多数生じることとなります 。 このため 、 本合併後も 、 両消滅投資法人の投資主が本投資法人の投資口を
継続して保有することを可能とするべく 、 両消滅投資法人の全ての投資主に対し1口以上の本投資法人の投資
口を交付することを目的として 、 本投資法人の投資口1口につき2口の割合による投資口の分割 （ 以 下 「 本投
資口分割 」 といいます 。 ） を行うことといたしました 。 本投資口分割の実施により 、 K D R の投資主には 、 K D R 
の投資口1口に対して本投資口分割後の本投資法人の投資口1 . 3 4 口が割当交付され 、 K R R の投資主には 、 K R R 
の投資口1口に対して本投資口分割後の本投資法人の投資口1.68口が割当交付されることとなります 。 

( ⅰ ) 本投資口分割の方法 
本合併の効力発生日の前日である2 0 2 3 年 1 0 月 3 1 日 （ 火曜日 ） の最終の投資主名簿に記載 又は記録さ

れた本投資法人の投資主の所有投資口1口につき 、 2 口の割合をもって分割いたします 。 本投資口分割は 、 
本合併の効力発生日の前日までに本合併に係る合併契約が解除され又は失効していないことを条件とし
て 、 本合併の効力発生日である2023年11月1日 （ 水曜日 ） において効力を生じるものといたします 。 

( ⅱ ) 本投資口分割により増加する投資口数等 
イ 本投資口分割前の本投資法人発行済投資口の総口数 ： 8 4 8 , 4 3 0 口 

ロ 本投資口分割により増加する投資口数 ： 8 4 8 , 4 3 0 口 

ハ 本投資口分割後の本投資法人発行済投資口の総口数 ： 1 , 6 9 6 , 8 6 0 口 

ニ 本合併後の本投資法人発行済投資口の総口数 ： 4 , 1 4 2 , 8 9 7 口(注 １ ) 

ホ 本投資口分割・ 本合併後の発行可能投資口総口数 ： 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 口(注 ２ ) 
（ 注 1 ） 本合併により 、 K D R の投資口1口に対して 、 本投資口分割後の本投資法人の投資口1 . 3 4 口 を 、 本書の日付現在のK D R 

の発行済投資口の全て （ 1 , 0 7 0 , 4 3 3 口 ） について割当交付し 、 K R R の投資口1口に対して 、 本投資口分割後の本投資
法人の投資口1 . 6 8 口 を 、 本書の日付現在のK R R の発行済投資口の全て （ 6 0 2 , 1 7 7 口 ） について割当交付すると仮 定し
た場合の口数となります 。 

（ 注 2 ） 現在の本投資法人の発行可能投資口総口数は4 , 0 0 0 , 0 0 0 口ですが 、 本投資口分割に伴い 、 本投資法人の規約の一部変 
更を行い 、 本合併の効力発生日付で発行可能投資口総口数を変更する予定です 。 

( ⅲ ) 本投資法人の1口当たり情報に及ぼす影響 
当該投資口分割が当期首に行われたと仮定した場合の当期における1口当たり情報は 、 それぞれ以下

のとおりとなります 。 
イ.1口当たり純資産額 ： 1 3 5 , 8 2 8 円 
ロ.1口当たり当期純利益 ： 4 , 2 4 6 円 
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ⅴ ． 合併交付金の交付 
本投資法人は上記の投資口の他に 、 本合併の効力発生日の前日に終了する両消滅投資法人の最終期の営業

期間に係る金銭の分配の代わり金 （ 利益の配当 ） として 、 両消滅投資法人の分配可能利益に基づき両消滅投資 
法人の投資主 （ 本合併の効力発生日の前日の両消滅投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主

（ 各投資法人並びに投信法第 1 4 9 条の3の規定に基づきその有する投資口の買取りを請求した両消滅投資法人
の投資主 （ 当該買取請求を撤回した投資主を除きま す 。 ） を除き 、 以 下 「 割当対象投資主 」 といいます 。 ） ） に 
対して同営業期間の金銭の分配額見合いの合併交付 金 （ 本合併の効力発生日の前日における両消滅投資法人の
分配可能利益の額を本合併の効力発生日の前日における両消滅投資法人の発行済投資口の総口数から割当対象
投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した金額 （ 1 円未満切捨て ） ） を 、 本合併の効力
発生日から合理的な期間内に支払う予定です 。 

ⅵ . 両消滅投資法人の直前期の概要 
K D R の直前期 （ 2 0 2 3 年1月期 ） の概要 
事業内容 ： 資産を主として投信法に定める特定資産に対する投資として運用すること 
営業収益 ： 9 , 9 3 6 百万円 
当期純利益 ： 4 , 5 9 3 百万円 
資産総額 ： 3 2 7 , 0 1 4 百万円 
負債総額 ： 1 7 5 , 3 8 1 百万円 
純資産額 ： 1 5 1 , 6 3 2 百万円 

K R R の直前期 （ 2 0 2 3 年3月期 ） の概要 
事業内容 ： 資産を主として投信法に定める特定資産に対する投資として運用すること 
営業収益 ： 9 , 9 2 4 百万円 
当期純利益 ： 3 , 9 2 2 百万円 
資産総額 ： 2 8 7 , 5 6 9 百万円 
負債総額 ： 1 4 5 , 0 0 2 百万円 
純資産額 ： 1 4 2 , 5 6 6 百万円 

ⅶ ． 本合併の時期 
本合併効力発生日 2 0 2 3 年11月1日 （ 予 定 ） 

( b ) 資産の譲渡の決定 
本投資法人は 、 2 0 2 3 年6月1 3 日付で以下の資産 （ 以 下 「 譲渡予定資産 」 ということがあります 。 ） の譲渡に

係る売買契約を締結し 、 譲渡予定資産を譲渡することについて決定しました 。 な お 、 譲渡予定資産の譲渡の実
行 は 、 本合併の効力発生等が条件とされています 。 

物件名称 資産の種類 所在地
譲渡予定価格
（ 百万円 ） 

（ 注 1 ） 
契約締結日 譲渡予定日 譲渡先

（ 注2)

原宿FFビル 信託受益権 東京都
渋谷区 3 , 8 8 0 2 0 2 3 年6月13日 2 0 2 3 年11月1日 ケネディクス

株式会社

K D X 名古屋栄ビル 不動産
（ 注 3 ） 

愛知県
名古屋市 6 , 0 5 0 2 0 2 3 年6月13日 2 0 2 3 年11月1日 ケネディクス

株式会社
（ 注 1 ） 譲渡経費 、 固定資産税・ 都市計画税の精算額及び消費税等を除きます 。 
（ 注 2 ） 譲渡先は 、 譲渡予定資産に係る信託受益権売買契約において 、 売買代金の支払いを行う資力等の一定の要件を満たす譲渡先

又は譲渡先の関連会社が組成する特別目的会社に対し 、 譲渡予定資産に係る売買契約上の買主の地位を譲渡することができ
るものとされています 。 そのため 、 最終的な譲渡先は 、 ケネディクス株式会社から 、 ケネディクス株式会社又はケネディク
ス株式会社の関連会社が組成する特別目的会社に変更になる可能性がありま す 。 

（ 注 3 ） K D X 名古屋栄ビルは本日現在 、 不 動産として保有しています が 、 譲渡予定日までに信託した上で 、 当該信託受益権の譲渡
を行う旨を譲渡先との間で合意しています 。 

（ 注 4 ） 譲渡の実行は 、 本合併の効力発生等が条件とされています 。 
（ 注 5 ） 譲渡予定資産に係る信託受益権売買契約は 、 金融庁の定める 「 金 融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 」 に規定される

投 資法人によるフォワード・ コミットメント等に該当します 。 かかる譲渡予定資産に係る信託受益権売買契約上 、 本投資法
人が同契約の条項に違反し 、 かかる違反により信託受益権売買契約の目的を達成することができないことを理由として信託
受益権売買契約が解除された場合 、 本投資法人は売買代金から消費税等を除いた金額の所定の料率相当額を違約金として支
払うものとされています 。 当該料率は 、 2 0 2 3 年6月1 3 日から同年8月2 1 日までは5 % 、 2 0 2 3 年8月2 2 日から同年1 1 月1日
までは10%とされていま す 。 
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（ 参考情報 ） 
a . 資産の譲渡 
本投資法人は 、 2 0 2 3 年5月31日付で 、 以下の匿名組合出資持分を譲渡しました 。 

譲渡日 資産名称 譲渡資産 信託の対象不動産 譲渡先
譲渡価格 
( 百万円)
（ 注 4 ） 

2 0 2 3 年 
5 月31日

合同会社 K R F 4 3 
匿名組合出資持分 
（ 出資持分の50.0 ％ ） 
（ 注 1 ） （ 注 2 ） 

不動産を信託財産とする信 託の
受益権を運用資産とする匿 名組
合出資持分 

新宿サンエービル 非開示
（ 注 3 ） 1 , 1 5 0 

（ 注 1 ） 合同会社 K R F 4 3 を営業者とする匿名組合出資持分です 。 
（ 注 2 ） 譲渡契約書に記載された匿名組合出資持分の割合を記載しています 。 
（ 注 3 ） 譲渡先の承諾を得られていないため非開示としています 。 
（ 注 4 ） 譲渡費用及び未払分配金の精算額を除きます 。 
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投資法人の概況 
1 . 出資の状況 

期 
決算年月

第32期
2 0 2 1 年 4 月 3 0 日 現 在 

第33期
2 0 2 1 年 1 0 月 3 1 日 現 在 

第34期
2 0 2 2 年 4 月 3 0 日 現 在 

第35期
2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 現 在 

第36期
2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 現 在 

発行可能投資口総口数 2 , 0 0 0 , 0 0 0 口 2 , 0 0 0 , 0 0 0 口 2 , 0 0 0 , 0 0 0 口 2 , 0 0 0 , 0 0 0 口 4 , 0 0 0 , 0 0 0 口 

発行済投資口の総口数 4 2 8 , 5 1 0 口 4 2 8 , 5 1 0 口 4 2 8 , 5 1 0 口 4 2 4 , 2 1 5 口 8 4 8 , 4 3 0 口 

出資総額 （ 純 額 ） （ 注 ） 2 2 0 , 9 7 0 百万円 2 2 0 , 9 7 0 百万円 2 2 0 , 9 7 0 百万円 2 1 7 , 9 7 0 百万円 2 1 7 , 9 7 0 百万円

投資主数 4 , 7 5 0 人 4 , 7 1 4 人 4 , 6 4 6 人 4 , 8 0 8 人 5 , 1 5 0 人 
（ 注 ） 出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています 。 

2 . 投資口に関する事項 
2 0 2 3 年4月30日現在における主要な投資主は以下のとおりです 。 

氏名又は名称 住所
所有投資 

口 数 
（ 口 ） 

発行済投資口の 
総口数に対する 
所有投資口数の
割 合 （ ％ ） （ 注 ） 

株式会社日本カストディ銀 行 （ 信託口 ） 東京都中央区晴海一丁目8 番12号 2 1 5 , 0 6 3 2 5 . 3 4 

日本マスタートラスト信託 銀行株式会社
（ 信託口 ） 東京都港区浜松町二丁目1 1 番3号 1 3 5 , 4 2 6 1 5 . 9 6 

野村信託銀行株式会社 （ 投信口 ） 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 4 1 , 0 9 5 4 . 8 4 

ケネディクス株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 3 0 , 8 4 2 3 . 6 3 

スティッチングペンショエンフォンズゾー
グエンウェルジジン 

東京都新宿区新宿六丁目2 7 番30号 
常任代理人 シティバンク 、 エヌ・ エイ東京支店 2 8 , 4 6 0 3 . 3 5 

S M B C 日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2 8 , 0 8 4 3 . 3 1 

上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目4番2号 1 3 , 3 7 9 1 . 5 7 

ステート ストリート バンク ウェスト 
クライアント トリーティー 5 0 5 2 3 4 

東京都港区港南二丁目15 番1号 
品川インターシティA棟 
常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部 

1 2 , 2 7 3 1 . 4 4 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 1 1 , 0 6 5 1 . 3 0 

ステート ストリート バンク アンド 
トラスト カンパニー 5 0 5 1 0 3 

東京都港区港南二丁目15 番1号 
品川インターシティA棟 
常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部 

1 0 , 8 8 2 1 . 2 8 

合 計 5 2 6 , 5 6 9 6 2 . 0 6 

（ 注 ） 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合 は 、 小数第3位以下を切り捨てて記載しています 。 
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3 . 役員等に関する事項 

役職名 役員等の氏名又は名称 主な兼職等
当該営業期間における 
役員毎の報酬の総額 

（ 千 円 ） 

執行役員 （ 注 1 ） 

寺 本 光 

ケネディクス不動産投資顧問株式会社 
取締役 最高業務執行者 （ C O O ） 兼 
オフィス・ リート本部長 兼 
コーポレート本部長 

－ 

桃 井 洋 聡 
ケネディクス不動産投資顧問株式会社 
取締役 最高業務執行者 （ C O O ） 兼 
オフィス・ リート本部長 

－ 

監督役員 （ 注 2 ） 

森 島 義 博 

有限会社アイランド・ フォレスト 代表取締役 
一般財団法人住宅改良開発公社 アドバイザー 
森島不動産コンサルタンツ 代 表 
四電ビジネス株式会社 アドバイザー 

2 , 1 0 0 

関 高 浩 三宅坂総合法律事務所 パートナー 2 , 1 0 0 

德 間 亜紀子 
徳間公認会計士事務所 
税理士法人徳間会計 代表社員 
徳間コンサルティング株式会社 代表取締役 

2 , 1 0 0 

会計監査人 （ 注 3 ） E Y 新日本有限責任監査法人 － 1 3 , 2 0 0 
（ 注 1 ） 2 0 2 3 年1月3日付で寺本光が辞任の申出により執行役員を退任し 、 同年1月4日付で桃井洋聡が執行役員に就任しまし た 。 

な お 、 寺本光の主な兼職等につきましては 、 退任日時点の情報を記載しています 。 
（ 注 2 ） 監督役員は 、 上 記以外の他の法人の役員である場合がありますが 、 上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありま

せ ん 。 
（ 注 3 ） 会計監査人との監査契約は 、 会計期間毎に契約を締結しています 。 会計監査人の解任について は 、 投信法の定めに従い 、 

ま た 、 不再任については 、 監査の品質 、 監査報酬等その他諸般の事情を総合的に勘案して 、 本投資法人の役員会において
検討します 。 

4 . 役員等賠償責任保険契約に関する事項 
本投資法人が締結する役員等賠償責任保険契約は以下のとおりです 。 

被保険者の範囲 役員等賠償責任保険の内容の概要

全ての執行役員及び監督役 員 

（ 填補の対象とされる保険事故の概要 ） 
本投資法人は投信法第 1 1 6 条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との
間で締結し 、 被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしています 。 

（ 保険料の負担割合 ） 
全ての被保険者について 、 その保険料を全額投資法人が負担しています 。 

（ 役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置 ） 
支払限度額 1 , 5 0 0 , 0 0 0 千 円 
ま た 、 犯罪行為または法令に違反することを認識しながら行った行為等にかかる被保険者の
被る損害等は補償の対象外としています 。 

5 . 資産運用会社 、 資産保管会社及び一般事務受託者 
2 0 2 3 年4月30日現在における資産運用会社等は以下のとおりです 。 

委託区分 氏名又は名称
資産運用会社 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 
資産保管会社 みずほ信託銀行株式会社 
一般事務受託者 （ 投資主名簿等管理人 、 特別口座管理人 ） 三井住友信託銀行株式会社 
一般事務受託者 （ 経理事務等 ） 三菱UFJ信託銀行株式会 社 
一般事務受託者 （ 機関の運営 ） みずほ信託銀行株式会社 
一般事務受託者 （ 投資法人債に関する事務 ） 株式会社三井住友銀行 
一般事務受託者 （ 投資法人債に関する事務 ） 株式会社三菱UFJ銀行 
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投資法人の運用資産の状況 
1 . 不動産投資法人の資産の構 成 

資産の種類 用途 地域

第35期
（ 2 0 2 2 年10月31日現在 ） 

第36期
（ 2 0 2 3 年4月30日現在 ） 

保有総額 
（ 百万円 ） （ 注 1 ） 

対総資産比率 
（ ％ ） （ 注 2 ） 

保有総額 
（ 百万円 ） （ 注 1 ） 

対総資産比率 
（ ％ ） （ 注 2 ） 

不動産 
オフィスビル 

東京経済圏 2 6 , 8 0 7 5 . 7 2 3 , 4 3 9 4 . 9 
地方経済圏 1 5 , 2 1 9 3 . 2 1 5 , 1 0 5 3 . 2 

オフィスビル 小計 4 2 , 0 2 7 8 . 9 3 8 , 5 4 5 8 . 1 
不動産合計 4 2 , 0 2 7 8 . 9 3 8 , 5 4 5 8 . 1 

信託不動産 

オフィスビル 
東京経済圏 3 2 2 , 1 3 1 6 8 . 1 3 2 1 , 0 2 1 6 7 . 7 
地方経済圏 7 0 , 0 6 4 1 4 . 8 6 9 , 8 6 3 1 4 . 7 

オフィスビル 小計 3 9 2 , 1 9 5 8 2 . 9 3 9 0 , 8 8 5 8 2 . 4 
その他 東京経済圏 2 , 9 7 3 0 . 6 2 , 9 7 3 0 . 6 

その他 小計 2 , 9 7 3 0 . 6 2 , 9 7 3 0 . 6 
信託不動産合計 3 9 5 , 1 6 9 8 3 . 5 3 9 3 , 8 5 9 8 3 . 0 
投資有価証券 （ 注 3 ） 1 , 1 3 8 0 . 2 1 , 1 3 6 0 . 2 
預金・ その他の資産 3 4 , 6 7 8 7 . 3 4 0 , 7 3 3 8 . 6 
資産総額 4 7 3 , 0 1 3 1 0 0 . 0 4 7 4 , 2 7 4 1 0 0 . 0 

（ 注 1 ） 保有総額は 、 決算日時点の貸借対照表計上額 （ 不動産及び信託不動産については 、 減価償却後の帳簿価額 ） であり 、 百万
円未満を切り捨てて記載しています 。 

（ 注 2 ） 対総資産比率は 、 資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい 、 小数第2位を四捨五入して記載していま
す 。 

（ 注 3 ） 合同会社KRF43を営業者とする匿名組合出資持分です 。 

2 . 主要な保有資産 
2 0 2 3 年4月3 0 日 現 在 、 本投資法人が保有する主要な保有資産 （ 帳簿価額上位1 0 物 件 ） の概要は以下

のとおりです 。 

物件番号 不動産等の名称 帳簿価額 
（ 百万円 ） 

賃貸可能面積 
（ ㎡ ） 

賃貸面積 
（ ㎡ ） 

稼働率 
（ ％ ） 

対総賃貸事業
収入比率 （ ％ ） 主たる用途

A - 1 2 4 K D X 浜松町プレイス 2 0 , 1 2 3 9 , 3 2 5 . 1 8 9 , 3 2 5 . 1 8 1 0 0 . 0 3 . 2 オフィスビル 
A - 1 2 8 K D X 新橋駅前ビル 1 6 , 2 7 3 5 , 4 0 3 . 2 5 5 , 4 0 3 . 2 5 1 0 0 . 0 2 . 3 オフィスビル 
A - 1 1 2 K D X 虎ノ門一丁目ビル 1 4 , 7 3 2 8 , 1 7 9 . 0 0 8 , 1 7 9 . 0 0 1 0 0 . 0 3 . 2 オフィスビル 
A - 1 2 2 三菱重工横浜ビル 1 4 , 4 6 7 1 3 , 4 9 5 . 3 4 1 3 , 2 3 6 . 0 8 9 8 . 1 2 . 6 オフィスビル 

A - 1 0 0 千里ライフサイエンスセン 
タービル 1 1 , 9 4 5 1 7 , 1 5 5 . 6 5 1 7 , 1 5 5 . 6 5 1 0 0 . 0 4 . 3 オフィスビル 

A - 9 4 K D X 武蔵小杉ビル 1 0 , 2 4 8 1 2 , 9 7 8 . 5 7 1 1 , 2 3 8 . 4 8 8 6 . 6 2 . 6 オフィスビル 
A - 1 3 0 K D X 江戸橋ビル （ 注 ） 9 , 7 9 6 5 , 6 9 5 . 7 0 5 , 0 0 0 . 7 0 8 7 . 8 1 . 1 オフィスビル 
A - 1 2 3 K D X 横浜関内ビル 9 , 4 1 1 1 0 , 0 5 2 . 6 7 1 0 , 0 5 2 . 6 7 1 0 0 . 0 2 . 0 オフィスビル 
A - 1 2 1 銀座四丁目タワー 9 , 2 8 7 5 , 6 2 4 . 2 3 5 , 6 2 4 . 2 3 1 0 0 . 0 1 . 9 オフィスビル 
A - 1 2 5 K D X 調布ビル 8 , 9 7 7 1 1 , 8 3 4 . 7 3 1 1 , 8 3 4 . 7 3 1 0 0 . 0 1 . 8 オフィスビル 

合計 1 2 5 , 2 6 4 9 9 , 7 4 4 . 3 2 9 7 , 0 4 9 . 9 7 9 7 . 3 2 4 . 9 
（ 注 ） 以下のとおり運用資産の名称を変更しています 。 以下同じです 。 

物件番号 新物件名称 旧物件名称 変更時期
A - 1 3 0 K D X 江戸橋ビル 江戸橋ビル 2 0 2 3 年2月1日
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3 . 組入資産明細 
2 0 2 3 年4月30日現在 、 本投資法人が保有する資産の明細は以下のとおりで す 。 

（ 不動産等組入資産明細 ） 

用 
途 

地 
域 

物 件 
番号 不動産等の名称 所在地 所有形態 

（ 注 1 ） 
賃貸可能
面 積 （ ㎡ ） 

期末算定 
価額

（ 注 2 ） 
（ 百万円 ） 

帳簿価額 
（ 百万円 ） 

オ 
フ 
ィ 
ス 
ビ 
ル 

東 
京 
経 
済 
圏 

A - 1 K D X 日本橋313ビル 東京都中央区日本橋三丁目13番5号 信託受益権 5 , 7 3 2 . 8 3 7 , 1 1 0 5 , 5 8 4 

A - 3 K D X 東茅場町三洋ビル 
（ 注 7 ） 東京都中央区新川一丁目1 7 番25号 信託受益権 4 , 3 7 9 . 2 0 5 , 3 4 0 3 , 9 0 6 

A - 4 K D X 八丁堀ビル 東京都中央区八丁堀四丁目5番8号 信託受益権 3 , 3 2 3 . 1 4 3 , 5 8 0 3 , 1 9 5 
A - 5 K D X 中野坂上ビル 東京都中野区本町三丁目3 0 番4号 信託受益権 4 , 2 8 6 . 9 9 2 , 5 1 0 2 , 3 0 1 
A - 6 原宿FFビル 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目38番12号 信託受益権 3 , 0 7 1 . 1 5 3 , 8 8 0 2 , 3 3 8 
A - 7 K D X 南青山ビル 東京都港区南青山五丁目1 3 番3号 信託受益権 1 , 8 1 0 . 1 9 2 , 8 7 0 2 , 1 7 3 
A - 8 K D X 神田北口ビル 東 京 都 千 代 田 区 神 田 鍛 冶 町 三 丁 目 5 番 地 8 信託受益権 1 , 9 1 8 . 2 3 1 , 6 4 0 1 , 7 2 8 
A - 1 3 K D X 麹町ビル 東京都千代田区麹町三丁目3番地4 信託受益権 3 , 7 1 9 . 3 7 5 , 5 4 0 5 , 3 9 8 
A - 1 4 K D X 船橋ビル 千葉県船橋市本町七丁目1 1 番5号 不動産 3 , 8 4 5 . 9 0 3 , 1 5 0 2 , 1 3 8 
A - 1 6 東伸24ビル 神奈川県横浜市西区南幸二丁目2 0 番5号 信託受益権 6 , 6 1 6 . 6 8 5 , 7 6 0 4 , 7 6 4 
A - 1 7 K D X 恵比寿ビル 東京都渋谷区恵比寿四丁目3番8号 信託受益権 3 , 0 7 2 . 3 4 6 , 2 7 0 4 , 2 4 5 
A - 1 9 K D X 浜松町ビル 東京都港区浜松町二丁目7 番19号 信託受益権 2 , 7 2 4 . 3 5 3 , 5 9 0 3 , 0 5 3 
A - 2 0 K D X 茅場町ビル 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 三 丁 目 4 番 2 号 信託受益権 3 , 0 1 9 . 9 4 3 , 3 6 0 2 , 6 0 1 
A - 2 1 K D X 新橋ビル 東京都港区新橋二丁目2番9号 信託受益権 2 , 8 0 3 . 9 6 5 , 6 7 0 3 , 6 4 7 
A - 2 2 K D X 新横浜ビル 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 新 横 浜 二 丁 目 3 番 地 8 信託受益権 4 , 7 6 8 . 9 4 2 , 6 9 0 2 , 0 9 0 
A - 2 7 K D X 鍛冶町ビル 東 京 都 千 代 田 区 神 田 鍛 冶 町 三 丁 目 5 番 地 2 信託受益権 2 , 5 6 4 . 7 9 2 , 3 2 0 2 , 2 3 7 
A - 2 9 K D X 東新宿ビル 東京都新宿区歌舞伎町二丁目4番10号 信託受益権 5 , 8 5 9 . 9 2 4 , 1 9 0 2 , 8 4 3 
A - 3 0 K D X 西五反田ビル 東京都品川区西五反田七丁目20番9号 不動産 3 , 8 8 3 . 0 2 3 , 7 0 0 3 , 5 6 0 
A - 3 1 K D X 門前仲町ビル 東京都江東区牡丹一丁目1 4 番1号 不動産 2 , 0 0 8 . 7 4 1 , 1 5 0 1 , 2 1 9 
A - 3 2 K D X 芝大門ビル 東京都港区芝大門二丁目1 0 番12号 信託受益権 5 , 9 9 7 . 3 6 6 , 3 8 0 5 , 7 3 7 
A - 3 3 K D X 御徒町ビル 東京都台東区上野五丁目2 4 番16号 不動産 1 , 7 9 2 . 5 4 2 , 1 0 0 1 , 9 7 6 
A - 3 5 K D X 八王子ビル 東京都八王子市旭町12番7号 信託受益権 2 , 1 5 9 . 0 5 1 , 2 4 0 1 , 1 2 3 
A - 3 7 K D X 御茶ノ水ビル 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地 信託受益権 5 , 8 6 1 . 7 2 8 , 4 5 0 6 , 3 9 3 
A - 3 8 K D X 西新宿ビル 東京都新宿区西新宿七丁目22番45号 不動産 1 , 5 9 3 . 5 9 1 , 5 6 0 1 , 5 1 1 
A - 4 1 K D X 新宿286ビル 東京都新宿区新宿二丁目8 番6号 信託受益権 2 , 4 4 5 . 2 2 2 , 9 1 0 2 , 3 3 6 
A - 4 6 飛栄九段北ビル 東京都千代田区九段北四丁目1番3号 信託受益権 6 , 9 0 8 . 9 6 8 , 4 5 0 7 , 3 4 7 
A - 5 1 K D X 浜町中ノ橋ビル 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 蛎 殻 町 二 丁 目 1 4 番 5 号 信託受益権 2 , 2 3 7 . 0 7 2 , 1 8 0 2 , 1 5 1 
A - 5 5 新都心丸善ビル 東京都新宿区西新宿三丁目8番3号 信託受益権 1 , 9 1 2 . 2 4 1 , 7 2 0 2 , 0 1 4 
A - 5 6 K D X 神保町ビル 東 京 都 千 代 田 区 神 田 神 保 町 一 丁 目 1 4 番 地 1 不動産 2 , 3 2 3 . 4 4 2 , 3 6 0 2 , 7 7 3 
A - 5 9 K D X 岩本町ビル 東京都千代田区岩本町三丁目11番9号 不動産 1 , 5 2 9 . 7 0 1 , 6 9 0 1 , 5 2 9 
A - 6 0 K D X 晴海ビル 東京都中央区晴海三丁目1 2 番1号 信託受益権 9 , 2 9 4 . 0 0 8 , 5 9 0 8 , 1 2 2 
A - 6 2 小石川TGビル 東京都文京区小石川一丁目12番16号 信託受益権 3 , 9 3 4 . 3 5 3 , 4 0 0 3 , 0 1 1 
A - 6 3 K D X 五反田ビル 東京都品川区西五反田七丁目9番2号 信託受益権 3 , 1 5 7 . 0 4 3 , 6 2 0 2 , 6 0 9 
A - 6 4 K D X 日本橋216ビル 東京都中央区日本橋二丁目16番2号 信託受益権 1 , 6 1 5 . 2 0 2 , 9 1 0 1 , 7 4 2 
A - 6 6 K D X 新宿ビル 東京都新宿区西新宿三丁目2番7号 信託受益権 5 , 8 0 1 . 6 5 1 0 , 5 0 0 6 , 8 7 2 
A - 6 7 K D X 銀座一丁目ビル 東京都中央区銀座一丁目2 0 番14号 信託受益権 3 , 5 7 3 . 5 9 5 , 9 6 0 4 , 0 7 3 
A - 7 1 K D X 飯田橋ビル 東京都新宿区下宮比町2番26号 信託受益権 4 , 3 5 0 . 6 1 5 , 7 9 0 4 , 7 1 5 
A - 7 2 K D X 東品川ビル 東京都品川区東品川四丁目10番13号 信託受益権 7 , 1 1 7 . 9 4 4 , 8 6 0 4 , 5 3 6 
A - 7 3 K D X 箱崎ビル 東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 信託受益権 3 , 9 9 2 . 6 0 3 , 6 1 0 2 , 5 7 7 
A - 7 8 K D X 立川駅前ビル 東京都立川市曙町二丁目1 2 番18号 信託受益権 1 , 6 1 3 . 2 5 1 , 9 1 0 1 , 3 1 4 
A - 8 3 K D X 府中ビル 東京都府中市宮町一丁目4 0 番 地 信託受益権 1 0 , 1 5 1 . 5 0 8 , 7 3 0 5 , 7 8 8 
A - 8 4 K D X 春日ビル 東京都文京区西片一丁目1 5 番15号 信託受益権 4 , 3 4 8 . 1 5 4 , 2 8 0 2 , 5 8 9 
A - 8 5 K D X 中目黒ビル 東京都目黒区東山一丁目5 番4号 信託受益権 2 , 7 2 6 . 6 9 3 , 5 3 0 1 , 8 5 7 
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用 
途 

地 
域 

物 件 
番号 不動産等の名称 所在地 所有形態 

（ 注 1 ） 
賃貸可能
面 積 （ ㎡ ） 

期末算定 
価額

（ 注 2 ） 
（ 百万円 ） 

帳簿価額 
（ 百万円 ） 

オ 
フ 
ィ 
ス 
ビ 
ル 

東 
京 
経 
済 
圏 

A - 8 6 K D X 大宮ビル 埼 玉 県 さ い た ま 市 大 宮 区 宮 町 一 丁 目 3 8 番 地 1 不動産 3 , 8 3 3 . 4 9 3 , 2 1 0 2 , 0 7 6 
A - 8 7 日本橋堀留町ファースト 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 堀 留 町 一 丁 目 2 番 1 0 号 信託受益権 3 , 1 0 6 . 4 2 3 , 1 8 0 2 , 2 3 6 
A - 8 8 K D X 新宿六丁目ビル 東京都新宿区新宿六丁目2 4 番20号 信託受益権 4 , 0 3 7 . 4 4 3 , 3 1 0 1 , 9 3 3 
A - 8 9 K D X 高輪台ビル 東京都港区高輪三丁目5番23号 信託受益権 6 , 9 7 0 . 5 4 7 , 1 6 0 5 , 5 1 1 
A - 9 0 K D X 池袋ビル 東京都豊島区池袋二丁目6 番1号 信託受益権 3 , 1 1 0 . 7 7 5 , 2 4 0 3 , 4 2 6 
A - 9 1 K D X 三田ビル 東京都港区芝三丁目43番16号 信託受益権 3 , 3 3 1 . 6 5 4 , 2 7 0 3 , 1 1 2 
A - 9 2 K D X 秋葉原ビル 東京都千代田区神田岩本町1番地 1 4 信託受益権 2 , 2 8 8 . 0 2 3 , 3 0 0 2 , 4 4 0 
A - 9 3 K D X 飯田橋スクエア 東京都新宿区新小川町4番1号 不動産 4 , 5 7 1 . 9 2 6 , 3 4 0 4 , 6 9 6 
A - 9 4 K D X 武蔵小杉ビル 神 奈 川 県 川 崎 市 中 原 区 新 丸 子 東 三 丁 目 1 2 0 0 番 地 信託受益権 1 2 , 9 7 8 . 5 7 1 9 , 3 0 0 1 0 , 2 4 8 
A - 9 5 K D X 豊 洲 グ ラ ン ス ク エ ア 東京都江東区東雲一丁目7 番12号 信託受益権 1 1 , 7 9 7 . 8 4 9 , 9 3 0 7 , 3 8 3 
A - 9 6 K D X 高田馬場ビル 東京都豊島区高田三丁目1 4 番29号 信託受益権 4 , 5 9 6 . 2 0 4 , 7 5 0 3 , 5 2 8 
A - 9 9 K D X 池袋ウエストビル 東京都豊島区池袋二丁目5 3 番5号 不動産 2 , 5 3 2 . 7 1 2 , 6 2 0 1 , 9 5 7 
A - 1 0 1 K D X 横浜ビル 神奈川県横浜市神奈川区栄町1番地1 信託受益権 1 0 , 8 7 7 . 6 0 9 , 9 0 0 7 , 2 0 6 
A - 1 0 2 K D X 横浜西口ビル 神 奈 川 県 横 浜 市 西 区 北 幸 二 丁 目 1 0 番 3 6 号 信託受益権 4 , 9 8 5 . 7 2 3 , 5 9 0 2 , 5 8 5 
A - 1 0 7 K D X 銀座イーストビル 東京都中央区入船三丁目7 番2号 信託受益権 4 , 4 0 0 . 9 2 4 , 1 7 0 3 , 6 0 2 

A - 1 0 8 ぺんてるビル 
東 京 都 中 央 区 日 本 橋 小 網 町 7 番 2 号 （ 事 務 所 棟 ） 
東 京 都 中 央 区 日 本 橋 小 網 町 7 番 7 号 （ 住 居 棟 ） 
東 京 都 中 央 区 日 本 橋 小 網 町 7 番 1 0 号 （ 底 地 ） 

信託受益権 4 , 3 4 6 . 6 6 4 , 2 2 1 3 , 5 7 9 

A - 1 0 9 K D X 浜 松 町 セ ン タ ー ビ ル 東京都港区浜松町一丁目2 2 番5号 信託受益権 3 , 0 5 2 . 7 6 4 , 6 1 0 3 , 9 9 5 
A - 1 1 2 K D X 虎ノ門一丁目ビル 東京都港区虎ノ門一丁目1 0 番5号 信託受益権 8 , 1 7 9 . 0 0 2 5 , 1 0 0 1 4 , 7 3 2 
A - 1 1 3 K D X 新日本橋駅前ビル 東京都中央区日本橋本町四丁目8番1 6 号 信託受益権 3 , 2 7 9 . 0 9 4 , 7 0 0 3 , 9 3 9 
A - 1 1 5 アーク森ビル 東京都港区赤坂一丁目12 番32号 信託受益権 2 , 4 4 2 . 6 0 5 , 0 4 0 4 , 1 8 7 
A - 1 1 6 K D X 西新橋ビル 東京都港区西新橋三丁目3 番1号 信託受益権 5 , 7 3 5 . 5 8 9 , 3 3 0 8 , 4 6 0 
A - 1 1 7 B R 五反田 東京都品川区西五反田二丁目30番4号 信託受益権 3 , 3 2 0 . 2 4 2 , 5 9 0 2 , 2 6 5 
A - 1 1 9 K D X 渋谷南平台ビル 東京都渋谷区南平台町17 番17号 信託受益権 2 , 2 0 5 . 3 3 3 , 8 3 0 3 , 5 2 4 
A - 1 2 0 K D X 代 々  木ビル 東京都渋谷区代 々  木一丁目38番5号 信託受益権 1 , 1 7 3 . 5 5 2 , 4 2 0 2 , 3 7 2 
A - 1 2 1 銀座四丁目タワー 東京都中央区銀座四丁目9 番13号 信託受益権 5 , 6 2 4 . 2 3 1 5 , 6 0 0 9 , 2 8 7 
A - 1 2 2 三菱重工横浜ビル 神 奈 川 県 横 浜 市 西 区 み な と み ら い 三 丁 目 3 番 1 号 信託受益権 1 3 , 4 9 5 . 3 4 1 4 , 8 0 0 1 4 , 4 6 7 
A - 1 2 3 K D X 横浜関内ビル 神 奈 川 県 横 浜 市 中 区 相 生 町 三 丁 目 5 6 番 地 1 信託受益権 1 0 , 0 5 2 . 6 7 1 0 , 4 0 0 9 , 4 1 1 
A - 1 2 4 K D X 浜松町プレイス 東京都港区芝公園一丁目7 番6号 信託受益権 9 , 3 2 5 . 1 8 2 3 , 9 0 0 2 0 , 1 2 3 
A - 1 2 5 K D X 調布ビル 東京都調布市調布ケ丘一丁目18番地1 信託受益権 1 1 , 8 3 4 . 7 3 1 0 , 3 0 0 8 , 9 7 7 
A - 1 2 7 K D X 神田駅前ビル 東 京 都 千 代 田 区 神 田 鍛 冶 町 三 丁 目 7 番 地 4 信託受益権 2 , 1 7 5 . 2 9 3 , 5 9 0 3 , 3 8 7 
A - 1 2 8 K D X 新橋駅前ビル 東京都港区新橋一丁目9番5号 信託受益権 5 , 4 0 3 . 2 5 2 1 , 1 0 0 1 6 , 2 7 3 
A - 1 3 0 K D X 江戸橋ビル 東京都中央区日本橋本町一丁目7番2号 信託受益権 5 , 6 9 5 . 7 0 1 0 , 3 0 0 9 , 7 9 6 

地 
方 
経 
済 
圏 

A - 1 2 ポルタス・ センタービル 大阪府堺市堺区戎島町四丁45番地1 信託受益権 1 1 , 5 0 1 . 0 1 4 , 9 5 0 3 , 7 5 4 
A - 4 2 K D X 烏丸ビル 京 都 府 京 都 市 中 京 区 三 条 通 烏 丸 西 入 御 倉 町 8 5 番 地 1 信託受益権 8 , 7 3 0 . 2 6 6 , 1 0 0 4 , 9 5 9 
A - 4 4 K D X 仙台ビル 宮城県仙台市青葉区本町一丁目2番2 0 号 信託受益権 3 , 9 4 8 . 0 3 1 , 9 1 0 1 , 8 0 5 
A - 5 3 K D X 博多南ビル 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 南 一 丁 目 3 番 1 1 号 不動産 1 0 , 1 1 2 . 8 0 5 , 4 7 0 4 , 2 0 0 
A - 5 4 K D X 北浜ビル 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 平 野 町 二 丁 目 1 番 1 4 号 信託受益権 4 , 0 0 7 . 9 6 1 , 7 7 0 1 , 9 7 3 
A - 5 8 K D X 名古屋栄ビル 愛知県名古屋市中区栄四丁目5番3号 不動産 6 , 9 2 3 . 1 2 5 , 7 4 0 5 , 9 8 4 
A - 6 9 K D X 小林道修町ビル 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 道 修 町 四 丁 目 4 番 1 0 号 信託受益権 7 , 0 7 2 . 2 6 2 , 9 2 0 1 , 6 2 7 
A - 7 0 K D X 札幌ビル 北 海 道 札 幌 市 北 区 北 七 条 西 四 丁 目 1 番 地 2 信託受益権 3 , 7 7 9 . 7 3 2 , 7 9 0 1 , 9 0 5 
A - 7 9 K D X 名古屋駅前ビル 愛 知 県 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 三 丁 目 2 6 番 8 号 信託受益権 7 , 9 0 4 . 2 2 1 0 , 4 0 0 7 , 7 9 0 
A - 8 2 K D X 東梅田ビル 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目2番1 5 号 信託受益権 4 , 9 9 4 . 8 8 4 , 1 3 0 2 , 1 3 5 
A - 9 7 K D X 宇都宮ビル 栃木県宇都宮市駅前通り一丁目3番1号 信託受益権 5 , 2 7 8 . 5 1 2 , 6 9 0 2 , 1 4 2 
A - 9 8 K D X 広島ビル 広島県広島市南区金屋町2 番15号 不動産 4 , 0 0 1 . 5 3 1 , 9 8 0 1 , 3 0 2 

A - 1 0 0 千里ライフサイエンス 
センタービル 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番2号 信託受益権 1 7 , 1 5 5 . 6 5 1 3 , 9 0 0 1 1 , 9 4 5 
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用 
途 

地 
域 

物 件 
番号 不動産等の名称 所在地 所有形態 

（ 注 1 ） 
賃貸可能
面 積 （ ㎡ ） 

期末算定 
価額

（ 注 2 ） 
（ 百万円 ） 

帳簿価額 
（ 百万円 ） 

オ 
フ 
ィ 
ス 
ビ 
ル 

地 
方 
経 
済 
圏 

A - 1 0 4 K D X 南本町ビル 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 南 本 町 二 丁 目 3 番 8 号 信託受益権 5 , 2 8 0 . 0 2 3 , 2 9 0 1 , 8 4 5 
A - 1 0 6 K D X 桜通ビル 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 丸 の 内 三 丁 目 2 0 番 1 7 号 信託受益権 1 2 , 3 1 4 . 5 2 8 , 6 0 0 6 , 5 9 4 
A - 1 1 0 K D X 新大阪ビル 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番4号 信託受益権 5 , 9 8 5 . 7 6 5 , 5 6 0 4 , 4 8 5 
A - 1 1 1 K D X 名古屋日銀前ビル 愛知県名古屋市中区錦一丁目4番16号 信託受益権 4 , 3 6 3 . 9 6 4 , 3 1 0 3 , 2 7 3 
A - 1 1 8 K D X 札幌北口ビル 北 海 道 札 幌 市 北 区 北 七 条 西 四 丁 目 1 7 番 地 1 信託受益権 3 , 3 1 9 . 1 6 2 , 4 6 0 2 , 0 9 2 
A - 1 2 6 K D X 土佐堀ビル 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目5番1 1 号 信託受益権 5 , 6 3 5 . 3 8 4 , 9 5 0 5 , 0 5 7 
A - 1 2 9 K D X 仙台本町ビル 宮城県仙台市青葉区本町二丁目3番1 0 号 信託受益権 8 , 8 8 6 . 1 0 6 , 5 0 0 6 , 4 7 6 
A - 1 3 1 K D X 神戸ビル （ 注 7 ） 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 磯 上 通 四 丁 目 1 番 6 号 不動産 5 , 6 6 9 . 7 1 3 , 6 2 0 3 , 6 1 7 

オフィスビル 小計 4 9 3 , 4 7 2 . 7 2 5 4 7 , 1 9 1 4 2 9 , 4 3 0 

そ 
の 
他 

東 
京 
経 
済 
圏 

D - 2 新宿6丁目ビル （ 底 地 ） 東京都新宿区新宿六丁目2 4 番16号 信託受益権 1 , 3 5 5 . 1 3 3 , 6 6 0 2 , 9 7 3 

その他 小計 1 , 3 5 5 . 1 3 3 , 6 6 0 2 , 9 7 3 
合計 4 9 4 , 8 2 7 . 8 5 5 5 0 , 8 5 1 4 3 2 , 4 0 4 
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本投資法人が投資する各物件の賃貸事業の推移は以下のとおりです 。 

用 
途 

地 
域 

物 件 
番号 不動産等の名称

第35期
（ 2 0 2 2 年5月1日 ～ 2 0 2 2 年10月31日 ） 

第36期
（ 2 0 2 2 年11月1日 ～ 2 0 2 3 年4月30日 ） 

テナント 
総数期末 

時点
（ 注 3 ） 
（ 件 ） 

稼働率 
期末時点 
（ ％ ） 

総賃貸 
事業収入 
期間中 

（ 百万円 ） 

対総賃貸 
事業収入 

比 率 
（ ％ ） 

テナント 
総数期末 

時点
（ 注 3 ） 
（ 件 ） 

稼働率 
期末時点 
（ ％ ） 

総賃貸 
事業収入 
期間中 

（ 百万円 ） 

対総賃貸 
事業収入 

比 率 
（ ％ ） 

オ 
フ 
ィ 
ス 
ビ 
ル 

東 
京 
経 
済 
圏 

A - 1 K D X 日本橋313ビル 1 6 1 0 0 . 0 2 0 3 1 . 3 1 6 1 0 0 . 0 2 0 5 1 . 3 

A - 3 K D X 東茅場町三洋ビル 
（ 注 7 ） 9 1 0 0 . 0 1 0 4 0 . 7 9 1 0 0 . 0 9 6 0 . 6 

A - 4 K D X 八丁堀ビル 4 1 0 0 . 0 1 1 3 0 . 7 4 1 0 0 . 0 1 1 2 0 . 7 
A - 5 K D X 中野坂上ビル 2 3 9 1 . 1 9 2 0 . 6 2 7 9 8 . 2 9 6 0 . 6 
A - 6 原宿FFビル 2 1 0 0 . 0 1 0 6 0 . 7 2 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 7 
A - 7 K D X 南青山ビル 8 1 0 0 . 0 7 9 0 . 5 7 8 7 . 1 7 6 0 . 5 
A - 8 K D X 神田北口ビル 1 0 1 0 0 . 0 5 2 0 . 3 1 0 1 0 0 . 0 5 2 0 . 3 
A - 1 3 K D X 麹町ビル 9 1 0 0 . 0 1 2 6 0 . 8 9 1 0 0 . 0 1 4 5 0 . 9 
A - 1 4 K D X 船橋ビル 2 1 1 0 0 . 0 1 1 4 0 . 7 2 3 1 0 0 . 0 1 1 8 0 . 7 
A - 1 6 東伸24ビル 2 0 1 0 0 . 0 1 8 0 1 . 1 2 0 1 0 0 . 0 1 8 3 1 . 1 
A - 1 7 K D X 恵比寿ビル 5 1 0 0 . 0 1 5 4 1 . 0 5 1 0 0 . 0 1 5 3 1 . 0 
A - 1 9 K D X 浜松町ビル 9 1 0 0 . 0 1 0 3 0 . 6 9 1 0 0 . 0 1 0 2 0 . 6 
A - 2 0 K D X 茅場町ビル 7 1 0 0 . 0 9 8 0 . 6 7 1 0 0 . 0 1 0 0 0 . 6 
A - 2 1 K D X 新橋ビル 9 1 0 0 . 0 1 3 7 0 . 9 9 1 0 0 . 0 1 2 7 0 . 8 
A - 2 2 K D X 新横浜ビル 2 0 9 6 . 5 9 6 0 . 6 2 3 1 0 0 . 0 9 3 0 . 6 
A - 2 6 K D X 木場ビル － － 2 1 0 . 1 － － － － 
A - 2 7 K D X 鍛冶町ビル 1 0 1 0 0 . 0 7 1 0 . 4 1 0 1 0 0 . 0 6 3 0 . 4 
A - 2 9 K D X 東新宿ビル 6 1 0 0 . 0 1 4 5 0 . 9 6 1 0 0 . 0 1 4 3 0 . 9 
A - 3 0 K D X 西五反田ビル 1 2 1 0 0 . 0 1 1 5 0 . 7 1 2 1 0 0 . 0 1 1 7 0 . 7 
A - 3 1 K D X 門前仲町ビル 7 1 0 0 . 0 4 7 0 . 3 6 1 0 0 . 0 4 8 0 . 3 
A - 3 2 K D X 芝大門ビル 9 1 0 0 . 0 1 7 8 1 . 1 8 9 4 . 9 1 7 5 1 . 1 
A - 3 3 K D X 御徒町ビル 2 1 0 0 . 0 6 6 0 . 4 2 1 0 0 . 0 6 6 0 . 4 
A - 3 5 K D X 八王子ビル 1 0 1 0 0 . 0 5 0 0 . 3 1 0 1 0 0 . 0 5 1 0 . 3 
A - 3 7 K D X 御茶ノ水ビル 9 8 5 . 7 1 6 6 1 . 0 9 1 0 0 . 0 1 8 4 1 . 2 
A - 3 8 K D X 西新宿ビル 1 0 1 0 0 . 0 5 1 0 . 3 1 0 1 0 0 . 0 5 1 0 . 3 
A - 4 1 K D X 新宿286ビル 6 1 0 0 . 0 8 4 0 . 5 9 1 0 0 . 0 5 6 0 . 4 
A - 4 6 飛栄九段北ビル 1 3 9 0 . 1 2 4 2 1 . 5 1 5 1 0 0 . 0 2 4 4 1 . 5 
A - 4 8 K D X 川崎駅前本町ビル 1 1 0 0 . 0 1 0 8 0 . 7 － － 1 6 5 1 . 0 
A - 5 1 K D X 浜町中ノ橋ビル 9 1 0 0 . 0 7 1 0 . 5 9 1 0 0 . 0 7 2 0 . 5 
A - 5 5 新都心丸善ビル 6 1 0 0 . 0 5 5 0 . 3 6 1 0 0 . 0 5 5 0 . 3 
A - 5 6 K D X 神保町ビル 6 1 0 0 . 0 7 5 0 . 5 6 1 0 0 . 0 7 4 0 . 5 
A - 5 9 K D X 岩本町ビル 8 9 6 . 0 5 1 0 . 3 8 1 0 0 . 0 5 0 0 . 3 
A - 6 0 K D X 晴海ビル 1 1 1 0 0 . 0 2 5 1 1 . 6 1 1 1 0 0 . 0 2 4 7 1 . 5 
A - 6 2 小石川TGビル 2 1 0 0 . 0 1 2 6 0 . 8 2 1 0 0 . 0 1 2 7 0 . 8 
A - 6 3 K D X 五反田ビル 1 0 1 0 0 . 0 1 0 1 0 . 6 1 0 1 0 0 . 0 1 0 9 0 . 7 
A - 6 4 K D X 日本橋216ビル 8 1 0 0 . 0 6 8 0 . 4 8 1 0 0 . 0 6 8 0 . 4 
A - 6 6 K D X 新宿ビル 2 3 1 0 0 . 0 2 3 8 1 . 5 2 3 1 0 0 . 0 2 6 5 1 . 7 
A - 6 7 K D X 銀座一丁目ビル 4 1 0 0 . 0 1 5 1 0 . 9 4 1 0 0 . 0 1 5 2 1 . 0 
A - 7 1 K D X 飯田橋ビル 1 1 9 5 . 1 1 3 0 0 . 8 1 2 1 0 0 . 0 1 8 1 1 . 1 
A - 7 2 K D X 東品川ビル 6 1 0 0 . 0 1 7 4 1 . 1 6 1 0 0 . 0 1 7 2 1 . 1 
A - 7 3 K D X 箱崎ビル 8 1 0 0 . 0 1 2 6 0 . 8 8 1 0 0 . 0 1 2 7 0 . 8 
A - 7 8 K D X 立川駅前ビル 5 1 0 0 . 0 6 5 0 . 4 5 1 0 0 . 0 6 0 0 . 4 
A - 8 3 K D X 府中ビル 4 0 9 3 . 4 2 7 2 1 . 7 4 1 1 0 0 . 0 2 7 7 1 . 7 
A - 8 4 K D X 春日ビル 1 1 9 3 . 6 1 2 4 0 . 8 1 1 1 0 0 . 0 1 1 6 0 . 7 
A - 8 5 K D X 中目黒ビル 7 1 0 0 . 0 1 1 1 0 . 7 7 1 0 0 . 0 1 0 7 0 . 7 
A - 8 6 K D X 大宮ビル 1 7 1 0 0 . 0 1 2 6 0 . 8 1 6 9 7 . 7 1 2 7 0 . 8 



Ⅰ.資産運用報告

2 0 

用 
途 

地 
域 

物 件 
番号 不動産等の名称

第35期
（ 2 0 2 2 年5月1日 ～ 2 0 2 2 年10月31日 ） 

第36期
（ 2 0 2 2 年11月1日 ～ 2 0 2 3 年4月30日 ） 

テナント 
総数期末 

時点
（ 注 3 ） 
（ 件 ） 

稼働率 
期末時点 
（ ％ ） 

総賃貸 
事業収入 
期間中 

（ 百万円 ） 

対総賃貸 
事業収入 

比 率 
（ ％ ） 

テナント 
総数期末 

時点
（ 注 3 ） 
（ 件 ） 

稼働率 
期末時点 
（ ％ ） 

総賃貸 
事業収入 
期間中 

（ 百万円 ） 

対総賃貸 
事業収入 

比 率 
（ ％ ） 

オ 
フ 
ィ 
ス 
ビ 
ル 

東 
京 
経 
済 
圏 

A - 8 7 日本橋堀留町ファースト 1 1 9 7 . 3 1 0 3 0 . 6 1 3 1 0 0 . 0 1 0 7 0 . 7 
A - 8 8 K D X 新宿六丁目ビル 5 9 0 . 2 1 1 6 0 . 7 6 1 0 0 . 0 1 0 0 0 . 6 
A - 8 9 K D X 高輪台ビル 7 1 0 0 . 0 2 0 4 1 . 3 7 1 0 0 . 0 2 0 5 1 . 3 
A - 9 0 K D X 池袋ビル 8 1 0 0 . 0 1 4 3 0 . 9 6 8 9 . 3 1 4 6 0 . 9 
A - 9 1 K D X 三田ビル 1 2 1 0 0 . 0 1 1 9 0 . 7 1 1 9 2 . 7 1 2 3 0 . 8 
A - 9 2 K D X 秋葉原ビル 7 1 0 0 . 0 7 8 0 . 5 8 1 0 0 . 0 5 1 0 . 3 
A - 9 3 K D X 飯田橋スクエア 9 1 0 0 . 0 1 8 3 1 . 1 9 1 0 0 . 0 1 9 1 1 . 2 
A - 9 4 K D X 武蔵小杉ビル 1 1 8 1 . 7 4 6 8 2 . 9 1 3 8 6 . 6 4 1 9 2 . 6 
A - 9 5 K D X 豊 洲 グ ラ ン ス ク エ ア 1 4 9 6 . 2 3 1 1 1 . 9 1 4 9 4 . 1 3 2 1 2 . 0 
A - 9 6 K D X 高田馬場ビル 1 1 1 0 0 . 0 1 5 0 0 . 9 1 1 1 0 0 . 0 1 4 7 0 . 9 
A - 9 9 K D X 池袋ウエストビル 8 1 0 0 . 0 7 8 0 . 5 7 1 0 0 . 0 7 8 0 . 5 
A - 1 0 1 K D X 横浜ビル 2 6 1 0 0 . 0 3 1 7 2 . 0 2 7 9 7 . 6 2 9 4 1 . 8 
A - 1 0 2 K D X 横浜西口ビル 1 4 1 0 0 . 0 1 2 6 0 . 8 1 4 1 0 0 . 0 1 2 3 0 . 8 
A - 1 0 7 K D X 銀座イーストビル 1 2 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 7 1 2 1 0 0 . 0 1 1 6 0 . 7 
A - 1 0 8 ぺんてるビル 1 0 1 0 0 . 0 1 4 1 0 . 9 1 0 1 0 0 . 0 1 4 3 0 . 9 
A - 1 0 9 K D X 浜 松 町 セ ン タ ー ビ ル 8 1 0 0 . 0 1 1 2 0 . 7 8 1 0 0 . 0 1 1 9 0 . 7 
A - 1 1 2 K D X 虎ノ門一丁目ビル 2 9 7 . 5 6 0 5 3 . 8 3 1 0 0 . 0 5 1 5 3 . 2 
A - 1 1 3 K D X 新日本橋駅前ビル 1 0 1 0 0 . 0 1 2 7 0 . 8 1 0 1 0 0 . 0 1 1 3 0 . 7 

A - 1 1 5 アーク森ビル 1 （ 注 4 ） 1 0 0 . 0 非開示
（ 注 5 ） 

非開示
（ 注 5 ） 1 （ 注 4 ） 1 0 0 . 0 非開示

（ 注 5 ） 
非開示
（ 注 5 ） 

A - 1 1 6 K D X 西新橋ビル 7 1 0 0 . 0 2 2 0 1 . 4 7 1 0 0 . 0 2 3 0 1 . 4 
A - 1 1 7 B R 五反田 6 1 0 0 . 0 1 1 1 0 . 7 6 1 0 0 . 0 1 1 1 0 . 7 
A - 1 1 9 K D X 渋谷南平台ビル 1 1 0 0 . 0 9 8 0 . 6 1 1 0 0 . 0 9 7 0 . 6 
A - 1 2 0 K D X 代 々  木ビル 1 0 1 0 0 . 0 7 3 0 . 5 1 0 1 0 0 . 0 7 2 0 . 4 
A - 1 2 1 銀座四丁目タワー 4 1 0 0 . 0 3 0 6 1 . 9 4 1 0 0 . 0 3 0 1 1 . 9 
A - 1 2 2 三菱重工横浜ビル 2 1 9 8 . 1 4 1 7 2 . 6 2 1 9 8 . 1 4 2 0 2 . 6 
A - 1 2 3 K D X 横浜関内ビル 1 1 1 0 0 . 0 2 8 9 1 . 8 1 1 1 0 0 . 0 3 2 0 2 . 0 
A - 1 2 4 K D X 浜松町プレイス 1 2 1 0 0 . 0 4 8 8 3 . 1 1 2 1 0 0 . 0 5 0 9 3 . 2 
A - 1 2 5 K D X 調布ビル 6 9 9 . 1 3 2 8 2 . 1 7 1 0 0 . 0 2 8 7 1 . 8 
A - 1 2 7 K D X 神田駅前ビル 7 1 0 0 . 0 7 7 0 . 5 7 1 0 0 . 0 7 6 0 . 5 
A - 1 2 8 K D X 新橋駅前ビル 8 1 0 0 . 0 3 3 2 2 . 1 8 1 0 0 . 0 3 6 7 2 . 3 
A - 1 3 0 K D X 江戸橋ビル 7 1 0 0 . 0 1 3 4 0 . 8 6 8 7 . 8 1 7 8 1 . 1 

地 
方 
経 
済 
圏 

A - 1 2 ポルタス・ センタービル 3 0 8 2 . 3 2 3 5 1 . 5 3 0 8 7 . 1 2 3 9 1 . 5 
A - 4 2 K D X 烏丸ビル 4 0 9 5 . 2 2 2 9 1 . 4 4 1 9 6 . 6 2 3 1 1 . 4 
A - 4 4 K D X 仙台ビル 3 0 1 0 0 . 0 9 8 0 . 6 3 0 9 7 . 0 9 6 0 . 6 
A - 5 3 K D X 博多南ビル 5 0 9 7 . 8 2 1 0 1 . 3 5 2 1 0 0 . 0 2 2 3 1 . 4 
A - 5 4 K D X 北浜ビル 1 4 1 0 0 . 0 7 5 0 . 5 1 4 1 0 0 . 0 7 7 0 . 5 
A - 5 8 K D X 名古屋栄ビル 1 7 1 0 0 . 0 2 1 3 1 . 3 1 7 1 0 0 . 0 2 0 7 1 . 3 
A - 6 9 K D X 小林道修町ビル 8 1 0 0 . 0 2 1 3 1 . 3 8 1 0 0 . 0 2 1 2 1 . 3 
A - 7 0 K D X 札幌ビル 1 9 1 0 0 . 0 1 0 6 0 . 7 1 8 9 5 . 5 1 1 5 0 . 7 
A - 7 9 K D X 名古屋駅前ビル 1 9 1 0 0 . 0 3 1 5 2 . 0 1 9 1 0 0 . 0 3 3 8 2 . 1 
A - 8 2 K D X 東梅田ビル 4 1 0 0 . 0 1 5 8 1 . 0 4 1 0 0 . 0 1 4 7 0 . 9 
A - 9 7 K D X 宇都宮ビル 2 6 1 0 0 . 0 1 3 2 0 . 8 2 6 1 0 0 . 0 1 3 5 0 . 8 
A - 9 8 K D X 広島ビル 2 2 9 1 . 8 7 4 0 . 5 2 2 9 1 . 8 7 8 0 . 5 

A - 1 0 0 千里ライフサイエンス 
センタービル 6 3 1 0 0 . 0 6 8 5 4 . 3 6 3 1 0 0 . 0 6 8 5 4 . 3 

A - 1 0 4 K D X 南本町ビル 1 6 1 0 0 . 0 1 1 8 0 . 7 1 6 1 0 0 . 0 1 1 2 0 . 7 
A - 1 0 6 K D X 桜通ビル 3 5 1 0 0 . 0 3 5 5 2 . 2 3 6 1 0 0 . 0 3 2 8 2 . 0 



2 1 

用 
途 

地 
域 

物 件 
番号 不動産等の名称

第35期
（ 2 0 2 2 年5月1日 ～ 2 0 2 2 年10月31日 ） 

第36期
（ 2 0 2 2 年11月1日 ～ 2 0 2 3 年4月30日 ） 

テナント 
総数期末 

時点
（ 注 3 ） 
（ 件 ） 

稼働率 
期末時点 
（ ％ ） 

総賃貸 
事業収入 
期間中 

（ 百万円 ） 

対総賃貸 
事業収入 

比 率 
（ ％ ） 

テナント 
総数期末 

時点
（ 注 3 ） 
（ 件 ） 

稼働率 
期末時点 
（ ％ ） 

総賃貸 
事業収入 
期間中 

（ 百万円 ） 

対総賃貸 
事業収入 

比 率 
（ ％ ） 

オ 
フ 
ィ 
ス 
ビ 
ル 

地 
方 
経 
済 
圏 

A - 1 1 0 K D X 新大阪ビル 1 9 9 7 . 1 1 5 8 1 . 0 1 9 9 7 . 1 1 6 8 1 . 0 
A - 1 1 1 K D X 名古屋日銀前ビル 1 6 1 0 0 . 0 1 2 7 0 . 8 1 5 9 7 . 3 1 2 4 0 . 8 
A - 1 1 8 K D X 札幌北口ビル 1 6 1 0 0 . 0 8 2 0 . 5 1 6 1 0 0 . 0 8 6 0 . 5 
A - 1 2 6 K D X 土佐堀ビル 1 2 1 0 0 . 0 1 0 7 0 . 7 1 2 1 0 0 . 0 1 3 2 0 . 8 
A - 1 2 9 K D X 仙台本町ビル 4 3 9 5 . 4 2 0 5 1 . 3 4 4 9 6 . 8 2 0 4 1 . 3 
A - 1 3 1 K D X 神戸ビル （ 注 7 ） 1 9 9 5 . 2 5 2 0 . 3 2 1 1 0 0 . 0 1 0 6 0 . 7 

オフィスビル 小計 1 , 2 6 3 9 7 . 8 1 5 , 8 9 2 9 9 . 6 1 , 2 8 3 9 8 . 4 1 6 , 0 0 4 9 9 . 6 

そ 
の 
他 

東 
京 
経 
済 
圏 

D - 2 新宿6丁目ビル （ 底 地 ） 1 1 0 0 . 0 6 8 0 . 4 1 1 0 0 . 0 6 8 0 . 4 

その他 小計 1 1 0 0 . 0 6 8 0 . 4 1 1 0 0 . 0 6 8 0 . 4 

合計 1 , 2 6 4 
（ 注 6 ） 9 7 . 8 1 5 , 9 6 0 1 0 0 . 0 1 , 2 8 4 

（ 注 6 ） 9 8 . 4 1 6 , 0 7 2 1 0 0 . 0 

（ 注 1 ） 不動産信託受益権について は 、 信託受益権と記載していま す 。 
（ 注 2 ） 期末算定価額は 、 本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき 、 一般財

団法人日本不動産研究所及び大和不動産鑑定株式会社の不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書の鑑定価格を記載していま す 。 
（ 注 3 ） テナント総数は 、 物件毎のエンドテナントの数を記載しています 。 
（ 注 4 ） 本物件の信託受託者とマスターリース会社である森ビル株式会社との間で建物賃貸借契約兼プロパティマネジメント契約が締結され

ているため 、 テナント総数は1と表示しています 。 
（ 注 5 ） マスターリース会社兼プロパティマネジメント会社からの同意を得られていないため 、 非開示としています 。 
（ 注 6 ） 複数の物件に重複するエンドテナントを調整する前の数値を記載しています 。 
（ 注 7 ） 以下のとおり運用資産の名称を変更しています 。 以下同じです 。 

物件番号 新物件名称 旧物件名称 変更時期
A - 3 K D X 東茅場町三洋ビル 東茅場町有楽ビル 2 0 2 3 年5月1日

A - 1 3 1 K D X 神戸ビル シオノギ神戸ビル 2 0 2 3 年2月1日

（ 有価証券組入資産明細 ） 

銘柄名 資産の種類 数 量 
（ 口 ） 

帳簿価額 （ 百万円 ） 評価額 （ 百万円 ） 
（ 注 1 ） 評価損益 

（ 百万円 ） 備考
単価 金額 単価 金額

合同会社KRF43を営業者とする 
匿名組合出資持分 （ 注 2 ） 

匿名組合 
出資持分 － － 1 , 1 3 6 － 1 , 1 3 6 － － 

（ 注 1 ） 評価額については 、 帳簿価額を記載しています 。 
（ 注 2 ） 運用資産は 、 「 新宿サンエービル 」 の不動産信託受益権です 。 

4 . 特定取引の契約額等及び時価の状況表 
2 0 2 3 年4月3 0 日現在 、 本投資法人における特定取引の契約額等及び時価の状況は 、 以下のとおりで

す 。 
区分 種類

契約額等 （ 百万円 ） 時 価 （ 百万円 ） 
（ 注 2 ） （ 注 3 ） （ 注 1 ） うち1年超 （ 注 1 ） 

市場取引以外の取引 金利スワップ取引 
支払固定・ 受取変動 1 1 2 , 5 5 0 1 0 3 , 3 5 0 6 7 4 

合 計 1 1 2 , 5 5 0 1 0 3 , 3 5 0 6 7 4 
（ 注 1 ） 金利スワップ取引の契約額等は 、 想定元本に基づいて表示しています 。 
（ 注 2 ） 当該取引のうち 、 金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価の記載は省略しています 。 
（ 注 3 ） 取引金融機関から提示された価格等によっています 。 

5 . その他資産の状況 
2 0 2 3 年4月3 0 日現在 、 前記3 ． 組入資産明細に記載しているもの以外に本投資法人が主たる投資対象

とする主な特定資産の組入れはありません 。 

6 . 国及び地域毎の資産保有状 況 
日本以外の国及び地域について 、 該当事項はありません 。 



Ⅰ.資産運用報告

2 2 

保有不動産の資本的支出 
1 . 資本的支出の予定 

本投資法人が保有している不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し 、 第 3 7 期 （ 2 0 2 3 年 
1 0 月 期 ） に計画されている主要な物件の改修工事等に伴う資本的支出の予定金額は 、 以下のとおりで
す 。 

な お 、 資本的支出の予定金額のう ち 、 工事の内容等に従い会計上の費用に区分される結果となるもの
が発生する場合があります 。 

不動産等の名称 
（ 所在地 ） 目的 予定期間

資本的支出の予定金額 （ 百万円 ） 
総額 当期支払額 既支払額

K D X 烏丸ビル 
( 京都府京都市) 空調機器更新工事等 自 2 0 2 3 年 5 月 

至 2 0 2 3 年10月 2 5 9 － － 

K D X 府中ビル
( 東京都府中市) 共用部改修工事等 同上 8 4 － － 

K D X 春日ビル
( 東京都文京区) 共用部改修工事等 同上 7 7 － － 

千里ライフサイエンスセン 
タービル
( 大阪府豊中市) 

専有部改修工事等 同上 5 5 － － 

K D X 中目黒ビル 
( 東京都目黒区) 専有部改修工事等 同上 2 1 － － 

（ 注 ） 資本的支出の予定金額は百万円未満を切り捨てて記載しています 。 

2 . 期中の資本的支出 
当 期 （ 2 0 2 3 年4月 期 ） 中に資本的支出に該当する工事を行った主要な物件の概要は 、 以下のとおりで

す 。 
当期中の資本的支出はポートフォリオ全体で9 9 7 百万円であり 、 当期費用に区分された修繕 費 3 5 1 百 

万円と合わせ 、 合計1,348百万円の工事を実施しています 。 
不動産等の名称 

（ 所在地 ） 目的 期間 資本的支出の金額 
（ 百万円 ） 

ポルタス・ センタービル
( 大阪府堺市) エレベーター改修工事等 自 2 0 2 2 年11月 

至 2 0 2 3 年 4 月 1 2 3 

K D X 江戸橋ビル 
( 東京都中央区) 共用部改修工事等 同上 9 7 

K D X 新大阪ビル 
( 大阪府大阪市) 外壁改修工事等 同上 6 3 

K D X 名古屋駅前ビル 
( 愛知県名古屋市) 受変電設備改修工事等 同上 6 1 

K D X 府中ビル 
( 東京都府中市) 共用部改修工事等 同上 5 8 

K D X 神田駅前ビル 
( 東京都千代田区) 共用部改修工事等 同上 3 3 

K D X 札幌北口ビル 
( 北海道札幌市) 機械式駐車場改修工事等 同上 3 2 

その他 5 2 6 
ポートフォリオ全体 9 9 7 

（ 注 ） 資本的支出の金額は百万円未満を切り捨てて記載しています 。 

3 . 長期修繕計画のために積立てた金銭 
該当事項はありません 。 



2 3 

費用・ 負債の状況 
1 . 運用等に係る費用明細 

（ 単 位 ： 千 円 ） 
項 目 第35期 第36期

（ a ） 資産運用報酬 （ 注 ） 9 7 6 , 9 3 0 1 , 1 1 7 , 4 5 5 
（ b ） 資産保管手数料 2 3 , 8 7 0 2 4 , 0 7 5 
（ c ） 一般事務委託手数料 5 9 , 5 3 0 6 1 , 4 1 9 
（ d ） 役員報酬 6 , 3 0 0 6 , 3 0 0 
（ e ） 会計監査人報酬 1 2 , 8 0 0 1 3 , 2 0 0 
（ f ） その他営業費用 9 9 , 5 8 3 1 1 6 , 7 4 9 

合 計 1 , 1 7 9 , 0 1 4 1 , 3 3 9 , 1 9 9 
（ 注 ） 資産運用報酬には 、 上記記載金額の他 、 個 々  の不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る運 用報酬分が第3 5 期に

1 3 0 , 5 0 0 千円及び物件売却に係る譲渡報酬が第35期に29 , 9 6 4 千 円 、 第36期に131,833 千円あります 。 

2 . 借入状況 
2 0 2 3 年4月30日現在における借入金の状況は以下のとおりです 。 

区 
分 借入先 借入日 当期首残高 

（ 千 円 ） 
当期末残高 
（ 千 円 ） 

平均利率 
（ % ） 

（ 注 1 ） 
最終返済期限

返 
済 
方 
法 

使 
途 

摘 
要 

短 
期 
借 
入 
金 

みずほ信託銀行株式会社 2 0 2 2 年 8 月31日 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 . 2 3 3 2 0 2 3 年 8 月31日
期 
限 
一 
括 

（ 注 2 ） 

無 
担 
保 
無 
保 
証 

小 計 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 
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区 
分 借入先 借入日 当期首残高 

（ 千 円 ） 
当期末残高 
（ 千 円 ） 

平均利率 
（ % ） 

（ 注 1 ） 
最終返済期限

返 
済 
方 
法 

使 
途 

摘 
要 

１ 
年 
内 
返 
済 
予 
定 
の 
長 
期 
借 
入 
金 

株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 1 年 9 月21日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 － 0 . 3 0 0 2 0 2 3 年 2 月28日

期 
限 
一 
括 

（ 注 2 ） 

無 
担 
保 
無 
保 
証 

株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 4 年 3 月12日 1 , 8 0 0 , 0 0 0 － 1 . 3 5 8 2 0 2 3 年 3 月12日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 4 年 3 月20日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 － 1 . 3 4 9 2 0 2 3 年 3 月12日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 1 9 年 6 月14日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 2 4 6 2 0 2 3 年 6 月30日
株式会社広島銀行 2 0 1 9 年 7 月10日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 2 3 0 2 0 2 3 年 7 月31日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 1 9 年 7 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 2 9 5 2 0 2 3 年 7 月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 7 年 8 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 4 4 2 0 2 3 年 8 月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 1 年 9 月21日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 0 0 2 0 2 3 年 8 月31日
株式会社りそな銀行 2 0 1 4 年10月31日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 0 7 1 2 0 2 3 年10月31日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 4 年10月31日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 . 1 2 6 2 0 2 3 年10月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 4 年10月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 0 7 1 2 0 2 3 年10月31日
株式会社みずほ銀行(注3 ) 2 0 2 1 年 1 月29日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 2 8 7 2 0 2 4 年 1 月31日
株式会社三井住友銀行(注3) 2 0 1 5 年 2 月18日 1 , 7 0 0 , 0 0 0 1 , 7 0 0 , 0 0 0 1 . 1 5 7 2 0 2 4 年 2 月29日
株式会社三菱UFJ銀行( 注3) 2 0 2 1 年 9 月21日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 0 0 2 0 2 4 年 2 月29日
株式会社三井住友銀行(注3) 2 0 1 7 年 9 月21日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 5 5 2 0 2 4 年 3 月31日
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 ( 注 3 ) 2 0 1 6 年 4 月28日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 6 5 4 2 0 2 4 年 4 月30日
株 式 会 社 S B I 新 生 銀 行 ( 注 3 ) ( 注 4 ) 2 0 2 2 年 4 月28日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 2 6 4 2 0 2 4 年 4 月30日
株式会社三菱UFJ銀行( 注3) 2 0 2 2 年 4 月28日 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 2 3 0 2 0 2 4 年 4 月30日

小 計 2 4 , 5 0 0 , 0 0 0 1 9 , 7 0 0 , 0 0 0 

長 
期 
借 
入 
金 

株式会社三井住友銀行 2 0 1 4 年10月31日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 2 5 7 2 0 2 4 年10月31日

期 
限 
一 
括 

（ 注 2 ） 

無 
担 
保 
無 
保 
証 

株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 4 年10月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 2 5 9 2 0 2 4 年10月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 5 年 1 月30日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 . 1 6 1 2 0 2 5 年 1 月31日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 5 年 2 月18日 1 , 2 5 0 , 0 0 0 1 , 2 5 0 , 0 0 0 1 . 3 1 4 2 0 2 5 年 2 月28日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 5 年 2 月27日 2 , 1 0 0 , 0 0 0 2 , 1 0 0 , 0 0 0 1 . 1 5 3 2 0 2 5 年 2 月28日
株式会社みずほ銀行 2 0 1 5 年 3 月12日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 2 1 8 2 0 2 5 年 2 月28日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 5 年 3 月31日 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 1 . 2 6 6 2 0 2 5 年 3 月31日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 1 5 年 9 月30日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 0 6 5 2 0 2 4 年 9 月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 5 年10月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 9 8 9 2 0 2 4 年10月31日
株式会社みずほ銀行 2 0 1 5 年10月30日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 . 1 1 4 2 0 2 5 年10月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 5 年10月30日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 1 1 4 2 0 2 5 年10月30日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 5 年10月30日 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 1 . 1 1 4 2 0 2 5 年10月30日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 5 年10月30日 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 1 . 1 2 1 2 0 2 5 年10月30日
株式会社りそな銀行 2 0 1 5 年11月12日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 1 7 3 2 0 2 5 年11月30日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 6 年 1 月29日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 0 7 4 2 0 2 6 年 1 月29日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 6 年 1 月29日 1 , 8 0 0 , 0 0 0 1 , 8 0 0 , 0 0 0 1 . 0 2 4 2 0 2 6 年 1 月29日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 1 6 年 2 月18日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 9 9 8 2 0 2 6 年 2 月18日
株式会社あおぞら銀行 2 0 1 6 年 2 月18日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 9 9 8 2 0 2 6 年 2 月18日
株式会社りそな銀行 2 0 1 6 年 3 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 8 9 8 2 0 2 6 年 3 月31日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 6 年 4 月28日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 8 3 5 2 0 2 6 年 4 月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 6 年 4 月28日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 8 6 5 2 0 2 6 年 4 月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 6 年 7 月29日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 6 1 3 2 0 2 6 年 7 月31日
株式会社みずほ銀行 2 0 1 6 年 8 月 2 日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 4 4 2 0 2 6 年 7 月31日
株式会社あおぞら銀行 2 0 1 6 年10月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 6 6 8 2 0 2 4 年10月31日
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株式会社三井住友銀行 2 0 1 6 年10月31日 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 7 6 2 0 2 6 年10月31日

期 
限 
一 
括 

（ 注 2 ） 

無 
担 
保 
無 
保 
証 

株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 6 年10月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 7 6 0 2 0 2 6 年10月31日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 6 年10月31日 4 , 0 0 0 , 0 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 7 3 4 2 0 2 6 年10月31日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 1 6 年10月31日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 2 6 2 0 2 6 年10月31日
株式会社りそな銀行 2 0 1 6 年12月12日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 9 8 2 2 0 2 6 年11月30日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 6 年12月28日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 9 5 0 2 0 2 6 年12月28日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 1 7 年 1 月16日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 6 0 2 0 2 7 年 1 月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 7 年 1 月31日 7 0 0 , 0 0 0 7 0 0 , 0 0 0 0 . 8 5 3 2 0 2 7 年 1 月31日
株式会社福岡銀行 2 0 1 7 年 3 月28日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 5 0 2 0 2 7 年 3 月31日
株式会社りそな銀行 2 0 1 7 年 6 月30日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 4 9 2 0 2 7 年 6 月30日
株式会社みずほ銀行 2 0 1 7 年 8 月10日 3 , 5 0 0 , 0 0 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 0 0 2 0 2 7 年 7 月28日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 7 年 9 月21日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 6 8 0 2 0 2 5 年 9 月30日
株式会社みずほ銀行 2 0 1 7 年 9 月21日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 7 3 2 2 0 2 7 年 3 月31日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 7 年 9 月21日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 8 7 3 2 0 2 7 年 9 月21日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 7 年 9 月21日 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 5 1 2 0 2 7 年 9 月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 7 年10月31日 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 1 0 2 0 2 7 年10月31日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 7 年11月13日 3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 9 3 1 2 0 2 7 年11月13日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 7 年12月 7 日 1 , 4 0 0 , 0 0 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0 0 . 8 9 9 2 0 2 7 年11月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 7 年12月 7 日 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 0 . 8 2 0 2 0 2 7 年11月30日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 7 年12月 7 日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 9 6 9 2 0 2 7 年11月30日
株式会社りそな銀行 2 0 1 7 年12月 7 日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 9 3 9 2 0 2 7 年11月30日
みずほ信託銀行株式会社 2 0 1 7 年12月 7 日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 8 6 9 2 0 2 7 年11月30日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 1 7 年12月 7 日 8 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0 0 . 8 9 9 2 0 2 7 年11月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 7 年12月 7 日 6 0 0 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0 0 . 8 6 9 2 0 2 7 年11月30日
株式会社福岡銀行 2 0 1 7 年12月28日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 7 4 4 2 0 2 5 年12月28日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 1 7 年12月28日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 7 8 2 0 2 6 年12月28日
みずほ信託銀行株式会社 2 0 1 7 年12月28日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 6 4 2 0 2 7 年12月28日
株式会社あおぞら銀行 2 0 1 8 年 3 月12日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 9 1 4 2 0 2 8 年 3 月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 8 年 3 月26日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 8 0 8 2 0 2 7 年 3 月31日
株式会社りそな銀行 2 0 1 8 年 3 月26日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 9 0 2 2 0 2 8 年 3 月31日
株式会社りそな銀行 2 0 1 8 年 7 月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 9 8 8 2 0 2 8 年 7 月31日
株式会社広島銀行 2 0 1 8 年 8 月20日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 6 9 6 2 0 2 5 年 8 月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 8 年 8 月20日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 0 0 3 2 0 2 8 年 8 月31日
株式会社あおぞら銀行 2 0 1 8 年 8 月20日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 0 0 3 2 0 2 8 年 8 月31日
みずほ信託銀行株式会社 2 0 1 8 年 8 月20日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 1 . 0 0 3 2 0 2 8 年 8 月31日
株式会社福岡銀行 2 0 1 8 年 8 月20日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 9 6 6 2 0 2 8 年 8 月31日
株式会社七十七銀行 2 0 1 8 年 8 月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 7 0 0 2 0 2 5 年 8 月31日
株式会社東日本銀行 2 0 1 8 年 8 月31日 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 . 7 2 3 2 0 2 5 年 8 月31日
株式会社西日本シティ銀行 2 0 1 8 年 8 月31日 7 0 0 , 0 0 0 7 0 0 , 0 0 0 1 . 0 1 2 2 0 2 8 年 8 月31日
株式会社あおぞら銀行 2 0 1 8 年10月31日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 . 0 1 3 2 0 2 8 年10月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 8 年10月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 9 1 0 2 0 2 8 年10月31日
株式会社りそな銀行 2 0 1 8 年10月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 1 . 0 1 3 2 0 2 8 年10月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 9 年 3 月28日 1 , 4 0 0 , 0 0 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0 0 . 8 3 8 2 0 2 9 年 3 月31日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 1 9 年 3 月29日 2 , 9 5 0 , 0 0 0 2 , 9 5 0 , 0 0 0 0 . 8 3 9 2 0 2 9 年 3 月31日
株式会社りそな銀行 2 0 1 9 年 6 月14日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 5 1 7 2 0 2 6 年12月28日
住友生命保険相互会社 2 0 1 9 年 6 月14日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 6 0 5 2 0 2 7 年 4 月30日
株式会社三井住友銀行 2 0 1 9 年 6 月14日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 7 2 5 2 0 2 9 年 3 月31日
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株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 9 年 7 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 5 4 2 0 2 7 年 4 月30日

期 
限 
一 
括 

（ 注 2 ） 

無 
担 
保 
無 
保 
証 

三井住友信託銀行株式会社 2 0 1 9 年 7 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 5 4 2 0 2 7 年 4 月30日
株式会社あおぞら銀行 2 0 1 9 年 9 月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 4 8 9 2 0 2 6 年 9 月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 1 9 年 9 月30日 9 0 0 , 0 0 0 9 0 0 , 0 0 0 0 . 5 3 1 2 0 2 7 年 3 月31日
農林中央金庫 2 0 1 9 年 9 月30日 8 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0 0 . 4 2 5 2 0 2 7 年 3 月31日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 2 0 年 1 月31日 7 0 0 , 0 0 0 7 0 0 , 0 0 0 0 . 4 0 6 2 0 2 5 年 1 月31日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 2 0 年 1 月31日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 5 2 6 2 0 2 7 年 1 月31日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 2 0 年 1 月31日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 6 7 5 2 0 2 9 年 1 月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 0 年 3 月12日 1 , 8 0 0 , 0 0 0 1 , 8 0 0 , 0 0 0 0 . 3 6 1 2 0 2 6 年 2 月28日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 0 年 3 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 6 4 2 2 0 2 8 年 3 月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 0 年 6 月30日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 6 4 6 2 0 2 8 年 6 月30日
株式会社みずほ銀行 2 0 2 0 年 6 月30日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 6 4 6 2 0 2 8 年 6 月30日
みずほ信託銀行株式会社 2 0 2 0 年 6 月30日 7 0 0 , 0 0 0 7 0 0 , 0 0 0 0 . 6 4 6 2 0 2 8 年 6 月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 0 年 6 月30日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 1 0 2 0 2 8 年 6 月30日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 0 年 7 月31日 2 , 7 0 0 , 0 0 0 2 , 7 0 0 , 0 0 0 0 . 6 3 6 2 0 2 8 年 7 月31日
株式会社日本政策投資銀行 2 0 2 0 年 8 月31日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 7 0 5 2 0 3 0 年 8 月31日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 2 0 年 9 月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 9 6 2 0 2 5 年 9 月30日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 2 0 年 9 月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 1 1 2 0 2 7 年 9 月30日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 2 0 年 9 月30日 7 0 0 , 0 0 0 7 0 0 , 0 0 0 0 . 7 3 8 2 0 3 0 年 9 月30日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 0 年10月30日 1 , 4 0 0 , 0 0 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0 0 . 5 4 2 2 0 2 7 年 4 月30日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 0 年10月30日 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 0 3 2 0 3 0 年10月31日
株式会社りそな銀行 2 0 2 0 年10月30日 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 . 8 0 3 2 0 3 0 年10月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 0 年11月12日 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 0 . 5 5 2 2 0 2 7 年 4 月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 0 年11月12日 7 0 0 , 0 0 0 7 0 0 , 0 0 0 0 . 8 0 8 2 0 3 0 年11月12日
株式会社あおぞら銀行 2 0 2 0 年11月12日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 0 8 2 0 3 0 年11月12日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 0 年11月30日 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 . 5 1 6 2 0 2 7 年 5 月31日
株式会社あおぞら銀行 2 0 2 0 年11月30日 9 0 0 , 0 0 0 9 0 0 , 0 0 0 0 . 7 6 3 2 0 3 0 年11月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 0 年11月30日 8 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0 0 . 7 6 3 2 0 3 0 年11月30日
株式会社みずほ銀行 2 0 2 0 年11月30日 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 . 7 6 3 2 0 3 0 年11月30日
株式会社みずほ銀行 2 0 2 1 年 1 月29日 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 0 . 5 2 7 2 0 2 8 年 1 月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 1 年 1 月29日 2 , 3 0 0 , 0 0 0 2 , 3 0 0 , 0 0 0 0 . 6 7 8 2 0 3 0 年 1 月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 1 年 1 月29日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 6 7 8 2 0 3 0 年 1 月31日
株式会社みずほ銀行 2 0 2 1 年 1 月29日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 6 7 8 2 0 3 0 年 1 月31日
みずほ信託銀行株式会社 2 0 2 1 年 1 月29日 8 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0 0 . 7 5 5 2 0 3 0 年11月30日
株式会社西日本シティ銀行 2 0 2 1 年 7 月12日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 4 8 4 2 0 2 8 年 6 月30日
株式会社武蔵野銀行 2 0 2 1 年 7 月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 5 0 2 0 2 6 年 7 月31日
株式会社みずほ銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 2 8 9 2 0 2 4 年10月31日
株式会社りそな銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 2 8 9 2 0 2 4 年10月31日
みずほ信託銀行株式会社 2 0 2 1 年11月30日 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 . 2 8 9 2 0 2 4 年10月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 1 年11月30日 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 2 5 0 2 0 2 4 年10月31日
株式会社第四北越銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 0 0 2 0 2 6 年 4 月30日
株式会社中国銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 0 0 2 0 2 6 年 4 月30日
株式会社山口銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 0 0 2 0 2 6 年 4 月30日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 4 1 2 2 0 2 6 年11月30日
株式会社みずほ銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 4 1 2 2 0 2 6 年11月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 5 0 2 0 2 6 年11月30日
株式会社あおぞら銀行 2 0 2 1 年11月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 8 4 2 0 2 6 年11月30日
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分 借入先 借入日 当期首残高 

（ 千 円 ） 
当期末残高 
（ 千 円 ） 

平均利率 
（ % ） 

（ 注 1 ） 
最終返済期限

返 
済 
方 
法 

使 
途 

摘 
要 

長 
期 
借 
入 
金 

株式会社日本政策投資銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 8 4 2 0 2 6 年11月30日

期 
限 
一 
括 

（ 注 2 ） 

無 
担 
保 
無 
保 
証 

株式会社大和ネクスト銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 8 4 2 0 2 6 年11月30日
株式会社静岡銀行 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 8 4 2 0 2 6 年11月30日
株式会社SBI新生銀行( 注4) 2 0 2 1 年11月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 2 5 2 0 2 6 年11月30日
第一生命保険株式会社 2 0 2 1 年11月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 5 0 2 0 2 6 年11月30日
農林中央金庫 2 0 2 1 年11月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 1 1 2 0 2 8 年11月30日
住友生命保険相互会社 2 0 2 1 年11月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 4 5 0 2 0 2 9 年11月30日
株式会社七十七銀行 2 0 2 2 年 4 月28日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 2 9 4 2 0 2 5 年 4 月30日
日本生命保険相互会社 2 0 2 2 年 4 月28日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 5 0 2 0 2 7 年 5 月31日
みずほ信託銀行株式会社 2 0 2 2 年 6 月30日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 2 6 6 2 0 2 4 年 6 月30日
三井住友信託銀行株式会社 2 0 2 2 年 6 月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 2 6 6 2 0 2 4 年 6 月30日
株式会社第四北越銀行 2 0 2 2 年 6 月30日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 2 0 0 2 0 2 5 年 6 月30日
株式会社中国銀行 2 0 2 2 年 6 月30日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 2 0 0 2 0 2 5 年 6 月30日
株式会社広島銀行 2 0 2 2 年 6 月30日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 2 0 0 2 0 2 5 年 6 月30日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0 0 . 3 5 0 2 0 2 4 年 8 月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0 0 . 3 7 4 2 0 2 5 年 2 月28日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 9 5 2 0 2 5 年 8 月31日
信金中央金庫 2 0 2 2 年 8 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 3 9 5 2 0 2 5 年 8 月31日
株式会社三井住友銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 9 5 2 0 2 5 年 8 月31日
株式会社みずほ銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 2 , 7 0 0 , 0 0 0 2 , 7 0 0 , 0 0 0 0 . 4 3 0 2 0 2 6 年 8 月31日
株式会社みずほ銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 2 , 4 0 0 , 0 0 0 2 , 4 0 0 , 0 0 0 0 . 5 0 1 2 0 2 7 年 8 月31日

株式会社SBI新生銀行( 注4) 2 0 2 2 年 8 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 4 2 0 2 0 2 7 年 8 月31日

株式会社西日本シティ銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 . 3 5 0 2 0 2 7 年 8 月31日

株式会社りそな銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 1 , 9 5 0 , 0 0 0 1 , 9 5 0 , 0 0 0 0 . 6 8 5 2 0 2 9 年 8 月31日

農林中央金庫 2 0 2 2 年 8 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 6 8 5 2 0 2 9 年 8 月31日

株式会社福岡銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 6 8 5 2 0 2 9 年 8 月31日

株式会社七十七銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 6 8 5 2 0 2 9 年 8 月31日

住友生命保険相互会社 2 0 2 2 年 8 月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 6 8 5 2 0 2 9 年 8 月31日

株式会社三十三銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 . 6 8 5 2 0 2 9 年 8 月31日

株式会社山口銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 2 5 2 0 2 9 年 8 月31日

株式会社中国銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 5 2 5 2 0 2 9 年 8 月31日

株式会社SBI新生銀行( 注4) 2 0 2 2 年 8 月31日 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 5 2 5 2 0 2 9 年 8 月31日

株式会社西日本シティ銀行 2 0 2 2 年 8 月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 5 2 5 2 0 2 9 年 8 月31日

三井住友信託銀行株式会社 2 0 2 2 年10月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 4 8 1 2 0 2 5 年10月31日

株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 2 年10月31日 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 . 3 7 3 2 0 2 6 年 4 月30日

株式会社三菱UFJ銀行 2 0 2 3 年 2 月28日 － 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 7 9 3 2 0 2 8 年 2 月29日

株式会社日本政策投資銀行 2 0 2 3 年 3 月13日 － 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 0 5 0 2 0 3 0 年 3 月31日

株式会社日本政策投資銀行 2 0 2 3 年 3 月13日 － 1 , 8 0 0 , 0 0 0 1 . 1 8 6 2 0 3 1 年 3 月31日

小 計 1 7 7 , 1 5 0 , 0 0 0 1 8 1 , 9 5 0 , 0 0 0 

合 計 2 0 1 , 9 5 0 , 0 0 0 2 0 1 , 9 5 0 , 0 0 0 
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（ 注 1 ） 平均利率は 、 期 中加重平均金利の小数第4 位を四捨五入して表示しています 。 また金利変動リスクを回避する目的で金利
スワップ取引を行った借入金については 、 金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています 。 

（ 注 2 ） 資金使途は 、 不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です 。 
（ 注 3 ） 当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり 、 前期は長期借入金の区分に記載し

ています 。 
（ 注 4 ） 株式会社新生銀行は 、 2 0 2 3 年1月4日付で株式会社S B I 新生銀行に商号を変更しています 。 

3 . 投資法人債 
2 0 2 3 年4月30日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです 。 

銘柄 発行年月日 当期首残高 
（ 百万円 ） 

当期末残高 
（ 百万円 ） 

利 率 
（ ％ ） 償還期限 償還方法 使途 摘要

第6回無担保投資法人債 2 0 1 4 年 7 月25日 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 . 1 8 2 0 2 4 年 7 月25日 期限一括 ( 注1) ( 注6)

第7回無担保投資法人債 2 0 1 6 年 4 月28日 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 . 9 0 2 0 2 8 年 4 月28日 期限一括 ( 注1) ( 注6)

第9回無担保投資法人債 2 0 1 7 年 7 月19日 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 . 6 4 2 0 2 7 年 7 月16日 期限一括 ( 注2) ( 注6)

第10回無担保投資法人債 
（ グリーンボンド ） 2 0 1 9 年 2 月15日 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 . 3 9 2 0 2 4 年 2 月15日 期限一括 ( 注3) ( 注6)

第11回無担保投資法人債 2 0 2 0 年 1 月30日 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 . 2 5 2 0 2 5 年 1 月30日 期限一括 ( 注4) ( 注7)

第12回無担保投資法人債 
（ グリーンボンド ） 2 0 2 0 年10月20日 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 . 6 1 2 0 3 0 年10月18日 期限一括 ( 注3) ( 注6)

第13回無担保投資法人債 2 0 2 1 年 7 月28日 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 . 1 8 2 0 2 6 年 7 月31日 期限一括 ( 注1) ( 注6)

第14回無担保投資法人債 2 0 2 2 年 7 月11日 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 . 4 0 2 0 2 7 年 7 月 9 日 期限一括 ( 注5) ( 注6)

合 計 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 

（ 注 1 ） 資金使途は借入金の返済資金です 。 
（ 注 2 ） 資金使途は特定資産の取得資金及び第4回無担保投資法人債の償還資金です 。 
（ 注 3 ） グリーン適格資産取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金です 。 
（ 注 4 ） 資金使途は特定資産の取得資金です 。 
（ 注 5 ） 資金使途は第8回無担保投資法人債の償還資金です 。 
（ 注 6 ） 特定投資法人債間限定同順位特約付です 。 
（ 注 7 ） 特定投資法人債間限定同順位特約付・ 分割制限付少人数私募です 。 

4 . 短期投資法人債 
該当事項はありません 。 

5 . 新投資口予約権 
該当事項はありません 。 
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期中の売買状況 
1 . 不動産等及び資産対応証券等 、 インフラ資産等及びインフラ関連資産の

売買状況等 

用途 地域 物 件 
番号 不動産等の名称

取得 譲渡

取得年月日 取 得 価 格 ( 注 ) 
（ 百万円 ） 譲渡年月日 譲 渡 価 格 ( 注 ) 

（ 百万円 ） 
帳簿価額 

（ 百万円 ） 
売却損益 

（ 百万円 ） 
オ フ ィ ス 

ビ ル 
東京

経済圏 A - 4 8 K D X 川崎駅前 
本町ビル － － 2 0 2 3 年 3 月 3 0 日 4 , 5 0 8 3 , 1 8 9 1 , 1 6 8 

合 計 － － － 4 , 5 0 8 3 , 1 8 9 1 , 1 6 8 
（ 注 ） 取得価格又は譲渡価格は 、 当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用 （ 売買媒介手数料 、 公租公課等 ） を含まない金額

（ 売買契約書等に記載された売買金額 ） を記載しています 。 

2 . その他の資産の売買状況等 
上記不動産等及び資産対応証券等 、 インフラ資産等及びインフラ関連資産以外の主なその他の資産

は 、 概ね銀行預金又は信託財産内の銀行預金です 。 

3 . 特定資産の価格等の調査 
（ 1 ） 不動産等 

取 得 
又 は 
譲渡

資産の 
種類

物 件 
番号 不動産等の名称 取引年月日

取得又は 
譲渡価格 
（ 注 2 ） 

（ 百万円 ） 

不動産鑑定 
評価額 

（ 百万円 ） 

不動産鑑定 
機関 価格時点

譲渡 不動産 A - 4 8 K D X 川崎駅前 
本町ビル 2 0 2 3 年 3 月 3 0 日 4 , 5 0 8 3 , 2 2 0 

一般財団法人 
日本不動産 

研究所
2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 

（ 注 1 ） 上記の鑑定評価は 、 「 不動産鑑定評価基準各論 第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価 」 を適用して行ってい
ま す 。 

（ 注 2 ） 取得価格又は譲渡価格は 、 当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用 （ 売買媒介手数料 、 公租公課等 ） を含まない金額
（ 売買契約書等に記載された売買金額 ） を記載しています 。 

（ 2 ） その他 
該当事項はありません 。 
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4 . 利害関係人等との取引状況 等 
（ 1 ） 取引状況 

該当事項はありません 。 

（ 2 ） 支払手数料等の金額 

区分 支払手数料等 
総 額 （ A ） （ 百万円 ） 

利害関係人等との取引内訳 総額に対する割合

支払先 支払金額 （ B ） 
（ 百万円 ） （ B ／ A ） % 

プロパティマネジメント 
報 酬 （ 注 2 ） 6 4 6 ケネディクス・ プロパティ・ 

デザイン株式会社 5 8 9 ( 注3) 9 1 . 1 

（ 注 1 ） 利害関係人等とは 、 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第1 2 3 条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投
資法人に係る運用報告書等に関する規則第2 6 条第2 7 号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産
運用会社の利害関係人等をいいます 。 

（ 注 2 ） プロパティマネジメント報酬には 、 賃貸管理業務報酬 、 管理移管報酬 、 工事管理報酬 、 媒介手数料及び契約更新料を含め
て記載しています 。 

（ 注 3 ） プロパティマネジメント報酬には 、 個 々  の不動産等の帳簿価額に算入した物件取得等に係る 報酬分3 4 百万円及び売却経費
として計上した物件売却に係る報酬分2百万円が含まれています 。 

（ 注 4 ） 上記記載の支払手数料等以外に 、 当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです 。 
ケネディクス・ エンジニアリング株式会社 資本的支出工事159百万 円 修繕工事31百万円 

5 . 資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状
況 等 

本資産運用会社は 、 第二種金融商品取引業及び宅地建物取引業を兼業していますが 、 該当する取引は
ありません 。 ま た 、 第一種金融商品取引業及び不動産特定共同事業のいずれの業務も兼業しておらず 、 
該当する取引はありません 。 

経理の状況 
1 . 資 産 、 負 債 、 元本及び損益の状況 

資 産 、 負 債 、 元本及び損益の状況につきましては 、 Ⅱ ． 貸借対照 表 、 Ⅲ ． 損益計算書 、 Ⅳ ． 投資主資
本等変動計算書 、 Ⅴ ． 注記表及びⅥ ． 金銭の分配に係る計算書をご参照下さい 。 

貸借対照表 、 損益計算書 、 投資主資本等変動計算書 、 注記表及び金銭の分配に関する計算書の前期情
報はご参考であり 、 当期において は 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」 第 1 3 0 条の規定に基づく会
計監査人の監査対象ではありません 。 

ま た 、 キャッシュ・ フロー計算書は 、 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」 第 1 3 0 条の規定に基づ
く会計監査人の監査対象ではないため 、 会計監査人の監査は受けておりません 。 

2 . 減価償却額の算定方法の変 更 
該当事項はありません 。 

3 . 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更 
該当事項はありません 。 
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4 . 自社設定投資信託受益証券等に係る開示 
本投資法人の資産運用会社 （ ケネディクス不動産投資顧問株式会社 ） が保有している本投資法人の投

資口の状況は以下のとおりです 。 

（ 1 ） 取得等の状況 
第20期末 （ 2 0 1 5 年4月30日 ） 以 降 、 該当事項はありません 。 

（ 2 ） 保有等の状況 
第20期末 （ 2 0 1 5 年4月30日 ） 以 降 、 該当事項はありません 。 

5 . 海外不動産保有法人に係る開示 
該当事項はありません 。 

6 . 海外不動産保有法人が有する不動産に係る開示 
該当事項はありません 。 

その他 
1 . お知らせ 

（ 1 ） 投資主総会 
該当事項はありません 。 

（ 2 ） 役員会 

役員会開催日 議案 概要

2 0 2 2 年11月25日 投資法人債の発行に係る
一般事務の委託 

同日付で承認された投資法人債発行に係る包括
決議に関し 、 本投資法人債に係る一般事務の委
託につき候補会社を承認し 、 その他必要な事項
の決定権を執行役員に一任しました 。 

（ 3 ） その他 
該当事項はありません 。 

2 . その他 
本書では 、 特に記載のない限り 、 記載未満の数値について 、 金額は切り捨て 、 比率は四捨五入により

記載しています 。 
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Ⅱ . 貸借対照表 
（ 単 位 ： 千 円 ） 

前 期 （ ご参考 ） 
（ 2 0 2 2 年10月31日 ） 

当期
（ 2 0 2 3 年4月30日 ） 

資産の部 
流動資産 

現金及び預金 2 0 , 3 7 6 , 0 3 6 2 6 , 8 7 1 , 0 1 2 
信託現金及び信託預金 1 1 , 7 4 5 , 5 2 9 1 1 , 6 3 6 , 5 9 8 
営業未収入金 3 9 6 , 2 4 2 3 5 2 , 8 5 1 
前払費用 1 1 2 , 6 4 9 7 4 , 5 1 3 
その他 1 3 , 2 4 0 9 , 3 9 8 
流動資産合計 3 2 , 6 4 3 , 6 9 9 3 8 , 9 4 4 , 3 7 4 

固定資産 
有形固定資産 

建 物 1 9 , 2 0 8 , 6 1 8 1 7 , 3 1 4 , 1 8 8 
減価償却累計額 △ 7 , 7 6 8 , 7 0 8 △ 7 , 1 2 2 , 0 6 9 
建 物 （ 純 額 ） 1 1 , 4 3 9 , 9 1 0 1 0 , 1 9 2 , 1 1 9 

構築物 4 4 , 2 2 4 3 9 , 8 3 6 
減価償却累計額 △ 2 2 , 6 9 9 △ 2 3 , 0 0 7 
構築物 （ 純 額 ） 2 1 , 5 2 4 1 6 , 8 2 8 

機械及び装置 4 6 4 , 6 7 6 4 6 3 , 5 0 8 
減価償却累計額 △ 3 3 6 , 0 1 8 △ 3 4 8 , 2 6 2 
機械及び装置 （ 純 額 ） 1 2 8 , 6 5 8 1 1 5 , 2 4 5 

工 具 、 器具及び備品 1 0 6 , 3 5 5 1 0 2 , 3 8 9 
減価償却累計額 △ 8 3 , 4 8 7 △ 8 4 , 7 4 7 
工 具 、 器具及び備品 （ 純 額 ） 2 2 , 8 6 8 1 7 , 6 4 2 

土 地 3 0 , 1 2 8 , 9 0 5 2 7 , 9 1 8 , 0 1 0 
信託建物 ※ 2 1 3 0 , 6 9 9 , 1 0 6 1 3 1 , 5 2 3 , 8 0 8 

減価償却累計額 △ 4 2 , 5 3 5 , 0 5 4 △ 4 4 , 7 0 9 , 3 9 7 
信託建物 （ 純 額 ） 8 8 , 1 6 4 , 0 5 1 8 6 , 8 1 4 , 4 1 1 

信託構築物 4 2 9 , 6 7 5 4 3 5 , 5 4 4 
減価償却累計額 △ 2 3 5 , 5 6 1 △ 2 4 8 , 5 4 0 
信託構築物 （ 純 額 ） 1 9 4 , 1 1 4 1 8 7 , 0 0 4 

信託機械及び装置 2 , 1 2 3 , 4 3 2 2 , 2 4 5 , 2 3 1 
減価償却累計額 △ 1 , 0 3 8 , 7 6 2 △ 1 , 1 0 5 , 3 5 3 
信託機械及び装置 （ 純 額 ） 1 , 0 8 4 , 6 6 9 1 , 1 3 9 , 8 7 8 

信託工具 、 器具及び備品 7 4 8 , 1 7 7 7 6 6 , 1 4 2 
減価償却累計額 △ 4 5 8 , 5 7 9 △ 4 8 4 , 5 6 8 
信託工具 、 器具及び備品 （ 純 額 ） 2 8 9 , 5 9 7 2 8 1 , 5 7 4 

信託土地 3 0 5 , 0 9 1 , 5 4 3 3 0 5 , 0 9 1 , 5 4 3 
有形固定資産合計 4 3 6 , 5 6 5 , 8 4 5 4 3 1 , 7 7 4 , 2 5 8 

無形固定資産 
借地権 2 8 5 , 2 5 7 2 8 5 , 2 5 7 
信託借地権 3 4 5 , 3 2 9 3 4 4 , 5 5 4 
その他 5 7 3 9 
無形固定資産合計 6 3 0 , 6 4 4 6 2 9 , 8 5 2 

投資その他の資産 
投資有価証券 1 , 1 3 8 , 4 1 3 1 , 1 3 6 , 2 2 8 
敷金及び保証金 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 
信託敷金及び保証金 1 2 2 , 8 8 9 1 2 2 , 8 8 9 
長期前払費用 1 , 0 3 4 , 6 4 5 9 3 2 , 2 4 0 
その他 8 1 3 , 9 2 4 6 7 8 , 4 3 7 
投資その他の資産合計 3 , 1 1 9 , 8 7 2 2 , 8 7 9 , 7 9 5 

固定資産合計 4 4 0 , 3 1 6 , 3 6 2 4 3 5 , 2 8 3 , 9 0 5 
繰延資産 

投資法人債発行費 5 3 , 3 4 6 4 5 , 7 5 4 
繰延資産合計 5 3 , 3 4 6 4 5 , 7 5 4 

資産合計 4 7 3 , 0 1 3 , 4 0 8 4 7 4 , 2 7 4 , 0 3 5 
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（ 単 位 ： 千 円 ） 
前 期 （ ご参考 ） 

（ 2 0 2 2 年10月31日 ） 
当期

（ 2 0 2 3 年4月30日 ） 

負債の部 
流動負債 

営業未払金 1 , 7 3 7 , 3 5 7 1 , 5 2 7 , 7 7 4 
短期借入金 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 
1 年内償還予定の投資法人債 － 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
1 年内返済予定の長期借入金 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 1 9 , 7 0 0 , 0 0 0 
未払金 5 5 9 , 5 5 3 8 0 1 , 8 4 2 
未払費用 1 0 1 , 8 3 9 1 0 6 , 0 2 2 
未払法人税等 8 3 1 1 , 5 0 9 
未払消費税等 3 0 8 , 7 7 5 4 3 7 , 5 9 7 
前受金 2 , 7 7 4 , 0 2 8 2 , 8 7 4 , 5 3 8 
預り金 4 , 9 8 7 1 6 , 1 8 0 
その他 － 5 6 6 
流動負債合計 2 0 , 0 8 7 , 3 7 3 2 7 , 7 6 6 , 0 3 1 

固定負債 
投資法人債 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
長期借入金 1 8 7 , 3 5 0 , 0 0 0 1 8 1 , 9 5 0 , 0 0 0 
預り敷金及び保証金 2 , 2 8 4 , 8 7 4 2 , 1 9 6 , 8 7 5 
信託預り敷金及び保証金 2 0 , 7 2 8 , 3 0 9 2 0 , 8 7 5 , 1 0 9 
その他 5 3 7 3 , 5 4 8 
固定負債合計 2 2 3 , 3 6 3 , 7 2 0 2 1 6 , 0 2 5 , 5 3 3 

負債合計 2 4 3 , 4 5 1 , 0 9 4 2 4 3 , 7 9 1 , 5 6 5 
純資産の部 

投資主資本 
出資総額 2 2 0 , 9 7 0 , 5 0 8 2 2 0 , 9 7 0 , 5 0 8 
出資総額控除額 ※ 4 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 
出資総額 （ 純 額 ） 2 1 7 , 9 7 0 , 9 5 7 2 1 7 , 9 7 0 , 9 5 7 
剰余金 

任意積立金 
圧縮積立金 4 , 3 2 6 , 0 0 3 4 , 6 3 0 , 8 5 6 
任意積立金合計 4 , 3 2 6 , 0 0 3 4 , 6 3 0 , 8 5 6 

当期未処分利益又は当期未処理損失 （ △ ） 6 , 4 5 1 , 0 9 6 7 , 2 0 6 , 0 0 5 
剰余金合計 1 0 , 7 7 7 , 1 0 0 1 1 , 8 3 6 , 8 6 1 

投資主資本合計 2 2 8 , 7 4 8 , 0 5 7 2 2 9 , 8 0 7 , 8 1 9 
評価・ 換算差額等 

繰延ヘッジ損益 8 1 4 , 2 5 6 6 7 4 , 6 5 0 
評価・ 換算差額等合計 8 1 4 , 2 5 6 6 7 4 , 6 5 0 

純資産合計 ※ 1 2 2 9 , 5 6 2 , 3 1 4 2 3 0 , 4 8 2 , 4 6 9 
負債純資産合計 4 7 3 , 0 1 3 , 4 0 8 4 7 4 , 2 7 4 , 0 3 5 
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Ⅲ . 損益計算書 
（ 単 位 ： 千 円 ） 

前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

営業収益 
賃貸事業収入 ※ 1 1 3 , 8 4 1 , 6 8 8 1 3 , 8 9 6 , 8 9 2 
その他賃貸事業収入 ※ 1 2 , 1 1 9 , 2 3 6 2 , 1 7 6 , 0 0 2 
不動産等売却益 ※ 2 2 4 0 , 9 8 2 1 , 1 6 8 , 4 3 3 
受取配当金 6 4 , 4 6 2 4 9 , 3 8 5 
営業収益合計 1 6 , 2 6 6 , 3 7 0 1 7 , 2 9 0 , 7 1 3 

営業費用 
賃貸事業費用 ※ 1 7 , 7 0 7 , 7 9 5 7 , 7 9 3 , 6 4 7 
資産運用報酬 9 7 6 , 9 3 0 1 , 1 1 7 , 4 5 5 
役員報酬 6 , 3 0 0 6 , 3 0 0 
資産保管手数料 2 3 , 8 7 0 2 4 , 0 7 5 
一般事務委託手数料 5 9 , 5 3 0 6 1 , 4 1 9 
会計監査人報酬 1 2 , 8 0 0 1 3 , 2 0 0 
その他営業費用 9 9 , 5 8 3 1 1 6 , 7 4 9 
営業費用合計 8 , 8 8 6 , 8 1 0 9 , 1 3 2 , 8 4 7 

営業利益 7 , 3 7 9 , 5 6 0 8 , 1 5 7 , 8 6 6 
営業外収益 

受取利息 4 5 4 5 
未払分配金除斥益 3 8 3 2 7 1 
還付加算金 5 2 5 2 
営業外収益合計 9 5 4 3 1 9 

営業外費用 
支払利息 7 3 2 , 8 6 5 7 2 5 , 0 3 8 
投資法人債利息 3 5 , 9 8 7 3 5 , 6 9 1 
融資関連費用 1 3 9 , 1 7 5 1 3 1 , 4 9 4 
投資法人債発行費償却 7 , 6 5 9 7 , 5 9 2 
その他 1 2 , 3 8 6 4 9 , 5 6 6 
営業外費用合計 9 2 8 , 0 7 4 9 4 9 , 3 8 4 

経常利益 6 , 4 5 2 , 4 3 9 7 , 2 0 8 , 8 0 2 
税引前当期純利益 6 , 4 5 2 , 4 3 9 7 , 2 0 8 , 8 0 2 
法人税 、 住民税及び事業税 1 , 3 4 9 3 , 1 5 4 
法人税等調整額 △ 6 △ 1 4 0 
法人税等合計 1 , 3 4 3 3 , 0 1 4 
当期純利益 6 , 4 5 1 , 0 9 6 7 , 2 0 5 , 7 8 8 
前期繰越利益 － 2 1 7 
当期未処分利益又は当期未処理損失 （ △ ） 6 , 4 5 1 , 0 9 6 7 , 2 0 6 , 0 0 5 
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Ⅳ . 投資主資本等変動計算書 
前 期 （ ご参考 ） （ 自 2 0 2 2 年5月1日 至 2 0 2 2 年10月31日 ） 

（ 単 位 ： 千 円 ） 
投資主資本

出資総額 剰余金

出資総額 出資総額控除額 出資総額(純額)
任意積立金 当 期 未 処 分 利 益 

又 は 当 期 未 処 理 
損 失 （ △ ） 

剰余金合計圧 縮 
積立金

任意積立金 
合計

当期首残高 2 2 0 , 9 7 0 , 5 0 8 － 2 2 0 , 9 7 0 , 5 0 8 3 , 8 2 8 , 4 3 4 3 , 8 2 8 , 4 3 4 6 , 4 9 6 , 7 0 9 1 0 , 3 2 5 , 1 4 3 

当期変動額 

圧縮積立金の積立 4 9 7 , 5 6 9 4 9 7 , 5 6 9 △ 4 9 7 , 5 6 9 － 

剰余金の配当 △ 5 , 9 9 9 , 1 4 0 △ 5 , 9 9 9 , 1 4 0 

当期純利益 6 , 4 5 1 , 0 9 6 6 , 4 5 1 , 0 9 6 

自己投資口の取得 

自己投資口の消却 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 
投資主資本以外の 
項目の当期変動額 
（ 純 額 ） 

当期変動額合計 － △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 4 9 7 , 5 6 9 4 9 7 , 5 6 9 △ 4 5 , 6 1 2 4 5 1 , 9 5 6 

当期末残高 ※ 2 2 0 , 9 7 0 , 5 0 8 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 2 1 7 , 9 7 0 , 9 5 7 4 , 3 2 6 , 0 0 3 4 , 3 2 6 , 0 0 3 6 , 4 5 1 , 0 9 6 1 0 , 7 7 7 , 1 0 0 

投資主資本 評価・ 換算差額等
純資産合計

自己投資口 投資主資本合計 繰延ヘッジ損益 評価・ 換 算 
差額等合計

当期首残高 － 2 3 1 , 2 9 5 , 6 5 2 4 6 8 , 1 5 8 4 6 8 , 1 5 8 2 3 1 , 7 6 3 , 8 1 0 

当期変動額 

圧縮積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △ 5 , 9 9 9 , 1 4 0 △ 5 , 9 9 9 , 1 4 0 

当期純利益 6 , 4 5 1 , 0 9 6 6 , 4 5 1 , 0 9 6 

自己投資口の取得 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 

自己投資口の消却 2 , 9 9 9 , 5 5 1 － － 
投資主資本以外の 
項目の当期変動額 
（ 純 額 ） 

3 4 6 , 0 9 7 3 4 6 , 0 9 7 3 4 6 , 0 9 7 

当期変動額合計 － △ 2 , 5 4 7 , 5 9 4 3 4 6 , 0 9 7 3 4 6 , 0 9 7 △ 2 , 2 0 1 , 4 9 6 

当期末残高 － 2 2 8 , 7 4 8 , 0 5 7 8 1 4 , 2 5 6 8 1 4 , 2 5 6 2 2 9 , 5 6 2 , 3 1 4 
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当 期 （ 自 2 0 2 2 年11月1日 至 2 0 2 3 年4月30日 ） 
（ 単 位 ： 千 円 ） 

投資主資本

出資総額 剰余金

出資総額 出資総額控除額 出資総額(純額)
任意積立金 当 期 未 処 分 利 益 

又 は 当 期 未 処 理 
損 失 （ △ ） 

剰余金合計圧 縮 
積立金

任意積立金 
合計

当期首残高 2 2 0 , 9 7 0 , 5 0 8 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 2 1 7 , 9 7 0 , 9 5 7 4 , 3 2 6 , 0 0 3 4 , 3 2 6 , 0 0 3 6 , 4 5 1 , 0 9 6 1 0 , 7 7 7 , 1 0 0 

当期変動額 

圧縮積立金の積立 3 0 4 , 8 5 2 3 0 4 , 8 5 2 △ 3 0 4 , 8 5 2 － 

剰余金の配当 △ 6 , 1 4 6 , 0 2 6 △ 6 , 1 4 6 , 0 2 6 

当期純利益 7 , 2 0 5 , 7 8 8 7 , 2 0 5 , 7 8 8 

投資主資本以外の 
項目の当期変動額 
（ 純 額 ） 

当期変動額合計 － － － 3 0 4 , 8 5 2 3 0 4 , 8 5 2 7 5 4 , 9 0 8 1 , 0 5 9 , 7 6 1 

当期末残高 ※ 2 2 0 , 9 7 0 , 5 0 8 △ 2 , 9 9 9 , 5 5 1 2 1 7 , 9 7 0 , 9 5 7 4 , 6 3 0 , 8 5 6 4 , 6 3 0 , 8 5 6 7 , 2 0 6 , 0 0 5 1 1 , 8 3 6 , 8 6 1 

投資主資本 評価・ 換算差額等
純資産合計

投資主資本合計 繰延ヘッジ損益 評価・ 換 算 
差額等合計

当期首残高 2 2 8 , 7 4 8 , 0 5 7 8 1 4 , 2 5 6 8 1 4 , 2 5 6 2 2 9 , 5 6 2 , 3 1 4 

当期変動額 

圧縮積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △ 6 , 1 4 6 , 0 2 6 △ 6 , 1 4 6 , 0 2 6 

当期純利益 7 , 2 0 5 , 7 8 8 7 , 2 0 5 , 7 8 8 
投資主資本以外の 
項目の当期変動額 
（ 純 額 ） 

△ 1 3 9 , 6 0 5 △ 1 3 9 , 6 0 5 △ 1 3 9 , 6 0 5 

当期変動額合計 1 , 0 5 9 , 7 6 1 △ 1 3 9 , 6 0 5 △ 1 3 9 , 6 0 5 9 2 0 , 1 5 5 

当期末残高 2 2 9 , 8 0 7 , 8 1 9 6 7 4 , 6 5 0 6 7 4 , 6 5 0 2 3 0 , 4 8 2 , 4 6 9 
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Ⅴ . 注記表 
【 重要な会計方針に係る事項に関する注記 】 

期 別 

項 目 

前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

1 . 資産の評価基準及び評
価方法 

有価証券 
その他有価証券 

市場価格のない株式等 
移動平均法による原価法を採用していま
す 。 
匿名組合出資については匿名組合の損益
の純額に対する持分相当額を取り込む方
法を採用しています 。 

有価証券 
その他有価証券 

市場価格のない株式等 
移動平均法による原価法を採用していま
す 。 
匿名組合出資については匿名組合の損益
の純額に対する持分相当額を取り込む方
法を採用しています 。 

2 . 固定資産の減価償却の
方 法 

① 有形固定資産 （ 信託財産を含む ） 
定額法を採用しています 。 
な お 、 主たる有形固定資産の耐用年数は以下
のとおりです 。 
建 物 2 ～ 4 9 年 
構築物 2 ～ 4 5 年 
機械及び装置 3 ～ 1 7 年 
工 具 、 器具及び備品 3 ～ 2 0 年 

① 有形固定資産 （ 信託財産を含む ） 
定額法を採用しています 。 
な お 、 主たる有形固定資産の耐用年数は以下
のとおりです 。 
建 物 2 ～ 4 9 年 
構築物 2 ～ 4 5 年 
機械及び装置 3 ～ 1 7 年 
工 具 、 器具及び備品 3 ～ 2 0 年 

② 無形固定資産 （ 信託財産を含む ） 
定額法を採用しています 。 

② 無形固定資産 （ 信託財産を含む ） 
定額法を採用しています 。 

借地権 
定期借地権については 、 契約期間 （ 4 8 年 9 カ 
月 ） に基づく定額法を採用しています 。 

借地権 
定期借地権については 、 契約期間 （ 4 8 年 9 カ 
月 ） に基づく定額法を採用しています 。 

③ 長期前払費用 
定額法を採用しています 。 

③ 長期前払費用 
定額法を採用しています 。 

3 . 繰延資産の処理方法 ① 投資口交付費 
3 年間で定額法により償却しています 。 

① 投資口交付費 
3 年間で定額法により償却しています 。 

② 投資法人債発行費 
償 還期間にわたり定額法により償却していま
す 。 

② 投資法人債発行費 
償 還期間にわたり定額法により償却していま
す 。 

4 . 収益及び費用の計上基
準 

（ 1 ） 固定資産税等の処理方法 
保有する不動産にかかる固定資産税 、 都市

計画税等については 、 賦課決定された税額の
う ち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費
用として費用処理する方法を採用しています 。 

な お 、 不動産又は不動産を信託財産とする
信託受益権の取得に伴い 、 本投資法人が負担
した初年度の固定資産税等相当額については 、 
費 用に計上せず当該不動産等の取得原価に算
入しています 。 当期において不動産等の取得
原 価に算入した固定資産税等相当額は2 8 , 0 3 4 
千円です 。 

（ 2 ） 収益に関する計上基準 
本投資法人の顧客との契約から生じる収益

に 関する主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点 （ 収益を認識する通
常の時点 ） は以下のとおりです 。 
① 不動産等の売却 

不動産等売却収入については 、 不動産売却
に 係る契約に定められた引渡義務を履行する
ことにより 、 顧客である買主が当該不動産等
の 支配を獲得した時点で収益計上を行ってい
ま す 。 
② 水道光熱費収入 

水道光熱費収入については 、 不動産等の賃
貸借契約及び付随する合意内容に基づき 、 顧 
客である賃借人に対する電気 、 水道等の供給
に応じて収益計上を行っています 。 

水道光熱費収入のうち 、 本投資法人が代理
人に該当すると判断したものについては 、 他 
の当事者が供給する電気 、 ガス等の料金とし
て 収受する額から当該他の当事者に支払う額
を控除した純額を収益として認識しています 。 

（ 1 ） 固定資産税等の処理方法 
保有する不動産にかかる固定資産税 、 都市

計画税等については 、 賦課決定された税額の
う ち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費
用として費用処理する方法を採用しています 。 

な お 、 不動産又は不動産を信託財産とする
信託受益権の取得に伴い 、 本投資法人が負担
した初年度の固定資産税等相当額については 、 
費 用に計上せず当該不動産等の取得原価に算
入しています 。 当期において不動産等の取得
原 価に算入した固定資産税等相当額はありま
せ ん 。 

（ 2 ） 収益に関する計上基準 
本投資法人の顧客との契約から生じる収益

に 関する主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点 （ 収益を認識する通
常の時点 ） は以下のとおりです 。 
① 不動産等の売却 

不動産等売却収入については 、 不動産売却
に 係る契約に定められた引渡義務を履行する
ことにより 、 顧客である買主が当該不動産等
の 支配を獲得した時点で収益計上を行ってい
ま す 。 
② 水道光熱費収入 

水道光熱費収入については 、 不動産等の賃
貸借契約及び付随する合意内容に基づき 、 顧 
客である賃借人に対する電気 、 水道等の供給
に応じて収益計上を行っています 。 

水道光熱費収入のうち 、 本投資法人が代理
人に該当すると判断したものについては 、 他 
の当事者が供給する電気 、 ガス等の料金とし
て 収受する額から当該他の当事者に支払う額
を控除した純額を収益として認識しています 。 
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期 別 

項 目 

前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

5 . ヘッジ会計の方法 （ 1 ） ヘッジ会計の方法 
金利スワップ取引について は 、 繰延ヘッジ

処理によっています 。 ただし 、 特例処理の要
件を満たす金利スワップについては特例処理
を採用しています 。 

（ 1 ） ヘッジ会計の方法 
金利スワップ取引について は 、 繰延ヘッジ

処理によっています 。 ただし 、 特例処理の要
件を満たす金利スワップについては特例処理
を採用しています 。 

（ 2 ） ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 

金利スワップ取引 
ヘッジ対象 

借入金金利 

（ 2 ） ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 

金利スワップ取引 
ヘッジ対象 

借入金金利 
（ 3 ） ヘッジ方針 

本投資法人はリスク管理方針に基づき投資
法人規約に規定するリスクをヘッジする目的
でデリバティブ取引を行っています 。 

（ 3 ） ヘッジ方針 
本投資法人はリスク管理方針に基づき投資

法人規約に規定するリスクをヘッジする目的
でデリバティブ取引を行っています 。 

（ 4 ） ヘッジの有効性評価の方法 
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期

間において 、 ヘッジ対象とヘッジ手段のキャ
ッシュ ･ フローの変動の累計を比較し 、 両者
の変動額等を基礎にして判断しています 。 

ただし 、 特例処理の要件を満たす金利スワ
ップについては 、 有効性の評価は省略してい 
ま す 。 

（ 4 ） ヘッジの有効性評価の方法 
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期

間において 、 ヘッジ対象とヘッジ手段のキャ
ッシュ ･ フローの変動の累計を比較し 、 両者
の変動額等を基礎にして判断しています 。 

ただし 、 特例処理の要件を満たす金利スワ
ップについては 、 有効性の評価は省略してい 
ま す 。 

6 . その他計算書類作成の
ための基本となる重要
な事項 

（ 1 ） 不動産等を信託財産とする信託受益権に関す
る会計処理方法 

保有する不動産等を信託財産とする信託受
益権については 、 信託財産内の全ての資産及 
び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収
益及び費用勘定について 、 貸借対照表及び損
益計算書の該当勘定科目に計上しています 。 

な お 、 該当勘定科目に計上した信託財産の
うち重要性がある下記の科目については 、 貸 
借対照表において区分掲記することとしてい
ま す 。 
① 信託現金及び信託預金 
② 信託建物 、 信託構築 物 、 信託機械及び装

置 、 信託工具 、 器具及び備品 、 信託土地 、 
信託建設仮勘定 

③ 信託借地権 
④ 信託敷金及び保証金 
⑤ 信託預り敷金及び保証金 

（ 1 ） 不動産等を信託財産とする信託受益権に関す
る会計処理方法 

保有する不動産等を信託財産とする信託受
益権については 、 信託財産内の全ての資産及 
び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収
益及び費用勘定について 、 貸借対照表及び損
益計算書の該当勘定科目に計上しています 。 

な お 、 該当勘定科目に計上した信託財産の
うち重要性がある下記の科目については 、 貸 
借対照表において区分掲記することとしてい
ま す 。 
① 信託現金及び信託預金 
② 信託建物 、 信託構築 物 、 信託機械及び装

置 、 信託工具 、 器具及び備品 、 信託土地 、 
信託建設仮勘定 

③ 信託借地権 
④ 信託敷金及び保証金 
⑤ 信託預り敷金及び保証金 

（ 2 ） 控除対象外消費税等の処理方法 
資産の取得に係る控除対象外消費税等 は 、 

各資産の取得原価に算入しています 。 

（ 2 ） 控除対象外消費税等の処理方法 
資産の取得に係る控除対象外消費税等 は 、 

各資産の取得原価に算入しています 。 
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【 貸借対照表に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） 

（ 2 0 2 2 年10月31日 ） 
当期

（ 2 0 2 3 年4月30日 ） 

※ 1 . 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定め 
る最低純資産額 5 0 , 0 0 0 千円

※ 1 . 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定め 
る最低純資産額 5 0 , 0 0 0 千円

※ 2 . 国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額 
信託建物 2 6 , 2 3 0 千円

※ 2 . 国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額 
信託建物 2 6 , 2 3 0 千円

3 . コミットメントライン契約 
本投資法人は 、 取引銀行等とコミットメントライン契約
を締結しています 。 
コミットメントライン契約の総額 9 , 0 0 0 , 0 0 0 千円
借入実行残高 － 
差引額 9 , 0 0 0 , 0 0 0 千円

3 . コミットメントライン契約 
本投資法人は 、 取引銀行等とコミットメントライン契約
を締結しています 。 
コミットメントライン契約の総額 9 , 0 0 0 , 0 0 0 千円
借入実行残高 － 
差引額 9 , 0 0 0 , 0 0 0 千円

※ 4 . 自己投資口の消却の状況 
総消却口数 4 , 2 9 5 口 
消却総額 2 , 9 9 9 , 5 5 1 千円

※ 4 . 自己投資口の消却の状況 
総消却口数 4 , 2 9 5 口 
消却総額 2 , 9 9 9 , 5 5 1 千円

【 損益計算書に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

※ 1 . 不動産賃貸事業損益の内訳 （ 単 位 ： 千 円 ） 
A . 不動産賃貸事業収益 

賃貸事業収入 
賃料収入 1 2 , 3 3 5 , 3 3 2 
共益費収入 1 , 5 0 6 , 3 5 6 

計 1 3 , 8 4 1 , 6 8 8 
その他賃貸事業収入 

駐車場収入 5 0 7 , 8 4 6 
水道光熱費収入 1 , 2 6 8 , 9 8 4 
その他収入 3 4 2 , 4 0 5 

計 2 , 1 1 9 , 2 3 6 
不動産賃貸事業収益合計 1 5 , 9 6 0 , 9 2 5 

※ 1 . 不動産賃貸事業損益の内訳 （ 単 位 ： 千 円 ） 
A . 不動産賃貸事業収益 

賃貸事業収入 
賃料収入 1 2 , 4 3 9 , 1 8 5 
共益費収入 1 , 4 5 7 , 7 0 7 

計 1 3 , 8 9 6 , 8 9 2 
その他賃貸事業収入 

駐車場収入 5 1 6 , 9 3 8 
水道光熱費収入 1 , 2 8 6 , 3 3 5 
その他収入 3 7 2 , 7 2 8 

計 2 , 1 7 6 , 0 0 2 
不動産賃貸事業収益合計 1 6 , 0 7 2 , 8 9 5 

B . 不動産賃貸事業費用 
賃貸事業費用 

管理委託費 1 , 4 8 2 , 6 9 9 
水道光熱費 1 , 4 4 5 , 0 5 7 
公租公課 1 , 3 6 9 , 6 9 5 
修繕費 3 9 8 , 7 7 5 
保険料 2 0 , 2 8 0 
信託報酬 3 0 , 1 9 4 
その他賃貸事業費用 3 2 9 , 4 2 8 
減価償却費 2 , 6 3 1 , 6 6 5 
不動産賃貸事業費用合計 7 , 7 0 7 , 7 9 5 

C . 不動産賃貸事業損益 （ A - B ） 8 , 2 5 3 , 1 2 9 

B . 不動産賃貸事業費用 
賃貸事業費用 

管理委託費 1 , 5 0 9 , 3 5 3 
水道光熱費 1 , 5 5 2 , 1 5 9 
公租公課 1 , 3 9 2 , 9 7 0 
修繕費 3 5 1 , 4 7 0 
保険料 2 0 , 5 0 0 
信託報酬 3 0 , 1 2 7 
その他賃貸事業費用 3 1 9 , 5 1 6 
減価償却費 2 , 6 1 7 , 5 4 8 
不動産賃貸事業費用合計 7 , 7 9 3 , 6 4 7 

C . 不動産賃貸事業損益 （ A - B ） 8 , 2 7 9 , 2 4 8 

※ 2 . 不動産等売却損益の内訳 （ 単 位 ： 千 円 ） 
K D X 木場ビル 

不動産等売却収入 1 , 6 5 0 , 0 0 0 
不動産等売却原価 1 , 3 5 0 , 3 5 7 
その他売却費用 5 8 , 6 5 9 
不動産等売却益 2 4 0 , 9 8 2 

※ 2 . 不動産等売却損益の内訳 （ 単 位 ： 千 円 ） 
K D X 川崎駅前本町ビル 

不動産等売却収入 4 , 5 0 8 , 1 0 0 
不動産等売却原価 3 , 1 8 9 , 7 6 8 
その他売却費用 1 4 9 , 8 9 8 
不動産等売却益 1 , 1 6 8 , 4 3 3 

【 投資主資本等変動計算書に関する注記 】 
期 別 

項 目 

前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

※ 発行可能投資口総口数 
及び発行済投資口の総口数 

発行可能投資口総口数 2 , 0 0 0 , 0 0 0 口 
発行済投資口の総口数 4 2 4 , 2 1 5 口 

発行可能投資口総口数 4 , 0 0 0 , 0 0 0 口 
発行済投資口の総口数 8 4 8 , 4 3 0 口 
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【 税効果会計に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） 

（ 2 0 2 2 年10月31日 ） 
当期

（ 2 0 2 3 年4月30日 ） 

1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 
（ 単 位 ： 千 円 ） 

（ 繰延税金資産 ） 
未払事業税等 3 7 
信託借地権償却額 5 , 8 0 6 
繰延ヘッジ損益 1 6 8 

繰延税金資産小計 6 , 0 1 2 
評価性引当額 △ 5 , 9 7 4 

繰延税金資産合計 3 7 

1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 
（ 単 位 ： 千 円 ） 

（ 繰延税金資産 ） 
未払事業税等 1 7 7 
信託借地権償却額 6 , 0 4 9 
繰延ヘッジ損益 1 , 2 9 4 

繰延税金資産小計 7 , 5 2 1 
評価性引当額 △ 7 , 3 4 4 

繰延税金資産合計 1 7 7 

2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
差異の原因となった主要な項目別内訳 

（ 単 位 ： ％ ） 
法定実効税率 3 1 . 4 6 
（ 調 整 ） 

支払分配金の損金算入額 △ 2 9 . 9 7 
圧縮積立金繰入額 △ 1 . 4 9 
その他 0 . 0 1 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 0 . 0 2 

2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
差異の原因となった主要な項目別内訳 

（ 単 位 ： ％ ） 
法定実効税率 3 1 . 4 6 
（ 調 整 ） 

支払分配金の損金算入額 △ 2 8 . 3 1 
圧縮積立金繰入額 △ 3 . 1 3 
その他 0 . 0 3 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 0 . 0 4 

【 リースにより使用する固定資産に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

該当事項はありません 。 該当事項はありません 。 

【 金融商品に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） （ 自 2 0 2 2 年5月1日 至 2 0 2 2 年10月31日 ） 
1 . 金融商品の状況に関する事 項 

（ 1 ） 金融商品に対する取組方針 
本投資法人は 、 主に不動産等の取得 、 債務の返済等に際し 、 銀行借入れ 、 投資法人債の発行 、 投 

資口の発行等により必要な資金を調達しています 。 デリバティブ取引は 、 金利変動リスクのヘッジ
及び支払金利の軽減を主眼とし 、 投機的な取引は行わない方針です 。 

余資の運用は 、 安全性 、 換金性等を考慮し金利環境及び資金繰りを十分に考慮した上で慎重に行
っています 。 

（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク 
投資有価証券は 、 匿名組合に対する出資であ り 、 発行体の信用リスク及び不動産等の価値の変動

リスクに晒されています 。 
借入金及び投資法人債は 、 主に物件の取得に必要な資金の調達を目的としたものであり 、 返済期

日は最長で決算日後約8年1ヵ月です 。 このうち 、 一部は変動金利であり 、 金利の変動リスクに晒
されていますが 、 デリバティブ取引を利用してヘッジしています 。 

デリバティブ取引は 、 金利スワップです 。 変動金利による資金調達の支払利息を固定化すること
により 、 金利変動リスクをヘッジする取引を行っています 。 な お 、 ヘッジ会計の方法 、 ヘッジの手
段とヘッジ対 象 、 ヘッジ方針 、 ヘッジの有効性評価の方法については 、 「 重要な会計方針に係る事
項に関する注記 5 . ヘッジ会計の方法 」 をご参照下さい 。 

（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制 
① 市場リスク （ 金利等の変動リスク ） の管理 

本投資法人は 、 借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するため に 、 金利スワップ取引を利用
しています 。 投資有価証券については 、 定期的に不動産等の価値及び発行体の財務状況等を把握し
ま す 。 
② 資金調達に係る流動性リス ク （ 支払期日に支払を実行できなくなるリスク ） の管理 

借入金等の債務は流動性リスクに晒されていますが 、 返済期限の分散及び資金調達手段の多様化
を図ることでリスクを低減 し 、 定期的に手許資金残高を把握すること等を通じて流動性リスクを管
理しています 。 
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（ 4 ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため 、 異なる前提条件を採用するこ

とにより 、 当該価額が変動することがあります 。 ま た 、 「 2 . 金融商品の時価等に関する事項 」 にお
けるデリバティブ取引に関する契約額等については 、 その金額自体がデリバティブ取引に係る市場
リスクを示すものではありません 。 

2 . 金融商品の時価等に関する事項 
2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日における貸借対照表計上 額 、 時価及びこれらの差額については 、 以下のとおりで

す 。 な お 、 「 現金及び預金 」 、 「 信託現金及び信託預金 」 、 「 短期借入 金 」 は現金及び短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似するものであることから 、 注記を省略しています 。 

貸借対照表計上額 （ 千 円 ） 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ） 
（ 1 ） 1 年内償還予定の投資法人債 － － － 
（ 2 ） 1 年内返済予定の長期借入金 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 1 4 , 3 3 8 , 0 6 0 3 8 , 0 6 0 
（ 3 ） 投資法人債 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 , 9 7 1 , 8 0 0 △ 2 8 , 2 0 0 
（ 4 ） 長期借入金 1 8 7 , 3 5 0 , 0 0 0 1 8 6 , 5 9 6 , 7 2 0 △ 7 5 3 , 2 7 9 

負債計 2 1 4 , 6 5 0 , 0 0 0 2 1 3 , 9 0 6 , 5 8 0 △ 7 4 3 , 4 1 9 
デリバティブ取引 8 1 4 , 2 5 6 8 1 4 , 2 5 6 － 

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・ 債務は純額で表示しており 、 合計で正味の債務となる項目については△ で示し
ています 。 

（ 注 1 ） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事 項 
負 債 

（ 1 ） 1 年内償還予定の投資法人債及び （ 3 ） 投資法人債 
これらの時価は市場価格によっています 。 な お 、 市場価格のないものは 、 取引先金融機関から提示された価格等によっ

ています 。 
（ 2 ） 1 年内返済予定の長期借入金及び （ 4 ） 長期借入金 

長期借入金の時価は 、 元利金の合計額を 、 新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割引いた現在価値によ 
り算定しています 。 変動金利による長期借入金のうち 、 金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金について
は 、 当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を 、 同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積
もられる利率で割引いて算定する方法によっていま す 。 

デリバティブ取引 
① ヘッジ会計が適用されていないもの 

該当事項はありません 。 
② ヘッジ会計が適用されているもの 

ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の種類等 主なヘッジ対象

原則的処理方法 
金利スワップ取引 
支払固定 
受取変動 

長期借入金 

金利スワップの特例処理 
金利スワップ取引 
支払固定 
受取変動 

長期借入金 

ヘッジ会計の方法
契約額等 （ 千 円 ） 

時 価 （ 千 円 ） 当該時価の算定方法
うち1年超

原則的処理方法 8 2 , 4 5 0 , 0 0 0 7 9 , 9 5 0 , 0 0 0 8 1 4 , 2 5 6 取引先金融機関から提示された価格等に 
よっています 。 

金利スワップの特例処理 3 0 , 1 0 0 , 0 0 0 2 7 , 1 0 0 , 0 0 0 ※ 
合計 1 1 2 , 5 5 0 , 0 0 0 1 0 7 , 0 5 0 , 0 0 0 8 1 4 , 2 5 6 

※ 金利スワップの特例処理によるものは 、 ヘ ッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため 、 その時価は当
該長期借入金の時価に含めて記載しています 。 

（ 注 2 ） 投資法人債 、 借入金の決算日後の償還 、 返済予定額 
1 年以内 
（ 千 円 ） 

1 年超2年以内 
（ 千 円 ） 

2 年超3年以内 
（ 千 円 ） 

3 年超4年以内 
（ 千 円 ） 

4 年超5年以内 
（ 千 円 ） 

5 年 超 
（ 千 円 ） 

投資法人債 － 4 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
長期借入金 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 2 5 , 6 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 5 0 , 0 0 0 3 0 , 8 0 0 , 0 0 0 3 8 , 5 0 0 , 0 0 0 6 2 , 5 0 0 , 0 0 0 

合計 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 6 0 0 , 0 0 0 3 1 , 9 5 0 , 0 0 0 3 2 , 8 0 0 , 0 0 0 4 1 , 5 0 0 , 0 0 0 6 4 , 5 0 0 , 0 0 0 
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当 期 （ 自 2 0 2 2 年11月1日 至 2 0 2 3 年4月30日 ） 
1 . 金融商品の状況に関する事 項 

（ 1 ） 金融商品に対する取組方針 
本投資法人は 、 主に不動産等の取得 、 債務の返済等に際し 、 銀行借入れ 、 投資法人債の発行 、 投 

資口の発行等により必要な資金を調達しています 。 デリバティブ取引は 、 金利変動リスクのヘッジ
及び支払金利の軽減を主眼とし 、 投機的な取引は行わない方針です 。 

余資の運用は 、 安全性 、 換金性等を考慮し金利環境及び資金繰りを十分に考慮した上で慎重に行
っています 。 

（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク 
投資有価証券は 、 匿名組合に対する出資であ り 、 発行体の信用リスク及び不動産等の価値の変動

リスクに晒されています 。 
借入金及び投資法人債は 、 主に物件の取得に必要な資金の調達を目的としたものであり 、 返済期

日は最長で決算日後約7年11ヵ月です 。 このうち 、 一部は変動金利であり 、 金利の変動リスクに晒
されていますが 、 デリバティブ取引を利用してヘッジしています 。 

デリバティブ取引は 、 金利スワップです 。 変動金利による資金調達の支払利息を固定化すること
により 、 金利変動リスクをヘッジする取引を行っています 。 な お 、 ヘッジ会計の方法 、 ヘッジの手
段とヘッジ対 象 、 ヘッジ方針 、 ヘッジの有効性評価の方法については 、 「 重要な会計方針に係る事
項に関する注記 5 . ヘッジ会計の方法 」 をご参照下さい 。 

（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制 
① 市場リスク （ 金利等の変動リスク ） の管理 

本投資法人は 、 借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するため に 、 金利スワップ取引を利用
しています 。 投資有価証券については 、 定期的に不動産等の価値及び発行体の財務状況等を把握し
ま す 。 
② 資金調達に係る流動性リス ク （ 支払期日に支払を実行できなくなるリスク ） の管理 

借入金等の債務は流動性リスクに晒されていますが 、 返済期限の分散及び資金調達手段の多様化
を図ることでリスクを低減 し 、 定期的に手許資金残高を把握すること等を通じて流動性リスクを管
理しています 。 

（ 4 ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため 、 異なる前提条件を採用するこ

とにより 、 当該価額が変動することがあります 。 ま た 、 「 2 . 金融商品の時価等に関する事項 」 にお
けるデリバティブ取引に関する契約額等については 、 その金額自体がデリバティブ取引に係る市場
リスクを示すものではありません 。 

2 . 金融商品の時価等に関する事項 
2 0 2 3 年4月3 0 日における貸借対照表計上 額 、 時価及びこれらの差額につ いては 、 以下のとおりです 。 

な お 、 「 現金及び預金 」 、 「 信託現金及び信託預金 」 、 「 短期借入金 」 は現金及び短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから 、 注記を省略しています 。 

貸借対照表計上額 （ 千 円 ） 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ） 
（ 1 ） 1 年内償還予定の投資法人債 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 9 9 9 , 4 0 0 △ 6 0 0 
（ 2 ） 1 年内返済予定の長期借入金 1 9 , 7 0 0 , 0 0 0 1 9 , 7 1 6 , 9 5 2 1 6 , 9 5 2 
（ 3 ） 投資法人債 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 9 4 9 , 2 0 0 △ 5 0 , 8 0 0 
（ 4 ） 長期借入金 1 8 1 , 9 5 0 , 0 0 0 1 8 1 , 4 6 7 , 6 7 2 △ 4 8 2 , 3 2 7 

負債計 2 1 4 , 6 5 0 , 0 0 0 2 1 4 , 1 3 3 , 2 2 5 △ 5 1 6 , 7 7 4 
デリバティブ取引 6 7 4 , 6 5 0 6 7 4 , 6 5 0 － 

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・ 債務は純額で表示しており 、 合計で正味の債務となる項目については△ で示し
ています 。 

（ 注 1 ） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事 項 
負 債 

（ 1 ） 1 年内償還予定の投資法人債及び （ 3 ） 投資法人債 
これらの時価は市場価格によっています 。 な お 、 市場価格のないものは 、 取引先金融機関から提示された価格等によっ

ています 。 
（ 2 ） 1 年内返済予定の長期借入金及び （ 4 ） 長期借入金 

長期借入金の時価は 、 元利金の合計額を 、 新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割引いた現在価値によ 
り算定しています 。 変動金利による長期借入金のうち 、 金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金について
は 、 当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を 、 同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積
もられる利率で割引いて算定する方法によっていま す 。 

デリバティブ取引 
① ヘッジ会計が適用されていないもの 

該当事項はありません 。 



4 3 

② ヘッジ会計が適用されているもの 
ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の種類等 主なヘッジ対象

原則的処理方法 
金利スワップ取引 
支払固定 
受取変動 

長期借入金 

金利スワップの特例処理 
金利スワップ取引 
支払固定 
受取変動 

長期借入金 

ヘッジ会計の方法
契約額等 （ 千 円 ） 

時 価 （ 千 円 ） 当該時価の算定方法
うち1年超

原則的処理方法 8 2 , 4 5 0 , 0 0 0 7 7 , 9 5 0 , 0 0 0 6 7 4 , 6 5 0 取引先金融機関から提示された価格等に 
よっています 。 

金利スワップの特例処理 3 0 , 1 0 0 , 0 0 0 2 5 , 4 0 0 , 0 0 0 ※ 
合計 1 1 2 , 5 5 0 , 0 0 0 1 0 3 , 3 5 0 , 0 0 0 6 7 4 , 6 5 0 

※ 金利スワップの特例処理によるものは 、 ヘ ッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため 、 その時価は当
該長期借入金の時価に含めて記載しています 。 

（ 注 2 ） 投資法人債 、 借入金の決算日後の償還 、 返済予定額 
1 年以内 
（ 千 円 ） 

1 年超2年以内 
（ 千 円 ） 

2 年超3年以内 
（ 千 円 ） 

3 年超4年以内 
（ 千 円 ） 

4 年超5年以内 
（ 千 円 ） 

5 年 超 
（ 千 円 ） 

投資法人債 2 , 0 0 0 , 0 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 － 2 , 0 0 0 , 0 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
長期借入金 1 9 , 7 0 0 , 0 0 0 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 3 2 , 9 0 0 , 0 0 0 3 7 , 8 0 0 , 0 0 0 3 3 , 1 0 0 , 0 0 0 5 1 , 1 0 0 , 0 0 0 

合計 2 1 , 7 0 0 , 0 0 0 3 1 , 0 5 0 , 0 0 0 3 2 , 9 0 0 , 0 0 0 3 9 , 8 0 0 , 0 0 0 3 7 , 1 0 0 , 0 0 0 5 2 , 1 0 0 , 0 0 0 

【 賃貸等不動産に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） （ 自 2 0 2 2 年5月1日 至 2 0 2 2 年10月31日 ） 

本投資法人では 、 主として東京経済圏におい て 、 賃貸収益を得ることを目的として賃貸等不動産を所
有しています 。 

これら 、 賃貸等不動産に関する当期の貸借対照表計上額 、 当期増減額及び時価は 、 以下のとおりで
す 。 

貸借対照表計上額 （ 千 円 ） 当期末の時価 
（ 千 円 ） 当期首残高 当期増減額 当期末残高

4 2 6 , 9 6 7 , 1 4 3 1 0 , 2 2 9 , 3 4 6 4 3 7 , 1 9 6 , 4 8 9 5 5 3 , 2 2 1 , 0 0 0 
（ 注 1 ） 貸借対照表計上額は 、 取得原価から減価償却累計額を控除した金額です 。 
（ 注 2 ） 当期末の時価は 、 社外の不動産鑑定士による鑑定評価額です 。 
（ 注 3 ） 賃貸等不動産の当期増減額の主な要因は不動産1物件及び不動産信託受益権1物件の取得1 3 , 3 4 6 , 1 3 6 千 円 、 不動産信託受

益権1物件の売却1,35 0 , 3 5 7 千 円 、 減価償却費2,631,6 6 5 千円です 。 

な お 、 賃貸等不動産に関する2 0 2 2 年 1 0 月期における損益につきまして は 、 「 損益計算書に関する注
記 」 に記載のとおりです 。 

当 期 （ 自 2 0 2 2 年11月1日 至 2 0 2 3 年4月30日 ） 
本投資法人では 、 主として東京経済圏におい て 、 賃貸収益を得ることを目的として賃貸等不動産を所

有しています 。 
これら 、 賃貸等不動産に関する当期の貸借対照表計上額 、 当期増減額及び時価は 、 以下のとおりで

す 。 
貸借対照表計上額 （ 千 円 ） 当期末の時価 

（ 千 円 ） 当期首残高 当期増減額 当期末残高
4 3 7 , 1 9 6 , 4 8 9 △ 4 , 7 9 2 , 3 7 9 4 3 2 , 4 0 4 , 1 1 0 5 5 1 , 1 6 1 , 0 0 0 

（ 注 1 ） 貸借対照表計上額は 、 取得原価から減価償却累計額を控除した金額です 。 
（ 注 2 ） 当期末の時価は 、 社外の不動産鑑定士による鑑定評価額です 。 な お 、 2 0 2 3 年 1 1 月1日譲渡予定の原宿F F ビル及びK D X 名 

古屋栄ビルの当期末時価につきましては 、 2 0 2 3 年6月1 3 日付の売買契約書における譲渡予定価格 （ 原宿F F ビル
: 3 , 8 8 0 , 0 0 0 千 円 、 K D X 名古屋栄ビル ： 6 , 0 5 0 , 0 0 0 千 円 ） に基づき計算しています 。 

（ 注 3 ） 賃貸等不動産の当期増減額の主な要因は不動産1物件の売却3,189,7 6 8 千 円 、 減価償却費2,617,5 4 8 千円です 。 

な お 、 賃 貸等不動産に関する2 0 2 3 年4月期における損益につきましては 、 「 損益計算書に関する注記 」 
に記載のとおりです 。 
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【 資産の運用の制限に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

該当事項はありません 。 該当事項はありません 。 

【 関連当事者との取引に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） （ 自 2 0 2 2 年5月1日 至 2 0 2 2 年10月31日 ） 

属性 会社等の名称 事業の内容 
又は職業

投 資 口 の 所 有 
口数割合
（ ％ ） 

取引の内容 
（ 注 1 ） 

取引金額 
（ 百万円 ） 科目 期末残高 

（ 百万円 ） 

利害関係人等 
ケネディクス・ 
プロパティ・ 
デザイン株式会社 

プロパティ 
マネジメント業 － 

プロパティマネジ
メント業務に関す
る報酬の支払 
（ 注 2 ） 

6 0 5 
（ 注 3 ） 
（ 注 4 ） 

営業未払金 1 4 4 
（ 注 4 ） 

利害関係人等 S M F L みらいパートナー
ズ株式会社 

不 動 産 関 連 事
業 、 環境エネル
ギー関連事業 、 
その他金融サー
ビス事業 

－ 不動産信託受益権
の取得 

9 , 6 0 0 
（ 注 4 ） － － 

資産保管会社 みずほ信託銀行株式会社 銀行業 － 

資金の返済 8 0 0 
（ 注 5 ） 

短期借入金 3 0 0 
（ 注 5 ） 

1 年内
返済予定の
長期借入金

－ 

資金の借入れ 2 , 3 0 0 
（ 注 5 ） 長期借入金 5 , 8 0 0 

（ 注 5 ） 

支払利息 1 6 
（ 注 5 ） 未払費用 0 

（ 注 5 ） 
（ 注 1 ） 取引条件については 、 プロパティマネジメント契約及び利害関係取引規程及び市場の実勢等に基づき価格交渉の上 、 決定しています 。 
（ 注 2 ） プロパティマネジメント報酬には 、 賃貸管理業務報酬 、 管理移管報酬 、 工事管理報酬 、 媒介手数料及び契約更新料を含めて記載して

います 。 
（ 注 3 ） プロパティマネジメント業務に関する報酬の支払金額のう ち 、 個 々  の不動産等の帳簿価額に算入した物件取得等に係る報酬分3 6 百万

円及び売却経費として計上した物件売却に係る報酬分2百万円が含まれています 。 
（ 注 4 ） 上記金額のうち 、 取引金額には消費税等が含まれておらず 、 期末残高には消費税等が含まれています 。 
（ 注 5 ） 取引金額 、 期末残高には消費税等が含まれていません 。 

当 期 （ 自 2 0 2 2 年11月1日 至 2 0 2 3 年4月30日 ） 

属性 会社等の名称 事業の内容 
又は職業

投 資 口 の 所 有 
口数割合
（ ％ ） 

取引の内容 
（ 注 1 ） 

取引金額 
（ 百万円 ） 科目 期末残高 

（ 百万円 ） 

利害関係人等 
ケネディクス・ 
プロパティ・ 
デザイン株式会社 

プロパティ 
マネジメント業 － 

プロパティマネジ
メント業務に関す
る報酬の支払 
（ 注 2 ） 

5 8 9 
（ 注 3 ） 
（ 注 4 ） 

営業未払金 1 3 0 
（ 注 4 ） 

資産保管会社 みずほ信託銀行株式会社 銀行業 － 

資金の返済 － 
短期借入金 3 0 0 

（ 注 5 ） 
1 年内

返済予定の
長期借入金

－ 

資金の借入れ － 
長期借入金 5 , 8 0 0 

（ 注 5 ） 

支払利息 1 6 
（ 注 5 ） 未払費用 0 

（ 注 5 ） 
（ 注 1 ） 取引条件については 、 プロパティマネジメント契約及び利害関係取引規程及び市場の実勢等に基づき価格交渉の上 、 決定しています 。 
（ 注 2 ） プロパティマネジメント報酬には 、 賃貸管理業務報酬 、 管理移管報酬 、 工事管理報酬 、 媒介手数料及び契約更新料を含めて記載して

います 。 
（ 注 3 ） プロパティマネジメント業務に関する報酬の支払金額のう ち 、 個 々  の不動産等の帳簿価額に算入した物件取得等に係る報酬分3 4 百万

円及び売却経費として計上した物件売却に係る報酬分2百万円が含まれています 。 
（ 注 4 ） 上記金額のうち 、 取引金額には消費税等が含まれておらず 、 期末残高には消費税等が含まれています 。 
（ 注 5 ） 取引金額 、 期末残高には消費税等が含まれていません 。 
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【 1 口当たり情報に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

1 口当たり純資産額 2 7 0 , 5 7 3 円 
1 口当たり当期純利益 7 , 5 6 6 円 

1 口当たり当期純利益は 、 当期純利益を日数加重平均投資口
数で除することにより算定しています 。 

な お 、 潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については 、 
潜在投資口が存在しないため記載していません 。 

1 口当たり純資産額 2 7 1 , 6 5 7 円 
1 口当たり当期純利益 8 , 4 9 3 円 

1 口当たり当期純利益は 、 当期純利益を日数加重平均投資口
数で除することにより算定しています 。 

な お 、 潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については 、 
潜在投資口が存在しないため記載していません 。 

（ 注 1 ） 1 口当たり当期純利益の算定上の基礎は 、 以下のとおりです 。 
前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

当期純利益 （ 千 円 ） 6 , 4 5 1 , 0 9 6 当期純利益 （ 千 円 ） 7 , 2 0 5 , 7 8 8 
普通投資主に帰属しない金 額 （ 千 円 ） － 普通投資主に帰属しない金 額 （ 千 円 ） － 
普通投資口に係る当期純利 益 （ 千 円 ） 6 , 4 5 1 , 0 9 6 普通投資口に係る当期純利 益 （ 千 円 ） 7 , 2 0 5 , 7 8 8 
期中平均投資口数 （ 口 ） 8 5 2 , 5 3 0 期中平均投資口数 （ 口 ） 8 4 8 , 4 3 0 

（ 注 2 ） 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日を分割の基準日とし 、 2 0 2 2 年 1 1 月1日を効力発生日として 、 投資口1口につき2口の割合による投資口
の分割を行いました 。 1 口当たり純資産額及び1口当たり当期純利益については 、 前期首に分割が行われたと仮定して算出
しています 。 
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【 重要な後発事象に関する注 記 】 
前 期 （ ご参考 ） （ 自 2 0 2 2 年5月1日 至 2 0 2 2 年10月31日 ） 

投資口の分割 
本投資法人は 、 2 0 2 2 年10月31日を基準日と し 、 2 0 2 2 年11月1日を効力発生日として 、 投資口1口につき2口の割

合による投資口の分割を行いました 。 

1 . 分割の目的 
投資口の投資単位当たりの金額引き下げにより 、 投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え 、 更なる投資家層

の拡大と投資口の流動性の向上を図ることを目的としています 。 

2 . 分割の方法 
2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日を基準日として 、 同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人

の投資口を 、 1 口につき 、 2 口の割合をもって分割しました 。 

3 . 分割により増加する投資口数等 
（ 1 ） 本分割前の本投資法人発行済投資口の総口数 ： 4 2 4 , 2 1 5 口 
（ 2 ） 本分割により増加する投資口の総口数 ： 4 2 4 , 2 1 5 口 
（ 3 ） 本分割後の本投資法人発行済投資口の総口数 ： 8 4 8 , 4 3 0 口 
（ 4 ） 本分割後の本投資法人発行可能投資口の総口数 ： 4 , 0 0 0 , 0 0 0 口 

な お 、 当期首に本投資口分割が実施されたと仮定した場合における1口当たり情報の各数値は 、 「 1 口当た
り情報に関する注記 」 をご参照下さい 。 

当 期 （ 自 2 0 2 2 年11月1日 至 2 0 2 3 年4月30日 ） 
本投資法人とケネディクス ・ レジデンシャル・ ネクスト投資法人及びケネディクス商業リート投資法人との

合併契約の締結 
本投資法人 、 ケネディクス・ レジデンシャル・ ネクスト投資法人 （ 以 下 「 K D R 」 といいま す 。 ） 及びケネディクス商

業リート投資法人 （ 以 下 「 K R R 」 といい 、 K D R と併せて 「 両消滅投資法人 」 、 本投資法人及びK D R と併せて 「 各投資法
人 」 といいます 。 ） は 、 それぞれ2 0 2 3 年6月1 3 日開催の投資法人役員会に て 、 2 0 2 3 年 1 1 月1日を合併の効力発生日と
し て 、 本投資法人を吸収合併存続法人 、 両消滅投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合 併 （ 以 下 「 本合併 」 といいま
す 。 ） を行うことについて決定し 、 同日付で合併契約 （ 以 下 「 本合併契約 」 といいます 。 ） を締結しました 。 

ⅰ . 本合併の目的 
日本経済は 、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための行動制限が撤廃され 、 経 済社会活動の正常化が進

む中で 、 緩やかな回復基調にあります 。 一方で 、 ロシアのウクライナ侵攻による世界情勢の変化 、 地政学リスクの顕
在化とこれに伴う経済制裁等の影響 、 資源価格や燃料費の高騰に伴う世界的なインフレ傾 向の継続 、 主要各国の政策
金利の引き上げ 、 海外における金融機関の経営破綻等 、 国内外の経済において不透明感もみられる状況です 。 

このような環境下 、 足許の不動産投資信託証券市場 （ 以 下 「 J - R E I T 市 場 」 といいます 。 ） は 、 物価上昇に伴う運用
コストの増加懸念や日本銀行の将来的な金融政策変更による長期金利上昇への警戒感もあり 、 不安定な状況となって
います 。 

各投資法人の資産運用会社である本資産運用会社は 、 2 0 1 1 年3月に設立されたケネディクス・ レジデンシャル・ パ 
ートナーズ株式会社が 、 2 0 0 3 年 1 1 月に設立されたケネディクス・ オフィス・ パートナーズ株式会社及びケネディク
ス ・ アドバイザーズ株式会社を 、 2 0 1 3 年 1 0 月に吸収合併し 、 現在の資産運用会社名称に商号を変更し 、 誕生しまし
た 。 そして 、 各投資法人は 、 本資産運用会社の親会社であるケネディクス株式会社及びそのグループ会社からのスポ
ンサーサポートを受けつつ 、 運用実績を積み重ねてまいりました 。 

各投資法人は 、 今日までそれぞれの特徴を活かしたうえで安定的な収益の獲得と投資資産の持続的な成長を図るた
めに様 々  な施策を実施してまいりました 。 

しかしながら 、 本投資法人の主な投資対象である中規模オフィスビルにおいては 、 不動産売買市場における希少性
や流動性の高さに対する評価は変わらず 、 依然として期待利回りは低 く 、 厳しい物件取得環境が続いています 。 ま た 、 
大規模オフィスビルの大量供給に伴う二次空室や賃料下落への警戒感に伴うマーケットの先行き懸念から 、 足許では
投資口価格が1口当たりN A V を大きく下回っている状況であり 、 公募増資を伴う外部成長機会も限定的なことから 、 
今後の持続的な成長性の確保に課題を抱えています 。 K D R は 、 これまで5年連続で公募増資を実施してきたものの 、 居 
住用施設は収益の相対的な安定性から 、 取得競争が激化し取得機会が減少していく可能性があり 、 足許では投資口価
格が1口当たりN A V を下回っている状況で す 。 ま た 、 L T V が J - R E I T 市場においては相対的に高水準であり 、 金利上昇
局面におけるコスト増加懸念という課題を抱えています 。 K R R は豊富なパイプラインを有するものの 、 コロナ禍以降 、 
生活密着型商業施設の取得環境が激化している状況にあります 。 さ ら に 、 インフレによるコスト増加が懸念されるな
か 、 長期固定賃料により今後の全体的な内部成長余地が限られるといった課題を抱えています 。 
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ま た 、 今 後 、 ポートフォリオの収益性に影響を及ぼす可能性のあ る 、 金利水準や 、 水道光熱費等の物価水準の動向
について注視しており 、 各投資法人に共通する将来的な課題として認識しています 。 

このような状況下 、 各投資法人は上記の課題へ対処するとともに 、 環境変化に柔軟に対応し 、 持続的成長を目指す
ために 、 合併に関する協議を開始することで合意し 、 これまで慎重に検討を重ねてきました 。 その結果 、 各投資法人
は 、 本合併を通じて 、 投資対象セクターの拡大による持続的成長に繋がること 、 資産規模の拡大によって市場プレゼ
ンスと安定性が向上するこ と 、 及びサステナビリティへの更なるコミットメントが可能となることにより 、 投資主価
値の最大化に資するとの共通認識を得るに至り 、 本合併契約を締結しました 。 

各投資法人は 、 本合併について 、 以下の意義を有すると考えています 。 
( ⅰ ) 投資対象セクターの拡大による持続的成長 

各投資法人が主に投資対象としてきた中規模オフィスビル 、 居住用施設 、 ヘルスケア施設及び生活密着型商業
施設については引き続きフォーカスしつつ 、 これまでは限定的な投資にとどまっていた物流施設及び宿泊施設に
も積極的に投資を行うことで取得機会の増加を目指します 。 ま た 、 競争力や収益性が低下した資産を対象として
投資対象セクターを跨いだ資産入替も可能となり 、 不動産市場を取り巻く外部環境の変化に柔軟に対応し 、 成長
が見込まれる投資対象セクターへの投資を活発化させることにより 、 ポートフォリオ収益力が向上すると考えて
います 。 このように 、 投 資対象セクターの拡大に伴 う 、 多様な取得機会と柔軟性を確保した運用戦略により 、 従 
来の特化型リートの運用戦略の枠を超えた持続的な成長を目指します 。 

( ⅱ ) 市場プレゼンスと安定性の向上 
本合併により 、 本合併後の投資法人 （ 以 下 「 新投資法人 」 といいます 。 ） の資産規模はJ - R E I T 市場第3位 （ 注 

1 ） となり 、 市場におけるプレゼンスと投資口の流動性が大きく向上するほ か 、 合併後のポートフォリオは合計
3 5 0 物 件 （ 注 2 ） となる予定であり 、 J - R E I T 市場最多の物件数となることで分散効果が高まり 、 ポートフォリオ
の安定性向上に資するものと考えています 。 ま た 、 スケールメリットを活かした物件運用により 、 費用上昇圧力
に対する抵抗力の向上にも寄与するものと考えています 。 

( ⅲ ) サステナビリティへの更なるコミットメント 
各投資法人では 、 これまでもサステナビリティを重要な課題と認識し 、 本投資法人ではJ - R E I T 市場において初

となるG R E S B リアルエステイト評価への参加 、 K D R ではソーシャルボンドの発 行 、 K R R では投資口パフォーマン
ス報酬の導入等 、 様 々  な取組みを率先して実施してきました 。 新投資法人は 、 本合併において各投資法人にて蓄
積されたノウハウを統合し昇華させ 、 サステナビリティへの取組みにおけるリーディングカンパニーを目指す方
針です 。 ま た 、 投資主利益及びサステナビリティ指標と連動する新たな運用報酬体系の導入 、 監督役員の体制強
化によるガバナンスの向上並びにダイバーシティの推進により 、 高い専門性と多様性を兼ね備えたマネジメント
体制の下でサステナビリティ対応の更なる強化を図ります 。 

（ 注 1 ） 本合併後の資産規模は 、 本投資法人の資産規模について 、 2 0 2 3 年4月末日時点の保有物件の取得価格総額に 、 
2 0 2 3 年5月1日から本合併の効力発生日までの取得及び譲渡 （ 予定を含みます 。 ） を反映させた取得 （ 予 定 ） 価 
格ベースの数値とし 、 か つ 、 両消滅投資法人の資産規模について 、 直近決算期末日時点 （ K D R は 2 0 2 3 年 1 月末
日時点 （ ただし 、 サニーライフ立川及びリハビリホームボンセジュール南千束の取得を含みます 。 ） 、 K R R は 
2 0 2 3 年3月末日時点 ） の保有物件の鑑定評価額とみなして算出し 、 各投資法人の資産規模を合計した金額を記
載しています 。 ま た 、 J - R E I T 市場における他の投資法人の資産規模については 、 2 0 2 3 年4月末日時点でJ - R E I T 
市場における他の投資法人が取得又は譲渡の完了を公表している物件を含む資産規模 （ 取 得 （ 予 定 ） 価格ベー
ス ） を元に計算しています 。 このため 、 本合併の効力発生日時点において本合併後の新投資法人がJ - R E I T 市場
第3位の資産規模となることを保証するものではありません 。 ま た 、 本合併後の資産規模についてはパーチェス
法により本投資法人を取得法人とし 、 両消滅投資法人の資産を時価で承継する見込みのた め 、 実際には本投資
法人の取得 （ 予 定 ） 価格総額と両消滅投資法人の直近決算期末日時点の鑑定評価額の総額の単純合計となるわ
けではありません 。 

（ 注 2 ） 本合併後のポートフォリオの物件数 は 、 本投資法人及び両消滅投資法人の物件数について 、 本書の日付時点に
おける保有物件数を前提に 、 本合併の効力発生日までの取得及び譲渡による物件数の異 動 （ 予定を含みます 。 ） 
を反映させて算出していま す 。 な お 、 K D X 調布ビルについては 、 本書の日付現在 、 本投資法人がオフィス棟 、 
K R R が商業棟をそれぞれ保有していますが 、 本合併後のポートフォリオの物件数の算出においては1物件として
扱っています 。 ま た 、 J - R E I T 市場における他の投資法人の物件数については 、 2 0 2 3 年4月末日時点でJ - R E I T 市 
場における他の投資法人が取得又は譲渡の完了を公表している物件を含む物件数を元に計算しています 。 この
た め 、 本合併の効力発生日時点において 、 本合併後の新投資法人のポートフォリオがJ - R E I T 市場最多の物件数
となることを保証するものではありません 。 
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ⅱ ． 本合併の方式 
本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併方式とし 、 両消滅投資法人は本合併により解散します 。 

ⅲ ． 合併比率等 

本投資法人 
（ 吸収合併存続法人 ） 

K D R 
（ 吸収合併消滅法人 ） 

K R R 
（ 吸収合併消滅法人 ） 

本合併に係る
割当ての内容 1 

1 . 3 4 1 . 6 8 

（ ご参考 ） 
本投資口分割考慮前

0 . 6 7 

（ ご参考 ） 
本投資口分割考慮前

0 . 8 4 
（ 注 1 ） 本合併により発行する本投資法人の新投資口数 （ 本投資法人の本投資口分割考慮後の投資口数 ） ： 2 , 4 4 6 , 0 3 7 口 
（ 注 2 ） 本投資口分割については 、 後 記 「 ⅳ ． 投資口の分割 」 をご参照ください 。 以下同じです 。 

ⅳ ． 投資口の分割 
本合併は 、 本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行われ 、 本投資口分割を考慮する前の合併

比率は 、 本投資法人1に対しK D R が 0 . 6 7 、 K R R が 0 . 8 4 となります 。 しかしながら 、 かかる合併比率では 、 K D R 投資口
1 口に対して本投資法人の投資口0 . 6 7 口 、 K R R 投資口1口に対して本投資法人の投資口0 . 8 4 口が割当交付されることと 
な り 、 交付される本投資法人の投資口の口数が1口未満となる両消滅投資法人の投資主が多数生じることとなります 。 
このため 、 本合併後も 、 両消滅投資法人の投資主が本投資法人の投資口を継続して保有することを可能とするべく 、 
両消滅投資法人の全ての投資主に対し1口以上の本投資法人の投資口を交付することを目的とし て 、 本投資法人の投資
口1口につき2口の割合による投資口の分割 （ 以 下 「 本投資口分割 」 といいます 。 ） を行うことといたしました 。 本投
資口分割の実施により 、 K D R の投資主には 、 K D R の投資口1口に対して本投資口分割後の本投資法人の投資口1 . 3 4 口 
が割当交付され 、 K R R の投資主には 、 K R R の投資口1口に対して本投資口分割後の本投資法人の投資口1 . 6 8 口が割当交
付されることとなります 。 

( ⅰ ) 本投資口分割の方法 
本合併の効力発生日の前日である2 0 2 3 年 1 0 月 3 1 日 （ 火曜日 ） の最終の投資主名簿に記載又は記録された本

投資法人の投資主の所有投資口1口につき 、 2 口の割合をもって分割いたします 。 本投資口分割は 、 本合併の効力
発生日の前日までに本合併に係る合併契約が解除され又は失効していないことを条件として 、 本合併の効力発生
日である2023年11月1日 （ 水曜日 ） において効力を生じるものといたします 。 

( ⅱ ) 本投資口分割により増加する投資口数等 

イ 本投資口分割前の本投資法人発行済投資口の総口数 ： 8 4 8 , 4 3 0 口 

ロ 本投資口分割により増加する投資口数 ： 8 4 8 , 4 3 0 口 

ハ 本投資口分割後の本投資法人発行済投資口の総口数 ： 1 , 6 9 6 , 8 6 0 口 

ニ 本合併後の本投資法人発行済投資口の総口数 ： 4 , 1 4 2 , 8 9 7 口(注1)

ホ 本投資口分割・ 本合併後の発行可能投資口総口数 ： 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 口(注2)

（ 注 1 ） 本合併により 、 K D R の投資口1口に対して 、 本投資口分割後の本投資法人の投資口1 . 3 4 口 を 、 本書の日付現在のK D R の 
発行済投資口の全て （ 1 , 0 7 0 , 4 3 3 口 ） について割当交付し 、 K R R の投資口1口に対して 、 本投資口分割後の本投資法人
の投資口1 . 6 8 口 を 、 本書の日付現在のK R R の発行済投資口の全て （ 6 0 2 , 1 7 7 口 ） について割当交付すると仮定した場合
の口数となります 。 

（ 注 2 ） 現在の本投資法人の発行可能投資口総口数は4 , 0 0 0 , 0 0 0 口ですが 、 本投資口分割に伴い 、 本投資法人の規約の一部変 
更を行い 、 本合併の効力発生日付で発行可能投資口総口数を変更する予定です 。 

( ⅲ ) 本投資法人の1口当たり情報に及ぼす影響 
当該投資口分割が当期首に行われたと仮定した場合の当期における1口当たり情報は 、 それぞれ以下の通りと

なります 。 
イ.1口当たり純資産額 ： 1 3 5 , 8 2 8 円 
ロ.1口当たり当期純利益 ： 4 , 2 4 6 円 
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ⅴ ． 合併交付金の交付 
本投資法人は上記の投資口の他に 、 本合併の効力発生日の前日に終了する両消滅投資法人の最終期の営業期間に係

る金銭の分配の代わり金 （ 利益の配当 ） として 、 両消滅投資法人の分配可能利益に基づき両消滅投資法人の投資主 
（ 本合併の効力発生日の前日の両消滅投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主 （ 各投資法人並びに投
資信託及び投資法人に関する法律 （ 昭和2 6 年法律第1 9 8 号 。 その後の改正を含みます 。 以 下 「 投信法 」 といいます 。 ） 
第 1 4 9 条の3の規定に基づきその有する投資口の買取りを請求した両消滅投資法人の投資 主 （ 当該買取請求を撤回した
投資主を除きます 。 ） を除き 、 以 下 「 割当対象投資主 」 といいます 。 ） ） に対して同営業期間の金銭の分配額見合いの合
併交付金 （ 本合併の効力発生日の前日における両消滅投資法人の分配可能利益の額を本合併の効力発生日の前日にお
ける両消滅投資法人の発行済投資口の総口数から割当対象投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で
除した金額 （ 1 円未満切捨て ） ） を 、 本合併の効力発生日から合理的な期間内に支払う予定です 。 

ⅵ . 両消滅投資法人の直前期の概要 
K D R の直前期 （ 2 0 2 3 年1月期 ） の概要 
事業内容 ： 資産を主として投信法に定める特定資産に対する投資として運用すること 
営業収益 ： 9 , 9 3 6 百万円 
当期純利益 ： 4 , 5 9 3 百万円 
資産総額 ： 3 2 7 , 0 1 4 百万円 
負債総額 ： 1 7 5 , 3 8 1 百万円 
純資産額 ： 1 5 1 , 6 3 2 百万円 

K R R の直前期 （ 2 0 2 3 年3月期 ） の概要 
事業内容 ： 資産を主として投信法に定める特定資産に対する投資として運用すること 
営業収益 ： 9 , 9 2 4 百万円 
当期純利益 ： 3 , 9 2 2 百万円 
資産総額 ： 2 8 7 , 5 6 9 百万円 
負債総額 ： 1 4 5 , 0 0 2 百万円 
純資産額 ： 1 4 2 , 5 6 6 百万円 

ⅶ ． 本合併の時期 
本合併効力発生日 2 0 2 3 年11月1日 （ 予 定 ） 
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【 収益認識に関する注記 】 
前 期 （ ご参考 ） （ 自 2 0 2 2 年5月1日 至 2 0 2 2 年10月31日 ） 
1 . 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

顧客との契約から生じる収益※ 1 外部顧客への売上高
不動産等売却収入 1 , 6 5 0 , 0 0 0 千円 ※ 2 2 4 0 , 9 8 2 千円
水道光熱費収入 1 , 2 6 8 , 9 8 4 千円 1 , 2 6 8 , 9 8 4 千円
その他 － 千円 1 4 , 7 5 6 , 4 0 3 千円
合 計 2 , 9 1 8 , 9 8 4 千円 1 6 , 2 6 6 , 3 7 0 千円

※ 1 企業会計基準第1 3 号 「 リース取引に関する会計基 準 」 の対象となる賃貸事業収入等及び日本公認会計士協会会計制度委員会報告第1 5 号 
「 特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針 」 の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準
の適用外となるため 、 上記金額には含めていませ ん 。 な お 、 主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入
で す 。 

※ 2 不動産等売却収入について は 、 損益計算書において不動産等売却損益として計上するため 、 不動産等売却収入より不動産等売却原価及び
その他売却費用を控除した額を記載しています 。 

2 ． 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです 。 

3 ． 当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報 
（ 1 ） 契約資産及び契約負債の残高等 

前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

顧客との契約から生じた債 権 （ 期首残高 ） 2 4 7 , 7 8 4 千円
顧客との契約から生じた債 権 （ 期末残高 ） 3 2 4 , 4 7 3 千円
契約資産 （ 期首残高 ） － 千円
契約資産 （ 期末残高 ） － 千円
契約負債 （ 期首残高 ） － 千円
契約負債 （ 期末残高 ） － 千円

（ 2 ） 残存履行義務に配分した取引価格 
該当事項はありません 。 
な お 、 水道光熱費収入については 、 期末までに履行が完了した部分に対する 、 顧客である賃借人にとっての価値に直接対

応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから 、 収益認識に関する会計基準の適用指針第1 9 項に従って 、 
請 求する権利を有している金額で収益を認識していま す 。 従って 、 収益認識に関する会計基準第8 0 - 2 2 項 （ 2 ） の定めを適
用 し 、 残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません 。 

当 期 （ 自 2 0 2 2 年11月1日 至 2 0 2 3 年4月30日 ） 
1 . 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

顧客との契約から生じる収益※ 1 外部顧客への売上高
不動産等売却収入 4 , 5 0 8 , 1 0 0 千円 ※ 2 1 , 1 6 8 , 4 3 3 千円
水道光熱費収入 1 , 2 8 6 , 3 3 5 千円 1 , 2 8 6 , 3 3 5 千円
その他 － 千円 1 4 , 8 3 5 , 9 4 4 千円
合 計 5 , 7 9 4 , 4 3 5 千円 1 7 , 2 9 0 , 7 1 3 千円

※ 1 企業会計基準第1 3 号 「 リース取引に関する会計基 準 」 の対象となる賃貸事業収入等及び日本公認会計士協会会計制度委員会報告第1 5 号 
「 特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針 」 の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準
の適用外となるため 、 上記金額には含めていませ ん 。 な お 、 主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入
で す 。 

※ 2 不動産等売却収入について は 、 損益計算書において不動産等売却損益として計上するため 、 不動産等売却収入より不動産等売却原価及び
その他売却費用を控除した額を記載しています 。 

2 ． 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです 。 

3 ． 当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報 
（ 1 ） 契約資産及び契約負債の残高等 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

顧客との契約から生じた債 権 （ 期首残高 ） 3 2 4 , 4 7 3 千円
顧客との契約から生じた債 権 （ 期末残高 ） 3 0 9 , 6 0 6 千円
契約資産 （ 期首残高 ） － 千円
契約資産 （ 期末残高 ） － 千円
契約負債 （ 期首残高 ） － 千円
契約負債 （ 期末残高 ） － 千円

（ 2 ） 残存履行義務に配分した取引価格 
該当事項はありません 。 
な お 、 水道光熱費収入については 、 期末までに履行が完了した部分に対する 、 顧客である賃借人にとっての価値に直接対

応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから 、 収益認識に関する会計基準の適用指針第1 9 項に従って 、 
請 求する権利を有している金額で収益を認識していま す 。 従って 、 収益認識に関する会計基準第8 0 - 2 2 項 （ 2 ） の定めを適
用 し 、 残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません 。 
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Ⅵ . 金銭の分配に係る計算書 
（ 単 位 ： 円 ） 

期 別 

項 目 

前 期 （ ご参考 ） 

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

Ⅰ 当期未処分利益 6 , 4 5 1 , 0 9 6 , 6 8 1 7 , 2 0 6 , 0 0 5 , 5 0 9 

Ⅱ 分配金の額 6 , 1 4 6 , 0 2 6 , 9 2 0 6 , 4 8 7 , 9 4 4 , 2 1 0 

（ 投資口1口当たり分配金の額) ( 1 4 , 4 8 8 ) ( 7 , 6 4 7 ) 

Ⅲ 任意積立金(繰入) 
圧縮積立金繰入額 3 0 4 , 8 5 2 , 3 1 8 7 1 8 , 0 6 1 , 2 9 9 

Ⅳ 次期繰越利益 2 1 7 , 4 4 3 － 
分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第3 5 条第1号に定める方

針に基づき 、 分配金の額は利益の金額を限度
と し 、 かつ租税特別措置法第6 7 条の1 5 に規
定する本投資法人の配当可能利益の額の1 0 0 
分の9 0 に相当する金額を超えるものとして
います 。 かかる方針により 、 当期未処分利益
から租税特別措置法第6 5 条の7で定める圧縮
積立金繰入額を控除し 、 その残額の一部であ
る 6 , 1 4 6 , 0 2 6 , 9 2 0 円を利益分配金として分
配することといたしました 。 

な お 、 規約第3 5 条第2号に定める利益を超 
えた金銭の分配は行いませ ん 。 

本投資法人の規約第3 5 条第1号に定める方
針に基づき 、 分配金の額は利益の金額を限度
と し 、 かつ租税特別措置法第6 7 条の1 5 に規
定する本投資法人の配当可能利益の額の1 0 0 
分の9 0 に相当する金額を超えるものとして
います 。 かかる方針により 、 当期未処分利益
から租税特別措置法第6 5 条の7で定める圧縮
積立金繰入額を控除し 、 その残額である
6 , 4 8 7 , 9 4 4 , 2 1 0 円を利益分配金として分配
することといたしました 。 

な お 、 規約第3 5 条第2号に定める利益を超 
えた金銭の分配は行いませ ん 。 
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Ⅶ . 監査報告書 

独立監査人の監査報告書
２ ０ ２ ３ 年 ６ 月 １ ３ 日 

ケネディクス・ オフィス投資法人 
役 員 会 御 中 

E Y 新日本有限責任監査法人 
東 京 事 務 所 

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 櫻 井 均 

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 八 幡 正博

監査意見
当監査法人は 、 投資信託及び投資法人に関する法律第 １ ３ ０ 条の規定に基づき 、 ケネディクス・ オフ

ィス投資法人の ２ ０ ２ ２ 年 １ １ 月 １ 日から ２ ０ ２ ３ 年 ４ 月 ３ ０ 日までの第 ３ ６ 期営業期間の計算書類 、 
すなわち 、 貸借対照表 、 損益計算書 、 投資主資本等変動計算書及び注記 表 、 資産運用報告及び金銭の分 
配 に係る計算書並びにその附属明細書 （ 資産運用報告及びその附属明細書については 、 会計に関する部
分に限る 。 以下同じ 。 ） （ 以 下 「 計算書類等 」 という 。 ） について監査を行った 。 な お 、 資産運用報告及
びその附属明細書について監査意見の対象とした会計に関する部分は 、 資産運用報告及びその附属明細
書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である 。 

当監査法人は 、 上記の計算書類等が 、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準 拠して 、 当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を 、 全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める 。 

監査意見の根拠
当監査法人は 、 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った 。 監 

査の基準における当監査法人の責任は 、 「 計算書類等の監査における 監査人の責任 」 に記載されている 。 
当監査法人は 、 我が国における職業倫理に関する規定に従って 、 投 資法人から独立しており 、 ま た 、 監 
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている 。 当監査法人は 、 意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している 。 

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり 、 投資法人は ２ ０ ２ ３ 年 ６ 月 １ ３ 日開催の投資

法人役員会において 、 ２ ０ ２ ３ 年 １ １ 月 １ 日を効力発生日として 、 投資法人を吸収合併存続法人 、 ケネ
ディクス・ レジデンシャル・ ネクスト投資法人及びケネディクス商業リート投資法人を吸収合併消滅法
人とする吸収合併を行うことについて決定し 、 同日付にて合併契約を締結している 。 

当該事項は 、 当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない 。 

その他の記載内容
その他の記載内容は 、 資産運用報告及びその附属明細書に含まれる情報のうち 、 監査意見の対象とし

た会計に関する部分以外の情報である 。 経営者の責任は 、 その他の記載内容を作成し開示することにあ
る 。 ま た 、 監督役員の責任は 、 その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職
務の執行を監視することにある 。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず 、 当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない 。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は 、 その他の記載内容を通読し 、 通読の過程において 、 
その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
う か検討すること 、 ま た 、 そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか 
どうか注意を払うことにあ る 。 

当監査法人は 、 実施した作業に基づき 、 その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には 、 
その事実を報告することが求められている 。 

その他の記載内容に関して 、 当監査法人が報告すべき事項はない 。 
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計算書類等に対する経営者及び監督役員の責任
経営者の責任は 、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等

を作成し適正に表示することにある 。 これには 、 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる 。 

計算書類等を作成するに当たり 、 経営者は 、 継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適
切であるかどうかを評価し 、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある 。 

監督役員の責任は 、 財務報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視すること
にある 。 

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は 、 監査人が実施した監査に基づいて 、 全体としての計算書類等に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て 、 監査報告書において独立の立場から計算
書類等に対する意見を表明することにある 。 虚偽表示は 、 不正又は誤謬により発生する可能性があり 、 
個別に又は集計すると 、 計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に 、 
重要性があると判断される 。 

監査人は 、 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って 、 監査の過程を通じて 、 
職業的専門家としての判断を行い 、 職業的懐疑心を保持して以下を実施する 。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し 、 評価する 。 ま た 、 重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し 、 実施する 。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断による 。 さらに 、 意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する 。 

・ 計算書類等の監査の目的は 、 内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが 、 監査人
は 、 リスク評価の実施に際して 、 状 況に応じた適切な監査手続を立案するために 、 監査に関連する内
部統制を検討する 。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性 、 並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価す る 。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか 、 ま た 、 入手した監
査証拠に基づき 、 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける 。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は 、 監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること 、 又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は 、 計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている 。 監査人の結論 は 、 監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが 、 将来の事
象や状況により 、 投資法人は継続企業として存続できなくなる可能性がある 。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が 、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかととも に 、 関 連する注記事項を含めた計算書類等の表示 、 構成及び内容 、 並びに
計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する 。 
監査人は 、 執行役員に対して 、 計画した監査の範囲とその実施時期 、 監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項 、 及び監査の基準で求められているその他の事項につ 
いて報告を行う 。 

監査人は 、 執行役員に対して 、 独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と 、 並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項 、 及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う 。 

利害関係
投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には 、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない 。 
以 上 
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Ⅷ . キャッシュ・ フロー計算書 （ 参考情報 ） 
（ 単 位 ： 千 円 ） 

前期

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

営業活動によるキャッシュ ・ フロー 
税引前当期純利益 6 , 4 5 2 , 4 3 9 7 , 2 0 8 , 8 0 2 
減価償却費 2 , 6 3 1 , 6 6 5 2 , 6 1 7 , 5 4 8 
長期前払費用償却額 1 1 7 , 0 0 4 1 1 9 , 8 6 0 
受取利息 △ 4 5 △ 4 5 
支払利息 7 6 8 , 8 5 3 7 6 0 , 7 3 0 
投資法人債発行費償却 7 , 6 5 9 7 , 5 9 2 
営業未収入金の増減額 （ △ は増加 ） △ 1 1 6 , 5 1 5 4 3 , 3 9 1 
前払費用の増減額 （ △ は増加 ） △ 4 1 , 4 2 9 3 8 , 1 3 6 
営業未払金の増減額 （ △ は減少 ） 2 0 5 , 7 5 6 △ 2 0 9 , 4 6 5 
未払金の増減額 （ △ は減少 ） △ 1 9 , 9 2 2 2 4 2 , 1 7 0 
未払消費税等の増減額 （ △ は減少 ） 8 9 , 8 9 2 1 2 8 , 8 2 1 
前受金の増減額 （ △ は減少 ） △ 7 1 , 5 4 0 1 0 0 , 5 1 0 
預り金の増減額 （ △ は減少 ） △ 2 , 2 1 1 1 1 , 1 9 2 
信託有形固定資産の売却による減少額 1 , 3 5 0 , 3 5 7 - 
有形固定資産の売却による減少額 - 3 , 1 8 9 , 7 6 8 
長期前払費用の増減額 （ △ は増加 ） △ 1 0 7 , 6 6 3 △ 1 7 , 4 5 6 
その他 △ 1 1 , 5 8 9 △ 1 9 , 4 9 9 
小 計 1 1 , 2 5 2 , 7 1 2 1 4 , 2 2 2 , 0 5 7 
利息の受取額 4 5 4 5 
利息の支払額 △ 7 5 5 , 9 0 6 △ 7 5 6 , 5 4 7 
法人税等の支払額 △ 8 0 1 △ 8 3 7 
営業活動によるキャッシュ ・ フロー 1 0 , 4 9 6 , 0 5 0 1 3 , 4 6 4 , 7 1 8 

投資活動によるキャッシュ ・ フロー 
有形固定資産の取得による支出 △ 3 , 6 6 8 , 2 6 2 △ 7 4 , 7 2 0 
信託有形固定資産の取得による支出 △ 1 1 , 0 2 1 , 7 2 6 △ 7 4 6 , 3 7 0 
預り敷金及び保証金の返還による支出 △ 3 0 , 0 0 7 △ 1 9 1 , 6 3 4 
預り敷金及び保証金の受入による収入 1 7 2 , 6 2 8 1 2 1 , 4 1 0 
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △ 5 5 1 , 9 2 2 △ 6 9 7 , 8 4 3 
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 1 , 3 0 2 , 9 7 1 6 5 6 , 1 2 1 
使途制限付信託預金の預入による支出 △ 3 1 , 5 3 6 △ 2 , 5 1 3 
使途制限付信託預金の払出による収入 3 0 2 , 2 0 1 3 2 , 4 4 1 
投資活動によるキャッシュ ・ フロー △ 1 3 , 5 2 5 , 6 5 3 △ 9 0 3 , 1 0 9 

財務活動によるキャッシュ ・ フロー 
短期借入れによる収入 7 , 8 0 0 , 0 0 0 - 
短期借入金の返済による支 出 △ 1 6 , 1 0 0 , 0 0 0 - 
長期借入れによる収入 2 6 , 7 5 0 , 0 0 0 4 , 8 0 0 , 0 0 0 
長期借入金の返済による支 出 △ 8 , 6 5 0 , 0 0 0 △ 4 , 8 0 0 , 0 0 0 
投資法人債の発行による収 入 9 9 0 , 1 4 8 - 
投資法人債の償還による支 出 △ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 - 
自己投資口の取得による支 出 △ 3 , 0 0 0 , 3 0 0 - 
分配金の支払額 △ 5 , 9 9 8 , 5 9 9 △ 6 , 1 4 5 , 6 3 6 
財務活動によるキャッシュ ・ フロー 7 9 1 , 2 4 8 △ 6 , 1 4 5 , 6 3 6 

現金及び現金同等物の増減 額 （ △ は減少 ） △ 2 , 2 3 8 , 3 5 5 6 , 4 1 5 , 9 7 2 
現金及び現金同等物の期首残高 3 3 , 1 5 6 , 3 4 9 3 0 , 9 1 7 , 9 9 4 
現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3 0 , 9 1 7 , 9 9 4 3 7 , 3 3 3 , 9 6 6 

（ 注 ） キャッシュ・ フロー計算書は 、 投資信託及び投資法人に関する法律第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象に当たら
ないため 、 会計監査人の監査を受けていません 。 



5 5 

【 重要な会計方針に係る事項に関する注記 】 （ 参考情報 ） 
期 別 

項 目 

前期

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

キャッシュ・ フロー計算
書における資金の範囲 

手許現金及び信託現金 、 随時引出し可能な預金
及び信託預金並びに容易に換金可能であり 、 か 
つ 、 価値の変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から3 ヵ月以内に償還期限の到来する短
期投資からなります 。 

手許現金及び信託現金 、 随時引出し可能な預金
及び信託預金並びに容易に換金可能であり 、 か 
つ 、 価値の変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から3 ヵ月以内に償還期限の到来する短
期投資からなります 。 

【 キャッシュ・ フロー計算書に関する注記 】 （ 参考情報 ） 
前期

（ 自 2 0 2 2 年 5 月 1 日 
至 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 ） 

当期

（ 自 2 0 2 2 年 1 1 月 1 日 
至 2 0 2 3 年 4 月 3 0 日 ） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係 

（ 単 位 ： 千 円 ） 
（ 2 0 2 2 年10月31日現在 ） 

現金及び預金 2 0 , 3 7 6 , 0 3 6 
信託現金及び信託預金 1 1 , 7 4 5 , 5 2 9 
使途制限付信託預金 （ 注 ） △ 1 , 2 0 3 , 5 7 1 
現金及び現金同等物 3 0 , 9 1 7 , 9 9 4 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係 

（ 単 位 ： 千 円 ） 
（ 2 0 2 3 年4月30日現在 ） 

現金及び預金 2 6 , 8 7 1 , 0 1 2 
信託現金及び信託預金 1 1 , 6 3 6 , 5 9 8 
使途制限付信託預金 （ 注 ） △ 1 , 1 7 3 , 6 4 4 
現金及び現金同等物 3 7 , 3 3 3 , 9 6 6 

（ 注 ） テナントから預かっている敷金保証金の返還のために留保されている信託預金です 。 
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年間スケジュール

投資主メモ

分配金のお受け取りについて

決算発表決算発表 決算月決算月

分配金支払開始
資産運用報告発送

分配金支払開始
資産運用報告発送

4月期 10月期

5月11月 6月12月 8月2月 9月3月 10月4月 7月1月

決算期日 毎年4月末日・10月末日

投資主総会 原則として2年に1回以上開催

同議決権行使投資主確定日 規約第16条に定める日

分配金支払確定基準日 毎年4月末日・10月末日
(分配金は支払確定基準日より3ヶ月以内にお支払いします。)

上場金融商品取引所 東京証券取引所(銘柄コード:8972)

公告掲載新聞 日本経済新聞

投資主名簿等管理人及び
特別口座の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先・電話照会先 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話0120(782)031(フリーダイヤル)

受取期間内の場合 「分配金領収証」をお近くの株式会社ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並び
に郵便局(銀行代理業者)にお持ちください。

受取期間を過ぎた場合 「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三井住友信託銀行株式会社証券代
行部へご郵送いただくか、同銀行の本支店窓口にてお受け取りください。

今後の分配金の
お受け取り方法

分配金は銀行口座、郵便貯金口座(通常貯金口座)へのお振込によるお受け取り
が可能です。振込先指定などの手続きをご希望の方は、原則としてお取引の証
券会社へご連絡ください。なお、証券会社に口座がなく特別口座が開設された
投資主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申
し出ください。

除斥について 本投資法人規約の規定により、分配金支払開始の日から満3年を経過した後は分配
金をお受け取りいただけなくなりますので、お早めにお受け取りください。




